
事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

1
講演会，講座等での一時保
育

男女共同参画推進
担当

市主催の講演会，講座等の開催時に，保育ボ
ランティアの協力を得て，一時保育を実施す
る。

実施 継続 継続 180 127

有料で一時保育を実施（1人1回300円）
センター講座，講演会の他，育児中の親・養育者に読
書時間を確保する事業時に一時保育を実施した。相談
事業にも無料の一時保育を実施
平成21年度30回
平成22年度34回

一時保育について，講座募集時の広報あし
ややチラシ等において，育児中の親・養育
者も参加しやすいよう，広報に努めた。

センター講座，講演会，相談事業等の一
時保育について，今後も継続して取組
む。

Ａ

2
ファミリー・サポート・セ
ンター事業

こども課
（こども担当）

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が
会員となって一時的，臨時的に有償で子ども
を自宅で預かる相互援助活動組織で，依頼会
員はおおむね小学校６年生までの子どもを持
つ保護者とする。

実施
（１か所／
病後児預か
りの試行実

施）

継続
（１か所）

充実
（１か所／
病後児預か
りの本格実

施）

7,282 7,495

登録制による，臨時的に有償で子どもを自宅で預かる
相互援助活動組織
23.3.31現在（依頼会員871人，協力会員217人，両方会
員88人，計1,176人　）
活動回数：H21→4,698回･H22→4,475回
利用料：月～金曜の7～19時→1時間800円
土･日･祝･上記以外の時間→1時間900円

福祉センターに移転し環境の整備を図っ
た。
アドバイザーの勤務時間を
週26時間→29時間へ拡大し
コーディネート等事務の体制の充実に努め
た。

周知を図り引続き協力会員の増加に努め
る。
今後，目標達成に向けて取り組む。

Ｂ

3
子育て短期支援事業
（ショートステイ事業）

こども課
（こども担当）

保護者の仕事，疾病，出産等の理由で子ども
の養育が一時的に困難となる場合等に，児童
福祉施設において一定期間，養育及び保護を
行う。

実施
（６か所）

継続
（６か所）

充実
（７か所）

302 66

期間：原則として７日以内（延長可能）
利用者負担：日額1,000円～5,350円
利用状況：H22→2人･12日
指定施設数：H22→6か所

指定施設を近隣市に予定しているため神戸
市へ働きかけており，現在調整中

新しい指定施設の認定に向けて直接神戸
市へ訪問等により働きかける。

Ｂ

4 育児支援家庭訪問事業
こども課
（こども担当）

児童の養育について支援が必要であるにもか
かわらず，積極的に自ら支援を求めていくこ
とが困難な家庭で，支援が必要と認めた家庭
に対し，保健師，助産師，ホームヘルパー等
を派遣して育児指導，育児相談や簡単な育
児・家事の援助を行う。

実施 継続 継続 413 64

対象家庭３件，延べ１５回（育児指導，栄養指導等）
ヘルパー，及び保健師を派遣
保健師　　２人
ヘルパー　１人

保健センターの「こんにちは赤ちゃん事
業」と連携し，支援を必要とする対象の家
庭を把握し，適切な対応に努めた。

保健センターや関係機関・団体等と情報
を共有して，対象者の早期発見・対応に
努める。

Ｂ

5
一時預かり（一時保育）事
業

こども課
（保育所担当）

保護者の仕事，疾病，出産，冠婚葬祭等の緊
急かつ一時的な理由で家庭での保育が困難と
なる場合に保育所で子どもを預かる。

実施
（４か所）

継続
（５か所）

充実
（６か所）

事業No212
で一括計上
(30,955)

事業No212
で一括計上
(27,950)

私立保育園で継続実施（Ｈ２２年度新たに１園増，計
５園実施）
利用料：日額1,500円，飲食物費：日額500円
利用者：H22→7,661人

私立保育園を１園増設した。
あり方検討委員会からの報告書を基に，
目標達成に向けて，さらに私立保育園を
増設していく。

Ａ

6 一時預かり事業
こども課
（保育所担当）

一時保育の要件を拡大し，柔軟な対応によ
り，子育て支援を行う。（特定保育も充足）

未実施 未実施 検討 － －
特定保育事業としては実施していないが，概ね一時預
かり（一時保育）事業の中で対応した。

一時預かり（一時保育）事業の中で対応し
た。

特定保育単独事業として実施可能かどう
か検討

Ｃ

7 女性の悩み相談
男女共同参画推進
担当

夫婦間や家族間に生じる問題，心の悩み等，
女性の視点から専門相談員が相談に応じる。

実施 充実 充実 792 810

一般相談：第１土曜日，第１・３水曜日，第２～５金
曜日の１３～１６時の３枠に面接により実施
ＤＶ相談：第１・３水曜日，第２・４金曜日の１３～
１６時の３枠に面接により実施
平成２２年度から一般相談を第１・３水曜日，ＤＶ相
談を第２・４金曜日を加え体制の充実を図った。
一般相談
平成２１年度１３１件　平成２２年度５３件
ＤＶ相談
平成２１年度１１９件　平成２２年度７１件
相談員でケース検討会議を行った。
庁内のＤＶ関連窓口担当課で連絡会議を実施した｡
芦屋市配偶者等からの暴力対策基本計画を策定し，配
偶者等からの暴力防止の基本方針を整備した。

相談の体制の充実を図った結果，相談件数
も前年より増加した。
県の安心こども基金を活用してキャンペー
ン用のグッズを充実させた。

相談事業について，毎月広報あしやに掲
載したり，市内広報掲示板にポスターを
貼るなどして啓発に努める。また，必要
に応じて，ＤＶ相談の体制の充実を図
る。

Ａ

基本目標１：家庭における子育てへの支援

（1）多様な子育て支援サービスの充実

①養育支援

②子育てに関する相談

平成２２年度　芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画実施状況・評価結果一覧表（全事業）

（予算・決算額の単位：千円）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 1



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
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22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
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平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

8
民生委員・児童委員による
相談，指導

地域福祉課
各地区において地域住民の生活に関する相
談，支援や，ひとり親家庭，障がい者等の福
祉行政への協力を行う。

実施
（111人）

充実
（113人）

継続 9,790 9,532 民生委員・児童委員定数２名増 定数確保の向けて２名増員した。
さらに定数（１１６名）まで増員し，充
実させる。

Ａ

9 療育相談
障害福祉課
健康課

医師や臨床心理士，理学療法士等が乳児の発
達に関する相談や検査を行い，その後のフォ
ロー体制についても検討する。

実施 充実 充実 648 764 月１回程度とし，必要に応じ随時開催した。
２２年度から「療育相談」を見直し，対象
を就学前から１８歳未満の児童に拡大して
「療育支援相談」を実施した。

引き続き適切な指導を行うとともに，療
育に係る支援を実施する。

Ａ

10 相談員の育成

こども課
（こども担当）
児童センター
青少年愛護セン
ター

子どもや子育て家庭にかかわる様々な問題に
適切に対応できるように，資質の向上に努め
る。

実施 充実 継続
事業No12と

No76で
一括計上

事業No12と
No76で

一括計上

こども課主催で，子育て支援員向けの研修を６回開催
し相談員の育成に努めた。
子育てｾﾝﾀｰの嘱託職員を１名増員した。(こども課こど
も担当）
兵庫県児童館連絡協議会主催の児童厚生員等研修会へ
の参加（児童ｾﾝﾀｰ）
愛護センター職員を増員し対応した。
指導主事：平成21年→1名　平成22年→2名
相談件数：平成22年→14件　平成22年→30件
（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）

家庭児童相談室及び子育てセンターの執務
場所を福祉センター移設し，専用の相談室
を設置するなど，環境整備を図った。
研修は，地域子育て創生事業を活用（22年
度新規）(こども課こども担当）
継続して実施（児童ｾﾝﾀｰ）・（青少年愛護
ｾﾝﾀｰ）

23年度も継続して研修を実施し，今後も
子どもや子育て家庭にかかわる様々な問
題に適切に対応できるように，相談員の
育成に努める。(こども課こども担当）
継続して実施（児童ｾﾝﾀｰ）・（青少年愛
護ｾﾝﾀｰ）

Ａ

11
夜間・休日における電話家
庭児童相談事業

こども課
（こども担当）

子育てに対して不安等を抱える養育者に対
し，家庭児童相談室を利用できない時間帯
（夜間・休日）にも電話で相談できる体制を
整えることにより，子育ての負担等を軽減す
る。

実施 継続 継続 500 489

児童福祉施設「三光塾」に委託して実施。
初回相談件数225件，相談回数のべ268件。
相談内容・虐待相談31件，育児相談27件，教育相談16
件，養育その他141件，計215件

継続して実施
夜間・休日を問わず，必要なときに，い
つでも相談できる場として，継続して実
施

Ｂ

12 家庭児童相談
こども課
（こども担当）

家庭児童相談員が家庭の養育についての悩み
や心配ごとの相談に応じる。また子どもの虐
待に関する相談・指導等適切な対応を行う。

実施 充実

継続
（（仮称）
福祉セン
ターに移

設）

10,276
事業No77で
一括計上

8,995
事業No77で
一括計上

平成22年7月，家庭児童相談室及び子育てセンター，
ファミリー・サポート・センターの執務場所を福祉セ
ンターに移設して，子育て支援センターとして包括
し，併設する保健センター他関係機関との連携強化・
相談機能の充実を図った。
こども課主催で子育て支援者研修会を年間６回実施
し，資質の向上に努めた。

専用の相談室を設置し，環境整備を図っ
た。
研修は，地域子育て創生事業（県補助）を
活用（22年度新規）

23年度も継続して研修を実施し，今後も
子どもや子育て家庭にかかわる様々な問
題に適切に対応できるように，相談員の
育成に努める。

Ａ

13 母子・父子家庭相談
こども課
（こども担当）

母子自立支援員が母子家庭，寡婦及び父子家
庭の生活全般の相談に応じる。また，法律問
題（離婚，相談等）に関する相談は専門家
（弁護士）につなぐ。

実施 継続 継続 3,222 3,285
母子自立支援員１人
相談件数：H22→809件

自立支援プログラム策定や法律相談など同
行訪問に尽力し支援した。今後も研修等に
より相談対応力の向上に努める。

研修等により相談対応力の向上に努め
る。

Ｂ

14
子育てセンターでの電話相
談（子育てホットライ
ン），来所相談

こども課
（こども担当）

専門相談員が来所，電話による子育て相談を
実施する(夜間はＦＡＸ対応）。

実施 充実
充実

（環境整
備）

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

福祉センター内に移転後，つどいのひろばの時間延長
を行なったこと，専用の相談室の設置などの環境整備
を図ったことなどの理由により，利用者の増加に繋
がった。
H21→1,306件,H22→1,608件

平成22年7月，子育てセンターの執務場所
を福祉センターに移設し，専用の相談室，
授乳室や子ども用トイレなどを設置するな
ど，環境整備を行ない利用者の利便を図っ
た。

乳幼児の子育ての不安軽減のため，継続
して実施

Ａ

15 保育所での育児相談
こども課
（保育所担当）

電話による子育て全般に関する相談を実施す
る。

実施
（公立６保

育所）

継続
（公立６保

育所）
継続

事業No212
で

一括計上

事業No212
で

一括計上
従来より継続して実施（30件） 広報等で周知活動を行う。 広報等で周知活動を行う。 Ｂ

16 妊産婦健康相談 健康課
妊産婦を対象に助産師による個別相談を行
う。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 － －
妊婦相談月１回実施
延人数29人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

17 育児相談 健康課
乳児を対象に身体計測及び保健師と栄養士，
助産師による子どもの発達や育児についての
個別相談を行う。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 630 197
育児相談月1回実施（栄養士・助産師・保健師が対応）
延人数９８１人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

18 こどもの相談 健康課
乳幼児健診において，経過観察が必要な子ど
もの継続的な健康相談を行う。

実施 充実 充実 869 873

こどもの相談
就学前までのこどもが対象（予約制）
延人数１２７人
からだの相談
２２年度より小児科医師による相談開始（６回　延人
数３１人）
心理士のこどもの相談を広報に掲載し，一般公募枠を
設定

継続して実施 継続して実施 Ａ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定
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平成22年度
実績

平成26年度
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平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

19 アレルギーの離乳食相談 健康課
アトピー性皮膚炎の子どもを持つ保護者等を
対象にした栄養士，保健師による個別相談を
行う。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 382 391
０歳～６歳未満児とその保護者が対象（予約制）
毎月第１月曜日に実施（栄養士・保健師が対応）
延人数６５人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

20
カウンセリングセンターの
電話，面接相談

学校教育課
保護者を対象に，不登校，無気力，非行，性
の問題等の子どもや親子関係等の悩みについ
て，電話，面接による相談を実施する。

実施
（電話：週

３日
10：00～
16：00

・面接：週
２日

12：30～
16：30）

継続 継続 3,250 3,236

芦屋市カウンセリングセンターに業務委託し，打出教
育文化センター内で実施
（電話相談）月・水・金の１０時～１６時
（面接相談）月・水の１２時３０分～１６時３０分
相談件数　H21→167件，H22→391件

市民・保護者等へのカウンセリングセン
ターの一層の周知を行うとともに，相談活
動の充実を図ることで，今年度は相談利用
件数が増加した。

カウンセリングセンターの周知を図ると
ともに，相談機能を充実させ，学校との
連携についても研究を進める。

Ｂ

21
特別支援教育センターの相
談

学校教育課
特別支援教育の対象となる幼児・児童・生徒
の保護者及び教員を対象とした教育相談や指
導助言等を実施する。

実施 充実
充実

（環境整
備）

6,213 5,726

平成22年7月から福祉センターへ移転し，相談に係る環
境整備を行った。
保護者・教員への相談・研修，子育て支援，教育的支
援，学校園への授業支援，実態把握のための発達検査
の実施，カンファレンス，アセスメントの実施等を
行った。

個別のニーズに応じた特別支援教育の充実
を図るため，子どもの実態と保護者の要望
を十分に把握して，指導体制の充実を図る
よう努力した。

特別支援教育の対象となる幼児・児童・
生徒の保護者および教員を対象とした教
育相談や指導助言等を実施する。

Ａ

22 教育相談
打出教育文化セン
ター

幼児・児童とその保護者を対象に，心のケ
ア，不登校，子どもの情緒不安，学習不安等
の相談を行う。必要に応じて専門相談員によ
る遊びを通した子どもの実態分析を実施して
いる。

実施
（月～金
9：00～
17：00

・専門：週
３日

13：30～
17：15）

継続 継続 2,139 2,138
子どもを対象に，心のケア，不登校，子どもの情緒不
安，学習不安等ののべ５８９回の相談を行う。必要に
応じて専門相談員による遊戯療法を実施する。

学校園への周知を図り，相談に対する照会
が増加した。

学校でより役立つ情報を発信し，学校園
との連携を密にする。

Ｂ

23 青少年愛護センターの相談
青少年愛護セン
ター

青少年の問題全般について，電話，来所及び
訪問による相談活動を実施する。

実施
（月～金
9：00～
17：30）

継続 継続 － －
幼児関係の相談について愛護センター職員１名増員し
対応した。

継続して実施した。 継続して実施する。 Ａ

24
広報紙等による子育て情報
の提供

広報課
こども課
健康課
児童センター
学校教育課
スポーツ・青少年
課
図書館

広報紙，ホームページ等において，子育て支
援サービス全般に関する情報を提供する。

実施 充実 継続
事業No77で
一括計上

事業No77で
一括計上

ホームページ「子育てのページ」の運営
広報「乳幼児育児支援」の臨時号を発行
子育てガイドブック「あいあい」を発行
「親子でお散歩マップ」を発行(こども課こども担当）
広報紙，ホームページ等において，子育て支援サービ
ス全般に関する情報を一つにとりまとめて提供(こども
課（保育所担当）)・（(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）
広報紙，ホームページ，保健センターだより等におい
て子育て支援サービス全般に関する情報を提供（健康
課）
「児童センターだより」を年４回発行（児童ｾﾝﾀｰ）
広報紙やＨＰで学校園の行事等を紹介した。(学校教育
課)
関連情報の提供を行った。（図書館）

広報紙，ガイドブック，マップは地域子育
て創生事業を活用して発行（広報臨時号・
マップは22年度新規実施）(こども課こど
も担当）
継続して実施(こども課（保育所担当）)・
（健康課）・（児童ｾﾝﾀｰ・）(ｽﾎﾟｰﾂ・青少
年課）
読書フェスティバルについて，ＨＰにアッ
プし，広く市民に紹介できた。(学校教育
課)
広報紙を通じて情報提供を行った。（図書
館）

情報を更新して作成する。(こども課こど
も担当）
継続して実施(こども課（保育所担
当）)・（健康課）・（児童ｾﾝﾀｰ）(ｽﾎﾟｰ
ﾂ・青少年課）
ＨＰの充実(学校教育課)
広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。（図書館）

Ａ

25 子育て情報紙の発行
こども課
（こども担当）

子育て情報誌「はぐくみ」を発行する。
実施

（年２回）
継続

（年２回）
継続 － －

「なかよしだより」と「保育所通信」を統合した子育
て情報誌「はぐくみ」年2回発行

保護者のニーズを把握して内容の充実を
図った。

保護者のニーズを把握して内容の充実を
図る。

Ｂ

26
子育て情報冊子の作成，配
布

こども課
（こども担当）

子育ての情報をまとめた冊子（情報誌）を作
成し配布する。

実施 継続 継続 449 239
地域子育て創生事業（県補助）として子育てガイド
ブックの第4版を発行し配布

内容を見直し，第4版を発行した。 内容を見直し，第5版を発行する。 Ｂ

27
ユニバーサルデザインの子
育てマップの作成，配布

こども課
（こども担当）

多くの人が集まる主要駅，公共施設や商業施
設等では，ユニバーサルデザイン化を推進
し，皆が利用しやすいように情報提供を行
う。

実施 充実 継続
事業No77で
一括計上

事業No77で
一括計上

子育てガイドブック「あいあい」第４版を発行
ＮＰＯ法人「さんぴぃす」に委託して親子でお散歩
マップを発行

地域子育て創生事業（県補助）を活用して
発行
「親子でお散歩マップ」は，市内の子育て
中のママが実際に市内に出向いて調査した
り，意見交換を行ったものを「さんぴぃ
す」がコーディネートし編集を行なった。
（マップは22年度新規実施）

情報を更新して作成する。 Ａ

③子育てに関する情報提供・学習機会

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 3
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28
プレイパーク事業（ふれあ
い冒険ひろば）

こども課
（こども担当）

普段体験できないような野外での活動を通し
て親子で自由にのびのびと遊び，ふれあう中
で子育てへの意識の向上を図る。

実施
（年１回）

継続
（年１回）

継続
事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

親子で参加する「わくわく冒険広場」を６月に総合公
園で実施
（約100名参加）

特に男性の育児参加を意識して参加を呼び
かけた。
消防車に加えて，今回は，救急車も出動
し，体験乗車や親子で協力して消火活動を
行い，参加した親子は大喜びだった。
（救急車体験は22年度新規実施）

人気事業であり，23年度も継続して実施 Ａ

29 子育て井戸端会議
こども課
（こども担当）

子育ての悩みを気軽に話し合う場を提供す
る。

実施＊
（年７回）

継続
（年８回）

継続
事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

子育て自主活動グループを中心に子育て井戸端会議を
実施（2回）
「なかよしひろば」でのトイレトレーニング相談を利
用して井戸端会議を実施（6回）

機会あるごとに子育てについて話し合える
場所づくりを提供した。

フラットなフリートークの場づくりの提
供を心がけ，継続して実施

Ｂ

30 子育て講演会の開催
こども課
（こども担当）

「子育て講座」を開催する。
実施＊

（年１２
回）

継続
（年１２

回）
継続

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

（講演）子育て講演会：103名
（講座）小児救急医療講座：82名
おはなしの会：202名
　ほか参加延人数1,637名

子育てに関する講演会や講座を継続して実
施することで，子育てへの関心を高め，交
流の場を支援した。

親として学ぶ「親学」の場の提供を継続
して実施

Ｂ

31 まねっこ 健康課
１０か月児健診を受診した親子を対象に交流
広場の提供をする。

実施
（月１回）

継続
（月４回）

継続 － －

子育てセンターのカンガルークラブへ統合し，子育て
センターで実施。（健康課）
第1子で1歳未満の未歩行児をもつ親を対象に，ふれあ
いの方法や育児の基本を学び，情報交換が行える場を
提供した。（こども課子育てセンター）

継続して実施
子育てセンターが福祉ｾﾝﾀｰに移転後は，ス
ペースも拡大されたため，参加者が増加し
た。

市内以北在住の親子を対象として，６月
以降，恒久的な開催場所として市民ｾﾝﾀｰ
からにウィザスあしやに場を移して開催

Ｂ

32 プレおや教室 健康課

妊娠中期以降の妊婦を対象としたマタニ
ティークッキングは２回シリーズの講座で，
仲間づくりをめざしたグループワークと調理
実習，また，飲酒や喫煙が胎児に及ぼす影響
についての内容も含めて行う。パパママ教室
と沐浴教室は夫婦で育児を目的に土曜日に開
催する。

実施 継続 実施 851 391

マタニティークッキング，パパママ教室，沐浴教室
延人数４４５人
平成２２年度より，妊娠・分娩経過にかかわる知識を
高めることを目的とした事業をリニューアルし「Ｌ
et's・エンジョイ・マタニティ」「マタニティＧＯＯ
Ｄバランスクッキング」を開始した。（実施回数２４
回・延人数１５７人）

テーマを妊娠中の食生活，分娩について等
の項目を細かく分け，実施回数を増やし，
より受講できるよう努めた。

母子手帳発行時に食生活についてアン
ケートを実施し，教室への参加を呼びか
ける。

Ｂ

33 もぐもぐ離乳食教室 健康課
栄養士，保健師による離乳食の講義と遊び方
のお話と試食を提供する。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 299 456

毎月第４月曜日に実施
６～７か月児とその保護者が対象
大雨警報のため１回中止
延人数３４６人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

34 幼児の食事とおやつの教室 健康課

幼児期に問題となる内容や，栄養食品表示に
ついて栄養士等が講義と試食を提供する。幼
児食に食事バランスガイドを使って「ＧＯＯ
Ｄバランスアップ教室」（２回）も実施す
る。

実施＊
（年６回）

充実
（年８回）

継続 276 1,071
２～３歳児とその保護者が対象
ＧＯＯＤバランスアップ教室を２回開催し拡充
延人数２８３人

食育推進計画に沿って，内容を充実して実
施

継続して実施 Ａ

35 アレルギー教室 健康課
アレルギー全般について専門医の講義や室内
の環境整備や調理実習等を行う。

実施＊
（講義：
年５回

・調理実
習：

年１回）

継続
（講義：
年５回）

継続 415 395
０歳～６歳未満児とその保護者及び成人が対象
延人数１１２人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

36
母親教室（母親同士の交流
会）

児童センター
子育ての悩みや問題について，座談会形式で
話し合い，児童の健全育成について考える。

実施＊
（年６回）

充実
（年９回）

継続 59 16

健康，食育，親の学習会に加え，子育て中の保護者を
対象にリフレッシュ講座を実施
２１年度　１８０人
２２年度　２７２人

回数を増加し，継続して実施
保護者を対象としたリフレッシュ講座の
充実

Ａ

37 ミニ講演会の開催 児童センター
「子どもの人権」をテーマに，子育て，教育
等について講演会を行い，話し合いの場を提
供する。

実施
（年１回）

継続
(年１回）

継続 41 31
参加者のアンケートをもとに講演テーマを決めて実施
２１年度　７５人
２２年度　３４人

幼稚園の行事と重なったため参加減 参加人数拡大に向けて周知を徹底する。 Ｂ

38
子育てサポートブック（家
庭教育手帳）の配布

生涯学習課
健診と入学時等に家庭教育手帳（文部科学省
発行）を配布する。（パパ手帳に替わる物）

実施 継続 継続 1,575 1,380
地域子育て創生事業（県補助）により幼稚園，新１
年，新５年に対して４月に，子育てサポートブック
（家庭教育手帳）を配布

継続して実施 継続して実施 Ｂ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 4
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39
青少年愛護センターの情報
誌の発行，啓発活動

青少年愛護セン
ター

「愛護だより」，「愛護班ニュース」の定期
的な発行や関係機関との連携による啓発活動
を実施する。

実施 充実

充実
（一般市民
向けに発

信）

－ －

「愛護だより」を年8回，「愛護班ニュース」を毎月作
成し，教育委員会・各小中学校・幼稚園等に配布する
と共に愛護委員の班集会等で活用した。
平成22年度より公立・私立幼稚園，保育所に通う子ど
もの保護者向けに，幼稚園，保育所の協力を得て「愛
護だより乳幼児編」を２回配布した。

「愛護だより　乳幼児編」を発行
引き続き愛護活動について周知してい
く。

Ａ

40 子育て学習会 公民館
幼稚園において「幼児教育講座」を開催す
る。

実施
（９幼稚

園）

継続
（９幼稚

園）
継続 180 200

出前講座として各幼稚園（９園）に出向いて実施
延人数５３７人

各幼稚園で希望する演題・講師に基づき，
引き続き実施する。

実施幼稚園だけでなく，他の幼稚園の保
護者も参加できるように改善する。

Ｂ

41 子育てに関する公民館講座 公民館 子育てについての講座を開催する。
実施＊

（年４回）
中止 継続 100 0

広報等を通じて募集したが応募者が集まらず中止し
た。

演題及び講師の選定に工夫をしたが，受講
者が集まらなかった。

抽象的な講義内容でなく，具体的な内容
に切り替え，受講者を集める。

Ｃ

42 教育問題講座及び講演会 公民館 教育に関する講座・講演会を開催する。
実施＊

（年４回）
充実

（年５回）
継続 133 156

親学講座：公民館主催，ＰＴＡ協議会共催
（定員40人×3回，受講料1,300円，受講人数延103人）
親学セミナー：公民館主催，ＰＴＡ協議会共催
①定員ＰＴＡ会員100人，一般20人，受講料会員無料，
一般400円，受講人数122人
②定員600人，受講料会員無料，一般400円，受講人数
311人
②についてはルナ・ホールで開催し，多くの参加者が
募れた。

これまで行っていなかったルナ・ホールで
も実施

継続して取り組む。 Ａ

43 あい・あいる～む
こども課
（こども担当）

市内の公共施設の空きスペースを活用し，親
子で気軽に立ち寄れる場所を提供する。民生
委員・児童委員がスタッフとなり，相談・助
言・情報提供を行う。

実施
（４か所）

継続
（４か所）

継続 208 157

市内の公共施設4か所で実施
日時：毎月第１～第４水曜日，１０時～１１時半
場所：打出教育文化センター・図書館・福祉セン
ター・朝日ケ丘集会所
（参加者　延792人）

参加人数が減った第３週目の上宮川文化セ
ンターから，福祉センターへ移して開催

継続して実施し，事業の周知と要望に上
がったＪＲ以北の市民対応の会場を確保
し，利用者の利便を図る。

Ｂ

44

つどいの広場事業「むくむ
く」
（地域子育て支援拠点事
業）

こども課
（こども担当）

子育て支援サービス等に関する情報提供，相
談及び助言，サービス提供者と利用者の間の
連絡調整を行うなど，子育ての総合窓口を設
置するとともに，子育て中の親子が気軽に遊
べる場を提供する。

実施
（ひろば型
１か所）

充実
（センター

型
１か所）

充実
（ひろば型
１か所・

センター型
１か所）

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

平成22年7月より福祉センター内の子育て支援センター
「チャイルド・プラネット芦屋」に場を移し，相談機
能を充実させセンター型に移行して実施。
開催時間を従前の15:00までから16:00までに拡大。
実施日：月曜～土曜（水曜除く），１０時～１６時
（開館日数：242日，利用人数：20,925名）

福祉センター内へ移転させ，プレイルーム
を約５倍の広さに，授乳室や子ども用トイ
レを設置するなど，設備の充実を図った。

ひろば型1箇所増設。要望の多いＪＲ以北
の市民対応の会場を確保し，利用者の利
便を図る。

Ａ

45 なかよしひろば
こども課
（こども担当）

地域の乳幼児の親子の交流の場，遊び場とし
て，公立６幼稚園の施設の一部を開放する。

実施
（６か所）

継続
（６か所）

継続
事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

公立６幼稚園のお弁当の無い日の午後，毎週火・木・
土曜日の１３～１５時に開催（294回）
参加者数：12,841人

子育てセンターのスタッフが，利用者の利
便を考え，地域へ出向いて実施

地域へ出向いて行なう子育て支援とし
て，継続して実施

Ｂ

46
こどもフェスティバルの開
催

こども課
（こども担当）

いろいろな遊びコーナー等，子どもが１日楽
しく過ごす機会としてイベントを開催する。

実施＊
（年１回）

継続
（年１回）

継続 247 65
10月30日，体育館・青少年センターで開催。
子育て親子，多世代の交流事業（約1,000人参加）

関わるスタッフ，出場者も次世代の親とな
る中・高・大学生を，また，シルバー人材
センターなど，老若男女の多世代交流を意
識してボランティアを依頼

人気事業であり，23年度も継続して実施 Ｂ

47 子育て広場
こども課
（保育所担当）

在宅の親子が保育所に集まり，子育ての楽し
さについて学び合う。

実施
（４か所）

継続 継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上

平成２１年度の実施結果をふまえ，「子育て広場」事
業の実施園が「体験保育」事業に変更

「子育て広場」事業から「体験保育」事業
に変更

「体験保育」事業に変更して行う。 Ｃ

48 園庭開放
こども課
（保育所担当）

地域の乳幼児の親子の交流の場，遊び場，子
育ての相談の場として，保育所の園庭を開放
する。

実施
（６か所）

継続
（６か所）

継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上

公立６保育所で継続実施
開催日:毎週1回,時間:午前10：00～11：30
参加者：
H21→1313人
H22→873人

地域子育て創生事業を活用し，内容を充実
させて実施したが，結果的には利用者が減
少してしまった。

今年度は事業の周知につとめ，地域子育
て創生事業を活用し，さらに内容を充実
させる。

Ｃ

49 体験保育
こども課
（保育所担当）

親子で保育所の生活を体験する。
実施

（６か所）

充実
（６か所・
回数増加）

継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上

公立６保育所で継続実施
開催日：1回3日間・年11回，時間：9：30～11：40，対
象：1～3歳児の親子
費用：1,000円
参加者：
H21→12組・52人（9回）
H22→18組・108人（11回）

「子育て広場」変更分を併せて回数を増や
して実施

「子育て広場」変更分と併せて実施 Ａ

④親子・親同士の交流の場

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 5



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

50 出前保育
こども課
（保育所担当）

保育士と保育所児が公園等で地域の子どもと
交流する。

実施
（２か所）

実施
（１か所）

継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上

継続実施（実施保育園：精道保育所）
開催状況：
H21→4回・60人
H22→3回・1人

広報等で周知活動を行うが，参加が少なく
地域のニーズにあっていない為，事業を縮
小し内容を見直していく。

広報等での啓発や掲載を継続していく必
要があるが,内容等を見直すなどの方法を
検討

Ｃ

51 あそび広場 児童センター
１・２歳児と保護者を対象に遊び場を提供す
る。

実施
（月３回）

継続
（月３回）

継続 10 0
親子交流の場だけでなく，手遊びを充実して実施
２１年度　３２回　９１０人
２２年度　３３回　８９１人

継続して実施
保健師が参加して保護者と交流を図れる
機会をつくる。

Ｂ

52 ひよこひろば 児童センター
２歳児の親子を対象に，いろいろな遊びを通
して児童の健全育成を図り，親子，または子
ども同士のふれあいを深め交流を図る。

実施
（月２回）

継続
（月２回）

継続 10 0
定員を18組で，午前２クラスで実施
２１年度　１９回　１，０８６人
２２年度　２０回　１，２７０人

継続して実施 継続して取り組む。 Ｂ

53 親子クラブ 児童センター
３歳児の親子を対象に，いろいろな遊びを親
子で行い，幼児の感性と体力を育て，親子の
むすびつきと保護者間の交流を深める。

実施
（週１回）

充実
（週１回・
クラス数拡

大）

継続 184 0

参加希望者が多いため，親子（定員）を1６組から１８
組へ・週４クラスに拡大
２１年度　１２８回　３，５１９人
２２年度　１２８回　４，０７２人

クラス数を増やして継続して実施
厚生員の目が行き届くように定員を親子
１７組・週４クラスへ１組縮小

Ａ

54 芦屋三大まつりでの交流
市民参画課
経済課

「芦屋さくらまつり（４月）」・「芦屋サ
マーカーニバル（８月）」（市民参画課），
「あしや秋まつり（１０月）」（経済課）の
三大まつりを通じて，世代間交流を図る。

実施 継続 継続

4,028（市
民参画課）
2,610（経
済課）

3,994（市
民参画課）
2,599(経済

課）

「さくらまつり」では，こどものダンスグループや中
学校・高等学校の吹奏楽部，大人のグループが市民ス
テージに出演
サマーカーニバルでも，児童の参加があった。（市民
参画課）
「秋まつり」では，子ども会連絡協議会の子どもみこ
し，中学校吹奏楽部のパレード・ドリル行進等で世代
間交流を図った。（市民参画課）（経済課）

市民ステージイベントへの市民（小学生・
中学生・高校生・大人など）の参加を呼び
かけ，楽しみながら世代間交流を図り，安
全なイベントの開催を行った。（市民参画
課）（経済課）

子どもが安心して参加できる安全なイベ
ントを開催し，大人から子どもまで幅広
い，世代の交流を図るようにする。（市
民参画課）（経済課）

Ｂ

55 市民フェスタ 市民参画課
市内のＮＰＯ団体の子育て支援活動を含む活
動の発表及び市民との交流により地域での子
育ての意識の向上を図る。

実施
（年１回）

継続
（年１回）

継続 700 699
市民フェスタに子ども会連合会も運営に携わり，保健
福祉センターにて11月13日～14日に行われた。
参加者3,650人

市内の子育てに，関連するＮＰＯ間の連携
が取れるよう交流を推進した。

市内の子育てに，関連するＮＰＯ間の連
携が，密に出来るようにする。

Ｂ

56 自治会活動への支援 市民参画課
自治組織の活動を支援し，地域住民の連帯意
識を深め，コミュニティの活性化を促進す
る。

実施＊
（８０団

体）

継続
（８０団

体）
継続 3,620 2,851

自治会のブロック単位での交流を呼びかけ，地域住民
の連帯意識を深め，コミュニティの活性化を促進する
ように支援をした。

ブロック単位での交流について，交流が出
来てないブロックがあったため，交流会等
の呼びかけをし，コミニティの活性化の促
進に努めた。

自治会連合会が，研修会などを開催し，
それぞれの自治体の活動が活発になるよ
うにする。

Ｂ

57
空き店舗を活用した子育て
支援への助成

経済課
市内の商店街の活性化を図るため，商業施設
等の空店舗を活用した子育て支援サービス希
望者へ助成を行う。（県事業）

実施 継続 継続 3,500 1,642
継続して実施している事業であるが，２２年度におい
ては，新たな申請はなかった。

商店街の活性化を目的とした制度であり，
空き店舗利用の事業で保育事業など子育て
育成にかかる事業者からの申請がなかっ
た。

１事業について２年間の助成事業のため
新たな申請があれば実施する。

Ｂ

58
企業への子育て意識の啓
発，普及

経済課
子どもの健全育成や子育て支援の取り組みが
幅広く展開できるよう，企業の積極的な参加
や協力を求める啓発を行う。

実施 継続 継続 － － 商工会を通じて他機関からのチラシを配布 継続して啓発に努めた。 関係機関からの情報提供を行う。 Ｂ

59 子育て専門員の確保，配置

地域福祉課
こども課
（こども担当）
児童センター

身近なところに子育ての専門的な知識を持っ
た指導者を配置し，安心して子育てができる
まちづくりをめざす。

実施 充実

充実
（子育て指
導者の増

員）

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

民生委員・児童委員定数２名増（地域福祉課）
子育てセンターを福祉センターへ移転させ事業拡大を
行ったため，アドバイザー１名の増員を行なった。(こ
ども課こども担当）
子育てフリー相談(火・金午前中)の実施
保育士１名で対応（児童ｾﾝﾀｰ）

子育てセンター事業を拡大し，支援の充実
を図った。(こども課こども担当）
定数確保の向けて２名増員した。　（地域
福祉課）
継続して実施（児童ｾﾝﾀｰ）

事業拡大にともない，アシスタントの出
務時間の拡大を行なう。(こども課こども
担当）
さらに定数（１１６名）まで増員し，充
実させる。（地域福祉課）
継続して取り組む。（児童ｾﾝﾀｰ）

Ａ

（２）子育て支援のネットワークづくり

①地域での子育て意識づくり

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

61
子育て支援ボランティアの
育成

こども課
（こども担当）

子育て支援をするためのサポーターの育成や
受け入れを社会福祉協議会と協働により行
う。

実施 継続 継続
事業No76
，No77で
一括計上

事業No76
，No77で
一括計上

行事等で，ボランティアを受け入れる一方，支援者研
修会を実施

ボランティア受入れについて，中，高，大
学校へのＰＲを強化した。
支援者研修会費用は地域子育て創生事業
（県補助）を活用（22年度新規実施）

ボランティアの育成を継続して実施
ボランティア受入れのＰＲに中，高，大
学への学校訪問を実施

Ａ

2
ファミリー・サポート・セ
ンター事業
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が
会員となって一時的，臨時的に有償で子ども
を自宅で預かる相互援助活動組織で，依頼会
員はおおむね小学校６年生までの子どもを持
つ保護者とする。

実施
（１か所／
病後児預か
りの試行実

施）

継続
（１か所）

充実
（１か所／
病後児預か
りの本格実

施）

7,282 7,495

登録制による，臨時的に有償で子どもを自宅で預かる
相互援助活動組織
23.3.31現在（依頼会員871人，協力会員217人，両方会
員88人，計1,176人　）
活動回数：H21→4,698回･H22→4,475回
利用料：月～金曜の7～19時→1時間800円
土･日･祝･上記以外の時間→1時間900円

福祉センターに移転し環境の整備を図っ
た。
アドバイザーの勤務時間を
週26時間→29時間へ拡大し
コーディネート等事務の体制の充実に努め
た。

周知を図り引続き協力会員の増加に努め
る。
今後，目標達成に向けて取り組む。

Ｂ

29
子育て井戸端会議
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

子育ての悩みを気軽に話し合う場を提供す
る。

実施＊
（年７回）

継続
（年８回）

継続
事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

子育て自主活動グループを中心に子育て井戸端会議を
実施（2回）
「なかよしひろば」でのトイレトレーニング相談を利
用して井戸端会議を実施（6回）

機会あるごとに子育てについて話し合える
場所づくりを提供した。

フラットなフリートークの場づくりの提
供を心がけ，継続して実施

Ｂ

62
保育所における地域との世
代間交流

こども課
（保育所担当）

運動会や秋祭りの行事等を通じて，中高生，
お年寄り，施設の方々と保育所児の交流を図
る。

実施 継続 継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上

運動会や秋祭りの行事等を通じて，中高生，お年寄
り，施設の方々と保育所児の交流を図る。

様々な行事を通じて中高生，お年寄り，施
設の方々と保育所児の交流を深めていく。

地域の幼稚園との交流や様々な行事を通
じて中高生，お年寄り，施設の方々と保
育所児の交流を図る。

Ｂ

63 地域あいさつ運動の推進

防災安全課
学校教育課
青少年愛護セン
ター

地域での子育て支援，見守り活動として，ま
ちづくり防犯グループ等の地域住民による子
育て家庭や子どもへの声掛け，あいさつ運動
を促進する。

実施 継続 継続 － －

まちづくり防犯グループと，学校園・愛護委員・防犯
協会等との交流・情報交換を図る「防犯ネットワーク
交流会」の開催等の機会も踏まえ，防犯活動を含めた
見回りの中での「あいさつ」の重要性を再認識し，実
践した。（防災安全課）
愛護委員，ＰＴＡ，各自治会，教育関係者などが防犯
活動を含めて見回りを強化し，あいさつ運動を行っ
た。(学校教育課)
継続して実施した。（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）

継続して実施することの意義を共通認識す
るため，くり返しの啓発に努めた。（防災
安全課）
継続して，実施。警察ＯＢのｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰ
ﾀﾞｰを配置し，小学校区を中心とした見守
り活動の充実に努めた。(学校教育課)
継続して実施した。（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）

各地域で特色を持たせた活動を推進（防
災安全課）
より多くの目で子どもたちを見守ってい
けるように，関係機関の連携を深め，地
域住民による子育て家庭や子どもへの声
掛け，あいさつ運動を促進する。(学校教
育課)
継続して実施する。（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）

Ｂ

充実 充実60 市民の子育て意識の高揚

地域福祉課
こども課
健康課
児童センター
学校教育課
スポーツ・青少年
課
生涯学習課
青少年愛護セン
ター

継続して実施（健康課）・（地域福祉
課）・(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）・（青少年愛
護ｾﾝﾀｰ）・(学校教育課)（児童ｾﾝﾀｰ）

様々な機会を活用して23年度も継続して
実施(こども課こども担当）

引き続き安心こども基金を活用し地域の
親子の参加を呼びかけていく。さらに園
庭開放などの遊具を充実させ子育てが楽
しめる環境づくりに努める。(こども課

（保育所担当）)
22年度実績を維持し，継続する。（生涯

学習）

Ａ
事業No76
，No77で
一括計上

事業No76
，No77で
一括計上

社会を明るくする運動で「子どもの気持ちと親の悩
み」ー子どもを正しく導く前提を考えるーをテーマに
講演を実施（地域福祉課）
子育て講演会年間12回（子育てセンター）開催
子育て支援センター主催で子育て支援者研修会を年間
６回実施
「第4回こどもフェスティバル」は親子で約1,000人が
参加
児童虐待防止のキャンペーンを民生児童委員とともに
実施
NPO法人「さんぴぃす」と共催して児童虐待フォーラム
を実施(こども課こども担当）
「第4回こどもフェスティバル」を実施。(こども課
（保育所担当）)
保健センターで実施する健診等，あらゆる事業を通じ
て市民に対する広報・啓発に取り組んだ。（健康課）
子育て講演会，学習会を実施する中で子どもの人権及
び保育，教育を考える機会を実施（児童ｾﾝﾀｰ）
各幼稚園において地域の未就園児との交流会や地域の
方に参加していただく園行事の実施，なかよしフェス
ティバルの実施等を通して幼稚園教育について知る機
会をもった。(学校教育課)
体育協会に委託してスポーツを通じた活動などを行っ
た。(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）
家庭教育手帳を乳幼児には保健センター検診時に，幼
稚園，保育所，1年生，5年生の児童の保護者を対象に4
月に配布した。（生涯学習）
中学校区健全育成推進会議，愛護委員の合同で研修会
の実施（２月２５日）
各中学校区で実施した役員会
平成21年度→1回　平成22年度→延べ4回
各中学校区で開催した事業
平成21年度→2回　平成22年度→延べ4回
（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）

青少年の非行防止，罪を犯した子どもたち
の更生への理解を深められるよう，社会を
明るくする運動などの講演を通じて啓発を
進めた。（地域福祉課）
様々な機会を活用し，市民との協働を意識
して，子育て支援の啓発を図った。子育て
支援者研修会，児童虐待防止のキャンペー
ン・啓発に伴う費用は地域子育て創生事業
（県補助）を活用（22年度新規実施）(こ
ども課こども担当）(こども課こども担
当）
安心こども基金を使い，広く地域の親子に
参加を呼びかけ親子ふれあい運動遊び等を
保育所で事業を展開し市民の子育ての楽し
さを親子で体験する。(こども課（保育所
担当）)
21年度実績を維持し，継続した。（生涯学
習）
継続して実施(健康課）・（児童ｾﾝﾀｰ）・
(学校教育課)(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）・（青少
年愛護ｾﾝﾀｰ）

子どもの大切さや社会全体での子育て支援の
取り組みの重要性等について，市民一人ひと
りの理解や認識が深められるよう，あらゆる
機会を通じて市民に対する広報，啓発を進め
る。

実施

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 7



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

64
幼稚園における地域との世
代間交流

学校教育課
七夕・運動会・秋祭り等の行事を通じて，中
高生，お年寄り，施設の方々と幼稚園児の交
流を図る。

実施 継続 継続 － －
老人施設の訪問，地域の高齢者の方を七夕，運動会，
音楽会等の行事に招待した。

継続して実施 継続して実施 Ｂ

65
留守家庭児童会での地域と
の交流

スポーツ・青少年
課

日常的な活動や行事等を通じて，地域住民と
の積極的な交流を図る。

実施 継続 継続 － －

留守家庭児童会が校外指導で呉川足湯温泉で近隣交流
を実施し，浜風小(らいおん)は，浜風の家での交流施
設見学を実施し，他の学級では，図書館・美術博物
館・上宮川文化センター等公共施設で一般来場者との
交流を実施した。

地域交流の場として，地域の自然や施設等
を積極的に活用していくよう努め，全学級
実施を目指した。

継続して実施 Ｂ

66
コミュニティ・スクールへ
の支援

生涯学習課
学校等において地域住民がスポーツ，文化，
レクリエーション等を通じてコミュニティを
深める活動に対して，支援する。

実施
（９コミス

ク）

継続
（９コミス

ク）
継続 2,950 2,843

補助金：
年額270千円／１コミスク
年額118千円／協議会
その他経費（保険料，施設補修費等）

21年度実績を維持し，継続した。 22年度実績を維持し，継続する。 Ｂ

67 あしや市民活動センター 市民参画課
市民団体の協働の拠点として，子育て支援そ
の他市民団体の活動に関する情報交換・団体
間の交流・ネットワーク化を支援する。

実施
（登録２６
０団体）

継続
（登録２５
０団体）

充実
（登録数の

増加）
11,508 10,796

市民団体の協働の拠点として，子育て支援その他，市
民団体の活動に関する情報交換・団体間の交流・ネッ
トワーク化を支援する。
ティータイム交流会5回
市民活動セミナー2回

あしや市民活動センターを利用することに
よって，子育てに関連するＮＰＯ間の交流
と連携をネットワークを支援した。

広報等で周知活動を行い，継続して実施
する。

Ｂ

68
民生委員・児童委員，主任
児童委員との連絡会

地域福祉課
民生委員・児童委員，主任児童委員との連携
を図るために，連絡会議を行う。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 － －
主任児童委員連絡会を月１回開催し，家庭や児童の問
題について情報交換を実施

継続して実施 継続して実施 Ｂ

69
保護司会等関係団体との連
絡会

地域福祉課
保護司会関係団体との連携を図るために，連
絡会議を行う。

実施 継続 継続 － －
社会を明るくする運動を実施するため，関係団体（警
察・ＰＴＡ協議会・交通安全協会等）と連絡会を開催

「市民の集い」をはじめ，「ビデオ鑑賞
会」，「公開ケース研究会」を開催するな
ど，青少年がかかえている問題点を各立場
になって研究した。

継続して実施 Ｂ

70 芦屋市地域福祉推進協議会 地域福祉課
児童，高齢者，障がい者に関する地域での課
題解決のため，市全体の地域発信型ネット
ワークの充実を目指す。

実施 充実 継続 510 84

芦屋市地域発信型ネットワークの推進
①地域ケアシステム検討委員会設置
平成22年度設置　６回開催
②ミニ地域ケア会議
ケアマネジメント部会７回，ネットワーク部会４回
③小地域ブロック連絡会　１６回

高齢者支援・障がい者支援・こども支援・
権利擁護支援と連携を図った。

継続して実施 Ａ

71

障がい児が地域で育ち生活
していくための包括的な支
援体制づくり（育児支援等
療育事業担当者連絡会）

障害福祉課
健康課

「すくすく学級」からの進路先確保及び受け
入れ体制の整備を図り，保育所・幼稚園等へ
の円滑な入所・入園を実現するため，庁内関
係各課及び関係機関との連携・情報提供を行
う連絡会を開催する。また，保護者に対して
は保育所，幼稚園担当者が合同で入所・入園
に向けた説明会を実施する。

実施 継続

充実
（関係機関
との連携を
強化しス

ムーズな受
け入れ態勢
を整備）

－ －
１２月に連絡会を開催（健康福祉事務所，障害福祉
課，健康課，学校教育課，こども課で情報の共有と進
路に関する協議）

関係機関と連携を図り，保育所・幼稚園へ
の円滑な入所・入園を図った。

関係機関で必要な情報共有を図り，ス
ムーズな受け入れ態勢を確保する。

Ｂ

72 子育てグループの育成
こども課
（こども担当）

地域の親子が楽しく交流が図れるよう，自主
的な子育てグループの育成を支援する。

実施
（１４グ
ループ）

充実
（１４グ
ループ）

充実
事業No76で
一括計上

事業No76で

一括計上

グループ交流会・グループ訪問等を実施し，リーダー
の養成を図った。
グループの自主的な活動の支援（講演会講師料補助）
を実施した。
福祉センターへ移転後，プレイルーム，サブプレイ
ルームのグループへ貸し出しを実施し活動の活性化に
努めた。

自主活動グループ支援事業として，講演会
などの講師料の補助に地域子育て創生事業
（県補助）を活用

グループの主体性を尊重しながら，支援
を継続して実施

Ａ

73 要保護児童対策地域協議会
こども課
（こども担当）

児童虐待や非行など保護を要する児童や出産
前から児童の養育に支援が必要と思われる妊
婦などに関する諸問題について，関係機関が
連携して組織的に対応し，当該児童及び妊婦
の早期発見及び適切な保護を図る。

実施
（年５回）

充実
（５回，個
別ケース検
討会議４２

回）

継続
10

事業No77で
一括計上

4
事業No77で
一括計上

代表者会議１回・実務者会議３回・主催講演会１回開
催・個別ケース検討会議４２回

地域子育て創生事業（県補助）を活用し
て，横断幕，のぼり，グッズを製作し，児
童虐待防止のキャンペーンを３回実施

児童虐待防止月間に男女共同参画担当が
実施するＤＶ防止キャンペーンと児童虐
待防止キャンペーンを協働して行い，イ
ンパクトのあるより効果的な啓発につな
げる。

Ａ

②子育て支援のネットワークづくり

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 8



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

74
育児支援家庭訪問事業とこ
んにちは赤ちゃん事業の連
携

こども課
（こども担当）
健康課

こんにちは赤ちゃん事業で判明した支援の必
要な家庭に対し，育児支援家庭訪問事業が効
果的に実施されるように定期的に担当者によ
る連絡会を行い連携を図る。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 － －

保健センターと家庭児童相談室の定期的な連絡会を開
催し，保健センターの「こんにちは赤ちゃん事業」と
「育児支援家庭訪問事業」と連携して児童虐待等の早
期発見・防止に努めた。(こども課こども担当）
定期的な連絡会を５回実施
その他，緊急なケースについての連絡会を２～３回実
施（健康課）

支援者の情報交換によって，支援の必要な
家庭の発見に繋がった。(こども課こども
担当）
継続して実施（健康課）

意識して保健センターとの情報共有に努
め，連携強化を行なう。(こども課こども
担当）
継続して実施（健康課）

Ｂ

75
子育て支援活動のネット
ワーク（次世代育成支援対
策推進協議会）

こども課
（こども担当）

地域における次世代育成支援対策の実施，推
進に向けて，地域の子育て関係機関のネット
ワーク化を図る。

実施 継続 継続 213 98
後期行動計画の概要説明，意見交換
前期計画の総括について説明，意見交換

継続して実施 継続して実施 Ｂ

76 子育てセンター
こども課
（こども担当）

子育てアドバイザーが常駐し，乳幼児期の子
育ての不安や悩みの相談に応じたり，親子が
ふれあえる遊びや学習の場を提供するなど，
支援を行う。

実施
（１か所）

充実
（１か所）

充実
（環境整

備・
事業拡大）

20,246 16,738

平成22年7月より福祉センター内の子育て支援センター
「チャイルド・プラネット芦屋」に移転し，家庭児童
相談室，ファミリー・サポート・センター及び保健セ
ンターとの連携が容易になり，さらに相談機能を充実
させることができた。

福祉センター内へ移転させ，プレイルーム
を約５倍の広さに，授乳室や子ども用トイ
レを設置するなど，設備の充実を図り，事
業拡大を行なった。

つどいのひろばを１箇所増設し，事業拡
大を図る。

Ａ

77 子育て支援センター
こども課
（こども担当）

（仮称）福祉センターに子育て支援センター
を開設し，子育てセンター，家庭児童相談
室，ファミリー・サポート・センター等を１
か所にまとめ，更に学齢期の居場所事業を行
い，子育て支援の拠点とする。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

3,757 3,258

福祉センターに子育て支援センターを開設し，子育て
センター，家庭児童相談室，ファミリー・サポート・
センター等を１か所にまとめて相談機能を充実させ，
更に学齢期の居場所事業を行い，子育て支援の拠点と
した。

これまで無かった，学齢期への居場所づく
り事業として場の提供を開始した。
(22年度新規事業)

継続して実施
学齢期事業は，ソフト面の実施も図って
いく。

Ａ

78
子育て情報発信拠点の充
実，拡大

こども課
（こども担当）

身近なところで子育ての情報が入手できるよ
う，行政関連施設だけでなく，市内のあらゆ
る公共施設にパンフレット等を配置するな
ど，情報発信拠点の充実，拡大を図る。

実施 充実
充実

（拠点整
備）

－ －

福祉センターに子育て支援センターを開設し，子育て
支援の拠点として，情報収集・発信が充実できた。
公共施設にパンフレット等の補充を定期的に行なっ
た。

拠点整備により，情報収集の拡大につなが
り，充実した情報の発信が可能となった。

子育て支援の拠点とするセンターの存在
のＰＲを行い，周知及び情報の収集を図
り，子育て支援の充実した情報の発信が
できるよう努める。

Ａ

79
市民・団体等の主体的な子
育て支援事業の把握

こども課
（こども担当）

市民・団体等の主体的な子育て支援事業の取
り組みを掌握し次世代後期計画の評価に反映
させる。

未実施 実施
実施

（２３年
度）

－ － 別途記載 ― 別途記載 Ａ

80
ＮＰＯ及び市民・団体等と
の協働による子育て支援の
把握

こども課
（こども担当）

行政とＮＰＯ及び市民・団体等との協働によ
る子育て支援事業の取り組みを掌握し次世代
後期計画の評価に反映させる。

未実施 実施
実施

（２３年
度）

事業
No46,77で
一括計上

事業
No46,77で
一括計上

別途記載 ― 別途記載 Ａ

81 生徒指導連絡協議会 学校教育課
青少年の問題行動の広域化，集団化に対応す
るため，生徒指導主事による意見交換，情報
交換等を行う。

実施
（年１１

回）

継続
（年１１

回）
継続 － －

小・中学校の生徒指導担当教員及び芦屋市青少年愛護
センター等関係機関が月１回の情報交換を行い，今後
の取組等について協議した。

学校と関係機関が情報を共有して，生徒指
導に活かせるよう，ていねいに情報交換を
行った。

小中連携を意識し，中学校区ごとの小中
合同の情報交換会を生徒指導担当者会で
持ち，９年間を見据えた生徒指導が行え
るようにする。

Ｂ

82
打出教育文化センターの周
知

打出教育文化セン
ター

打文ニュースを発行することで各学校と連携
し,相談事業の充実を図る。

実施＊
（年５回）

継続 継続 － － 年間５回の打文ニュースを発行した。
教育情報ネットワーク上で，常時見ること
ができるようにした。

学校でより役立つ情報を発信し，学校園
との連携を密にする。

Ｂ

83
中学校区青少年健全育成推
進会議

青少年愛護セン
ター

地域ぐるみで児童生徒の健全育成を図るため
に，意見交換，情報交換，研修会等を行う。

実施 継続
充実

（実施方
法）

120 102
中学校区健全育成推進会議，愛護委員の合同で研修会
の実施（1回）

各中学校区で，イベント，研修会，講演会
等を実施するように働きかけた。

各中学校区で，イベント，研修会，講演
会等を実施するよう，更に働きかける。

Ｂ

84
青少年育成愛護委員会及び
協会の活動

青少年愛護セン
ター

青少年の健全育成のために，地域における相
談，見回り，環境浄化等，様々な活動を行
う。

実施 継続 継続 － －

委員会総会，協会総会を各１回，委員会の役員会(班長
会)・班集会及び協会の理事会を毎月１回開催
朝のあいさつ運動，児童下校時の見守り活動・昼間の
通学路の安全点検，公園遊具の点検，清掃活動などを
兼ねたパトロール，夜間のパトロールを実施
平成２２年度からあいさつ運動に，市立幼稚園（随
時）を加えることができた。
平成21年度146名　平成22年度173名

街頭巡視活動の中で随時実施した。 継続して実施する。 Ａ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 9



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

85
就労のための資格取得の援
助

こども課
（こども担当）

母子家庭等の就業支援として，資格取得，能
力開発のための支援，援助を行う。

実施 継続 継続 10,056 8,589

母子家庭を対象に下記の事業を実施
①教育訓練給付金事業：３人
②高等技能訓練促進費事業：５人
②についてニーズにより必要に応じて対象訓練とでき
るよう制度改正を行った。

児童扶養手当の申請時，現況届出時等を利
用して，制度の周知を行った。

児童扶養手当の申請時，現況届出時等を
利用して，更なる制度の周知を行う。

Ａ

86
母子自立支援プログラム策
定事業

こども課
（こども担当）

母子家庭の母に対し自立のための就労支援と
してハローワークと連携し情報提供等を行
う。

実施 継続 継続
事業No13で
一括計上

事業No13で
一括計上

母子自立支援プログラム参加者
H21→10人
H22→20人

児童扶養手当の申請時，現況届出時等を利
用して，制度の周知を行った。

児童扶養手当の申請時，現況届出時等を
利用して，更なる制度の周知を行う。

Ａ

87 芦屋市白菊会活動への支援
こども課
（こども担当）

母子，寡婦家庭の交流，親睦を深めるため
に，活動の支援を行う。

実施 継続 継続 30 30 母子寡婦福祉団体の活動活性化のため支援を行った。
バスツアーの22年度の内容は人気があり受
付開始後，数日で予約が埋まった。

事業内容への情報提供などを行い，積極
的に支援する。

Ｂ

13
母子・父子家庭相談
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

母子自立支援員が母子家庭，寡婦及び父子家
庭の生活全般の相談に応じる。また，法律問
題（離婚，相談等）に関する相談は専門家
（弁護士）につなぐ。

実施 継続 継続 3,222 3,285
母子自立支援員１人
相談件数：H22→809件

自立支援プログラム策定や法律相談など同
行訪問に尽力し支援した。今後も研修等に
より相談対応力の向上に努める。

研修等により相談対応力の向上に努め
る。

Ｂ

★

88 母子家庭等医療費助成 保険医療助成課

ひとり親家庭や両親のいない家庭の児童が健
康保険を使って医療機関に掛かったとき，窓
口で支払う一部負担金を公費（県・市）で助
成する。

実施 継続 継続 39,061 37,115

外来
一般：1日600円を限度に月2回（1200円まで）
低所得：1日400円を限度に月2回（800円まで）
入院
一般：1ヶ月2,400円が限度
低所得：1ヶ月1,600円が限度
対象者1,453人

助成事業の周知に努めた。
助成事業を周知し，対象者に公費助成を
行なう。

Ｂ

89 生活保護費　母子加算 生活援護課
ひとり親世帯やこれに準ずる世帯で１８歳未
満等の児童のいる世帯に母子加算を支給す
る。

実施 継続 継続 9,743 9,431
児童1人（13世帯）×＠23,260円×12月
児童2人（12世帯）×＠25,100円×12月
児童3人（7世帯）×＠26,040円×12月

支給漏れのないよう事務を行った。
引き続き支給漏れのないように事務を行
う。

Ｂ

90 ホームヘルプサービス
こども課
（こども担当）

身体や精神上の障がいにより生活支援を必要
とする母子，父子家庭に対し，家事援助等を
行う。

実施 継続 継続 101 0
母子父子家庭への養育困難家庭へ家事援助を行う。
H22→該当者なし

継続して実施 継続して実施 Ｂ

91 母子，父子家庭年末の集い
こども課
（こども担当）

母子家庭，父子家庭の親子の交流，親睦を深
める機会を提供する。

実施＊
（年１回）

継続
（年１回）

継続 96 40

平成22年７月にオープンした福祉センターで実施
参加人数：
平成20年度→47人
平成21年度→インフルエンザのため中止
平成22年度→27人

年々参加者が減少するため，事業が行いや
すく，調理室等が充実している福祉セン
ターへ場所を移して行った。後も開催案内
等周知を図り,継続して実施していく。

これまでの内容を検討の上，新しい企画
を提供し，母子家庭，父子家庭の親子の
親睦を図る。

Ｃ

92 児童扶養手当
こども課
（こども担当）

父母の離婚等で父のいない児童や両親のいな
い児童等，父と生計を共にしていない児童
（１８歳に達した 初の３月末までの児童，
障がいのある場合は２０歳）を養育している
方に支給する。

実施 充実

充実
（対象を父
子家庭へも
拡大及び５
年経過の条
件を解除）

237,083 237,837
児童扶養手当受給者
H21→521人
H22→548人

対象が父子家庭へも拡大されたため迅速に
対応し，対象者へ支給もれがないよう推進
した。

平成２３年４月より障害年金の子の加算
の範囲が拡大されるため，受給者に対す
る法改正の内容及び自立に向けた支援の
活用等の周知を図る。

Ａ

93
母子（寡婦）福祉資金の貸
付

こども課
（こども担当）

母子家庭（寡婦）の経済的自立の助成と生活
意欲の助長を図り，併せて扶養している児童
の福祉を増進するため，修学資金，事業開始
資金，技能習得資金等１３種類の貸付を行
う。

実施 継続 継続 － －

県の事業で市が窓口となり従来より実施
就学支度資金
H21→3件，H22→1件
修学資金
H21→3件，H22→0件

高校生への授業料無償化により実質の借入
は減少

継続して実施 Ｂ

94
ファミリー・サポート・セ
ンター料金の助成

こども課
（こども担当）

ファミリー・サポート・センター料金をひと
り親家庭をはじめ，低額所得家庭へ助成を行
う。

未実施 未実施
実施

（２３年
度）

－ －
実施に向けて，近隣市へ情報収集のため，調査等を行
なった。

23年度実施に向け，予算化を図った。 制度実施に向けて事務を推進する。 Ｃ

95
母子世帯の公的住宅への優
先入居

住宅課
１８歳未満児を養育する母子世帯が，良好な
住環境を確保できるよう，公的住宅への入居
に対し，困窮度判定で配慮する。

実施 継続 継続 － － 困窮度判定で母子世帯の加点を実施 継続して実施 継続して実施 Ｂ

（３）ひとり親家庭の自立支援の推進

①自立支援に向けた相談等

②生活支援（重点）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 10



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

★

96 乳幼児等医療費助成 保険医療助成課
小学校第３学年終了前児童が健康保険を使っ
て医療機関に掛かったとき，窓口で支払う一
部負担金を公費（県・市）で助成する。

実施 継続 継続 133,721 120,725

０歳から小学３年生が対象
０歳から３歳（誕生月の末日）：入院外来とも無料
３歳（誕生月の翌月）から小学３年まで
外来
一般：１日800円　低所得：１日600円
入院
一般：1ヶ月3,200円　低所得：１ヶ月2,400円が限度
対象者5,690人

助成事業の周知に努めた。 平成２３年７月から制度拡大して実施 Ｂ

97 障害者医療費助成 保険医療助成課

障がい程度１級から３級までの身体障がい者
児，障がい程度が重度又は中度の知的障がい
者児，障がい程度が１級の精神障がい者児が
健康保険を使って医療機関に掛かったとき，
窓口で支払う一部負担金を公費（県・市）で
助成する。

実施 継続 継続 140,473 128,386

外来
一般：1日600円を限度に月回（1200円まで）
低所得：1日400円を限度に月2回（800円まで）
入院
一般：1ヶ月2,400円が限度
低所得：1ヶ月1,600円が限度
対象者849人

助成事業の周知に努めた。
助成事業を周知し，対象者に公費助成を
行なう。

Ｂ

98 こども医療費助成制度 保険医療助成課

心身・体力等で節目となる前青年期から思春
期にいたる１０～１５歳を対象に子育て世代
が安心して子育てできるよう、精神的・経済
的負担の大きい入院医療費の一部を支援す
る。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

1,557 237

小学４年から中学３年が対象
入院費について，自己負担額の３分の１を申請・償還
払いにより助成。所得制限あり。
対象者12人

新規事業であり助成事業の周知を重点的に
行なった。

平成２３年７月から制度拡大して実施
入院分自己負担額を申請により全額助成
（所得制限あり）
23年度も引き続き22年度と同様同額を支
給する。

Ａ

99 出産育児一時金 保険医療助成課
国民健康保険に加入している人が出産（妊娠
４か月以上の死産，流産を含む）をしたとき
に手当を支給する。

実施
（４２万円
または３９

万円）

継続 継続 58,800 38,066

産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合42万
円，加入していない医療機関で出産した場合39万円を
支給
対象者91人

事業の周知に努めた。
事業を周知し，対象者に一時金を支給す
る。

Ｂ

88
母子家庭等医療費助成
＜再掲＞

保険医療助成課

ひとり親家庭や両親のいない家庭の児童が健
康保険を使って医療機関に掛かったとき，窓
口で支払う一部負担金を公費（県・市）で助
成する。

実施 継続 継続 39,061 37,115

外来
一般：1日600円を限度に月2回（1200円まで）
低所得：1日400円を限度に月2回（800円まで）
入院
一般：1ヶ月2,400円が限度
低所得：1ヶ月1,600円が限度
対象者1,453人

助成事業の周知に努めた。
助成事業を周知し，対象者に公費助成を
行なう。

Ｂ

89
生活保護費　母子加算
＜再掲＞

生活援護課
ひとり親世帯やこれに準ずる世帯で１８歳未
満等の児童のいる世帯に母子加算を支給す
る。

実施 継続 継続 9,743 9,431
児童1人（13世帯）×＠23,260円×12月
児童2人（12世帯）×＠25,100円×12月
児童3人（7世帯）×＠26,040円×12月

支給漏れのないよう事務を行った。
引き続き支給漏れのないように事務を行
う。

Ｂ

100 障害児福祉手当 障害福祉課
重度障がいのため，日常生活において常時特
別の介護を必要とする２０歳未満の人で，施
設等に入所していない児童に支給する。

実施 継続 継続 6,040 5,652
支給額：月額１４,３８０円
支給月：２・５・８・１１月に支給
対象者：平成２２年度３４人

手当を支給することにより，児童の福祉向
上を図った。

継続して実施 Ｂ

101 重度心身障害児介護手当 障害福祉課
居宅で６か月以上寝たきりの状態にある重度
の在宅心身障がい児を介護している人に対し
て，介護手当を支給する。

実施 継続 継続 100 117

対　象：非課税世帯
支給額：年額１０万円
支給月：２月
対象者：平成２２年度２人

手当を支給することにより，介護者の負担
軽減を図った。

継続して実施 Ｂ

102 特別児童扶養手当 障害福祉課
心身に障がいのある２０歳未満で施設に入所
していない児童を介護している親，または養
育者に手当を支給する。（所得制限有り）

実施 継続 継続 － －

支給額：（重度）月額５０,７５０円
　　　　（中度）月額３３,８００円
支給月：４・８・１１月に４か月分を支給
対象者：平成２２年度９６人

県が手当を支給する制度であり，市は申請
等を受け付けて県に進達を行った。

継続して実施 Ｂ

103
福祉施設等通園(通学)費扶
助

障害福祉課
市外の福祉施設等に通園（通学）する児童，
「すくすく学級」に通所する乳幼児等に通園
（通学）費を支給する。

実施 継続 継続 510 133
すくすく学級：日額６００円以内
市外福祉施設：日額２,５００円以内

通所費用を助成することにより，家庭の負
担軽減を図った。

継続して実施 Ｂ

（４）子育て家庭への経済的支援

①養育費，教育費への支援（重点）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 11



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

104 こども手当
こども課
（こども担当）

児童手当に替えて，中学３年生まで対象を拡
大し，手当を支給する。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

1,842,846 1,739,538
22年4月から子ども手当が創設された。対象は中学校修
了前まで。所得制限なし。1人1ヶ月13,000円

支給もれを防止するため該当要件の方全員
に請求の用紙を送付した。

23年度前期はつなぎ法案として原則はこ
のまま。23年度後期は金額等，今後の法
改正等がなされた場合にも迅速に対応し,
受給対象者への周知を図り継続して実施
していく。

Ａ

105 交通遺児就学激励金
こども課
（こども担当）

交通事故により保護者を失った交通遺児に対
し，就学激励金を支給する。

実施 継続 継続 240 120
該当者
高校生：1名

継続して実施 制度の周知を図り，継続して実施 Ｂ

106
児童福祉施設入所児童補助
金交付

こども課
（こども担当）

児童福祉施設に入所している児童の扶養義務
者に対して，負担する費用の半額を助成す
る。

実施 継続 継続 834 369
該当者
児童福祉施設入所児童補助金：4人
障害児施設入所等費用助成金：0人

継続して実施 制度の周知を図り，継続して実施 Ｂ

92
児童扶養手当
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

父母の離婚等で父のいない児童や両親のいな
い児童等，父と生計を共にしていない児童
（１８歳に達した 初の３月末までの児童，
障がいのある場合は２０歳）を養育している
方に支給する。

実施 充実

充実
（対象を父
子家庭へも
拡大及び５
年経過の条
件を解除）

237,083 237,837
児童扶養手当受給者
H21→521人
H22→548人

対象が父子家庭へも拡大されたため迅速に
対応し，対象者へ支給もれがないよう推進
した。

平成２３年４月より障害年金の子の加算
の範囲が拡大されるため，受給者に対す
る法改正の内容及び自立に向けた支援の
活用等の周知を図る。

Ａ

93
母子（寡婦）福祉資金の貸
付
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

母子家庭（寡婦）の経済的自立の助成と生活
意欲の助長を図り，併せて扶養している児童
の福祉を増進するため，修学資金，事業開始
資金，技能習得資金等１３種類の貸付を行
う。

実施 継続 継続 － －

県の事業で市が窓口となり従来より実施
就学支度資金
H21→3件，H22→1件
修学資金
H21→3件，H22→0件

高校生への授業料無償化により実質の借入
は減少

継続して実施 Ｂ

94
ファミリー・サポート・セ
ンター料金の助成
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

ファミリー・サポート・センター料金をひと
り親家庭をはじめ，低額所得家庭へ助成を行
う。

未実施 未実施
実施

（２３年
度）

－ －
実施に向けて，近隣市へ情報収集のため，調査等を行
なった。

23年度実施に向け，予算化を図った。 制度実施に向けて事務を推進する。 Ｃ

107 第２子以降の保育料の軽減
こども課
（保育所担当）

保育所へ同時に２人以上入所した場合，第２
子の保育料を半額にし，第３子以降を無料に
する。

実施 継続 継続 － －

第２子保育料（半額）
　延べ１,８２９人
第３子以降保育料（無料）
　延べ１４９人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

108
ひょうご多子世帯保育料軽
減事業補助金

こども課
（保育所担当）
教育委員会管理課

同一世帯で１８歳未満の児童が３人以上お
り，かつ，３番目以降の児童が公立幼稚園・
認可保育所に通っている世帯に対して，保育
料の一部を助成する(所得制限あり)。

実施 継続 継続

保育所関係
事業No212
で一括計上
（900）

108（管理
課）

保育所関係
事業No212
で一括計上
（351）

153（管理
課）

１１世帯（児童１１人）(こども課（保育所担当）)
県事業「ひょうご多子世帯保育料軽減事業」（同一世
帯で18歳未満の児童が3人以上おり，かつ，3番目以降
の児童が公立幼稚園に通っている世帯に対して，保育
料の一部を助成する(所得制限あり)）を実施：1人月額
3000円
対象人数：平成21年度1人　平成22年度5人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

109 幼稚園保育料の減額，免除 教育委員会管理課
一定の所得以下の世帯に公立幼稚園保育料の
減額，免除を行う。

実施 継続 継続 － －

保育料（年額）114,000円
（免除）生活保護・市民税の所得割非課税世帯
（1／2減額）市民税所得割課税額16,000円以下の世帯
対象人数：
平成21年度　免除20人，減額9人
平成22年度　免除27人，減額10人

継続して実施した。 継続する。 Ｂ

110 私立幼稚園就園奨励費補助 教育委員会管理課
一定の所得以下の世帯に私立幼稚園保育料の
助成を行う。

実施 継続 継続 15,143 14,765

市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯
年額：第１子43,600円～第３子299,000円
(21年度：第1子62,200円～第3子294,000円)
対象人数：
平成21年度　148人
平成22年度　159人

継続して実施した。 継続する。 Ｂ

111 就学奨励費支給 教育委員会管理課
市立小・中学校に在学する児童，生徒の保護
者に学用品費，給食費，校外活動費，修学旅
行費等を援助する。

実施 継続 継続 20,378 19,129

世帯の総所得金額により就学奨励費を支給
対象人数：
平成21年度　小学校432人，中学校207人
平成22年度　小学校439人，中学校226人

継続して実施した。 継続する。 Ｂ

112 奨学金 教育委員会管理課
保護者の所得が一定基準以下で高等学校等に
在学する生徒に対し，奨学金を援助する｡

実施 継続 継続 13,380 11,397

月額：公立高校５千円，私立高校７千円
対象人数：
平成21年度　168人
平成22年度　171人

継続して実施した。 継続する。 Ｂ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 12



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

113 朝鮮人学校就学援助費 教育委員会管理課
初級部，中等部に在籍する児童，生徒の保護
者に対して学用品費，新入学学用品費及び修
学旅行費を援助する。（所得制限あり）

実施 継続 継続 116 103

初級部，中等部に在籍する児童，生徒の保護者に対し
て学用品費，新入学学用品費，および修学旅行費を援
助する。
対象人数：
平成21年度　0人
平成22年度　初級部3人，中級部1人

継続して実施した。
継続する。
平成23年度より所得制限廃止。名称が朝
鮮人学校就学補助金へ変更。

Ａ

114
留守家庭児童会育成料の減
額，免除

スポーツ・青少年
課

一定の所得以下の世帯に，留守家庭児童会育
成料の減額，免除を行う。

実施 継続 継続 － －

生活保護世帯：免除
市民税所得割額に応じて1/4,1/2,3/4減額
市民税非課税(母子･父子家庭)の免除を継続した。
延人数３７３人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

115
家庭や子どもの大切さにつ
いての教育，啓発

こども課
（こども担当）
学校教育課

家庭や子どもの大切さについての理解を深め
るために，学校園における保育・授業やボラ
ンティア活動を通して幼い子どもとふれあう
機会を持ち，将来子育てに向き合う気持ちを
養う。

実施 継続 継続 － －

子育てセンター事業でのトライやるウィークやこども
フェスティバルで中学生の保育体験や他，大学生のボ
ランティアを受け入れ，直接，子どもとふれあって子
育ての意義や喜びを体験し，家庭や子どもの大切さに
ついて学ぶ機会を提供した。(こども課こども担当）
トライやる・ウィークでの中学生の保育体験や小学校
の行事に幼稚園児を招いたり，体験給食等で小学生が
幼児と交流する機会をもった。(学校教育課)

次代の親となる学齢期の保育体験・ボラン
ティア受入れについて，中，高，大学への
ＰＲを強化した。(こども課こども担当）
継続して実施(学校教育課)

継続して実施。中，高，大学への学校訪
問を実施(こども課こども担当）
幼稚園，小学校，中学校の連携が深まる
ように考えていく。(学校教育課)

Ｂ

116
次代の親の育成のための保
育体験

こども課
（こども担当）

子育てセンターで，夏休み等に次代の親とな
る中・高・大学生に保育体験の場を提供す
る。

未実施 実施
実施

（２３年
度）

－ －

子育てセンターの事業等で，トライやるウィークでの
中学生の保育体験や他，大学生のボランティアの受け
入れを随時実施
こどもフェスティバルにおいて，中，高，大学生のボ
ランティアの受け入れを実施

次代の親となる学齢期の保育体験・ボラン
ティア受入れについて，中，高，大学への
ＰＲを強化した。

保育体験を継続して実施
ボランティア受入れのＰＲに中，高，大
学への学校訪問を実施

Ａ

117
保育所，幼稚園，乳幼児健
診の場における中高生と乳
幼児のふれあい体験学習

こども課
（保育所担当）
健康課
学校教育課

中高生に子育ての喜びや楽しさを伝えるため
に，保育所，幼稚園，乳幼児健診の場におけ
る乳幼児とのふれあい体験学習を実施する。

実施 継続 継続 － －

公立・私立の保育所（園）でトライやるウィーク中学
生計８１名の生徒を受け入れた。トライやるウィーク
の中学生に加え，高校生の受け入れも実施している。
(こども課（保育所担当）)
２２年度は，保健センターの移転等でトライヤル
ウィークの受け入れは未実施（健康課）
幼稚園からトライやる・ウィークの中学生の受け入
れ，幼稚園から中学生のブラスバンド演奏の依頼，中
学校の体育大会を幼稚園児が見学（学校教育課）

継続して実施

継続して実施(こども課（保育所担
当）)・（健康課）
中学生と幼稚園児との交流からお互いに
学びがあり，内面の育ちにつながる取組
となるよう今後も継続する。(学校教育
課)

Ｂ

★

118
父親の子育てに対する積極
的参加の促進

市民参画課
こども課
健康課
学校教育課

父親が地域の行事や家庭での育児に参加でき
るような集会やイベントを企画し，あらゆる
機会を通じ積極的に父親の参加を促す。

実施 継続

充実
（父親の参
加できる行
事の増加）

－ －

さくらまつりを土曜日と日曜日に開催した。あしや市
民活動センターのティータイム交流会を土曜日に開催
し，父親の参加できる行事を行った。（市民参画課）
日ごろ就労により，参加しにくい父親や地域の保護者
にも呼びかけ，父親の子育て参加を促進するため，親
子触れ合い運動遊び等を計１０回開催した。(こども課
（保育所担当）)
「わくわく冒険ひろば」を継続して実施。消防車に加
えて，今回は，救急車も出動し，体験乗車や親子で協
力して消火活動を行い，親子で調理実習として，カー
トンドック作りを体験。(こども課こども担当）
毎月第３土曜日にプレ親教室（沐浴教室・パパママ教
室）を開催し，赤ちゃんのお風呂の入れ方，タッチケ
ア等による赤ちゃんとのふれあい体験を実施
延人数１７９人（健康課）
父親の子育て参加を促し，参加しやすいようにするた
め土・日・祝日に行事を設定した。
幼稚園年４回
小学校年４回
中学校年１回（１校のみ）
(学校教育課)

継続して土曜日の行事等を実施する。
さくらまつりの土曜日と日曜日に開催やあ
しや市民活動センターのティータイム交流
会の土曜日開催を広報あしやや，市及び活
動センターのホームページで広報し，父親
の参加できる行事の情報を発信した。（市
民参画課）
特に男性の育児参加を意識して参加を呼び
かけた。(こども課こども担当）
継続して実施(こども課（保育所担
当）)(学校教育課)（健康課）

継続して土曜日の行事等を実施する。
さくらまつりの土曜日と日曜日に開催や
あしや市民活動センターのティータイム
交流会の土曜日開催を広報あしやや，市
及びあしや活動センターのホームページ
で広報し，父親の参加できる行事の情報
を発信する。（市民参画課）
「わくわく冒険ひろば」を継続して実施
また，パパとキッズクッキングを行い，
子どもたちの料理を通しての主体的な活
動と日頃参加しにくい父親の子育て参加
を促す。(こども課こども担当）
継続して実施(こども課（保育所担当）)
（健康課）
父親が参加しやすい行事の日取りや内容
を今後も検討し，子育てをみんなでして
いく楽しさが味わえる機会をつくる。(学
校教育課)

Ｂ

基本目標３：豊かな心・健やかな体を育む環境づくり

（1）次代の親の育成

①子育てに関する学習やふれあいの機会

（２）家庭の教育力の向上

①親となるための学習機会や支援（重点）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 13



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

119
家族の絆を深める体験がで
きる場の提供

こども課
（こども担当）

家族全員で参加することで家庭の大切さを考
え家族の絆を深める事ができるイベント等を
実施する。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

土曜日の「なかよしひろば」でふれあい遊びを実施
（２回）

インストラクター講師料は，地域子育て創
生事業を活用
父親の参加しやすい土曜日に，幼稚園の園
庭で，身体を使って家族で一緒にふれあ遊
びを実施
(22年度新規事業)

人気事業であり，23年度も継続して実施 Ａ

28
プレイパーク事業（ふれあ
い冒険ひろば）
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

普段体験できないような野外での活動を通し
て親子で自由にのびのびと遊び，ふれあう中
で子育てへの意識の向上を図る。

実施
（年１回）

継続
（年１回）

継続
事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

親子で参加する「わくわく冒険広場」を６月に総合公
園で実施
（約100名参加）

特に男性の育児参加を意識して参加を呼び
かけた。
消防車に加えて，今回は，救急車も出動
し，体験乗車や親子で協力して消火活動を
行い，参加した親子は大喜びだった。
（救急車体験は22年度新規実施）

人気事業であり，23年度も継続して実施 Ａ

29
子育て井戸端会議
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

子育ての悩みを気軽に話し合う場を提供す
る。

実施＊
（年７回）

継続
（年８回）

継続
事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

子育て自主活動グループを中心に子育て井戸端会議を
実施（2回）
「なかよしひろば」でのトイレトレーニング相談を利
用して井戸端会議を実施（6回）

機会あるごとに子育てについて話し合える
場所づくりを提供した。

フラットなフリートークの場づくりの提
供を心がけ，継続して実施

Ｂ

30
子育て講演会の開催
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

「子育て講座」を開催する。
実施＊

（年１２
回）

継続
（年１２

回）
継続

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

（講演）子育て講演会：103名
（講座）小児救急医療講座：82名
おはなしの会：202名
　ほか参加延人数1,637名

子育てに関する講演会や講座を継続して実
施することで，子育てへの関心を高め，交
流の場を支援した。

親として学ぶ「親学」の場の提供を継続
して実施

Ｂ

72
子育てグループの育成
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

地域の親子が楽しく交流が図れるよう，自主
的な子育てグループの育成を支援する。

実施
（14グルー

プ）

充実
（14グルー

プ）
充実

事業No76で
一括計上

事業No76で

一括計上

グループ交流会・グループ訪問等を実施し，リーダー
の養成を図った。
グループの自主的な活動の支援（講演会講師料補助）
を実施した。
福祉センターへ移転後，プレイルーム，サブプレイ
ルームのグループへ貸し出しを実施し活動の活性化に
努めた。

自主活動グループ支援事業として，講演会
などの講師料の補助に地域子育て創生事業
（県補助）を活用

グループの主体性を尊重しながら，支援
を継続して実施

Ａ

32
プレおや教室
＜再掲＞

健康課

妊娠中期以降の妊婦を対象としたマタニ
ティークッキングは２回シリーズの講座で，
仲間づくりをめざしたグループワークと調理
実習，また，飲酒や喫煙が胎児に及ぼす影響
についての内容も含めて行う。パパママ教室
と沐浴教室は夫婦で育児を目的に土曜日に開
催する。

実施 継続 実施 851 391

マタニティークッキング，パパママ教室，沐浴教室
延人数４４５人
平成２２年度より，妊娠・分娩経過にかかわる知識を
高めることを目的とした事業をリニューアルし「Ｌ
et's・エンジョイ・マタニティ」「マタニティＧＯＯ
Ｄバランスクッキング」を開始した。（実施回数２４
回・延人数１５７人）

テーマを妊娠中の食生活，分娩について等
の項目を細かく分け，実施回数を増やし，
より受講できるよう努めた。

母子手帳発行時に食生活についてアン
ケートを実施し，教室への参加を呼びか
ける。

Ｂ

120 環境・食育講座 児童センター
就学前の親子を対象に身近な題材をテーマに
楽しく学習する。

実施＊
（年１回）

継続 継続 12 12
環境・食育講座を開催
２１年度　５５人
２２年度　８８人

チラシ等で開催日時のＰＲに努めた 継続して取り組む。 Ｂ

37
ミニ講演会の開催
＜再掲＞

児童センター
「子どもの人権」をテーマに，子育て，教育
等について講演会を行い，話し合いの場を提
供する。

実施
（年１回）

継続
(年１回）

継続 41 31
参加者のアンケートをもとに講演テーマを決めて実施
２１年度　７５人
２２年度　３４人

幼稚園の行事と重なったため参加減 参加人数拡大に向けて周知を徹底する。 Ｂ

38
子育てサポートブック（家
庭教育手帳）の配布
＜再掲＞

生涯学習課
健診と入学時等に家庭教育手帳（文部科学省
発行）を配布する。（パパ手帳に替わる物）

実施 継続 継続 1,575 1,380
地域子育て創生事業（県補助）により幼稚園，新１
年，新５年に対して４月に，子育てサポートブック
（家庭教育手帳）を配布

継続して実施 継続して実施 Ｂ

40
子育て学習会
＜再掲＞

公民館
幼稚園において「幼児教育講座」を開催す
る。

実施
（９幼稚

園）

継続
（９幼稚

園）
継続 180 200

出前講座として各幼稚園（９園）に出向いて実施
延人数５３７人

各幼稚園で希望する演題・講師に基づき，
引き続き実施する。

実施幼稚園だけでなく，他の幼稚園の保
護者も参加できるように改善する。

Ｂ

41
子育てに関する公民館講座
＜再掲＞

公民館 子育てについての講座を開催する。
実施＊

（年４回）
中止 継続 100 0

広報等を通じて募集したが応募者が集まらず中止し
た。

演題及び講師の選定に工夫をしたが，受講
者が集まらなかった。

抽象的な講義内容でなく，具体的な内容
に切り替え，受講者を集める。

Ｃ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 14
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（計画策定
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実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
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22年度実施状況において，26年度目標
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平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

42
教育問題講座及び講演会
＜再掲＞

公民館 教育に関する講座・講演会を開催する。
実施＊

（年４回）
充実

（年５回）
継続 133 156

親学講座：公民館主催，ＰＴＡ協議会共催
（定員40人×3回，受講料1,300円，受講人数延103人）
親学セミナー：公民館主催，ＰＴＡ協議会共催
①定員ＰＴＡ会員100人，一般20人，受講料会員無料，
一般400円，受講人数122人
②定員600人，受講料会員無料，一般400円，受講人数
311人
②についてはルナ・ホールで開催し，多くの参加者が
募れた。

これまで行っていなかったルナ・ホールで
も実施

継続して取り組む。 Ａ

8
民生委員・児童委員による
相談，指導
＜再掲＞

地域福祉課
各地区において地域住民の生活に関する相
談，支援や，ひとり親家庭，障がい者等の福
祉行政への協力を行う。

実施
（１１１

人）

充実
（１１３

人）
継続 9,790 9,532 民生委員・児童委員定数２名増 定数確保の向けて２名増員した。

さらに定数（１１６名）まで増員し，充
実させる。

Ａ

12
家庭児童相談
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

家庭児童相談員が家庭の養育についての悩み
や心配ごとの相談に応じる。また子どもの虐
待に関する相談・指導等適切な対応を行う。

実施 充実

継続
（（仮称）
福祉セン
ターに移

設）

10,276
事業No77で
一括計上

8,995
事業No77で
一括計上

平成22年7月，家庭児童相談室及び子育てセンター，
ファミリー・サポート・センターの執務場所を福祉セ
ンターに移設して，子育て支援センターとして包括
し，併設する保健センター他関係機関との連携強化・
相談機能の充実を図った。
こども課主催で子育て支援者研修会を年間６回実施
し，資質の向上に努めた。

専用の相談室を設置し，環境整備を図っ
た。
研修は，地域子育て創生事業（県補助）を
活用（22年度新規）

23年度も継続して研修を実施し，今後も
子どもや子育て家庭にかかわる様々な問
題に適切に対応できるように，相談員の
育成に努める。

Ａ

14

子育てセンターでの電話相
談（子育てホットライ
ン），来所相談
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

専門相談員が来所，電話による子育て相談を
実施する(夜間はＦＡＸ対応）。

実施 充実
充実

（環境整
備）

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

福祉センター内に移転後，つどいのひろばの時間延長
を行なったこと，専用の相談室の設置などの環境整備
を図ったことなどの理由により，利用者の増加に繋
がった。
H21→1,306件,H22→1,608件

平成22年7月，子育てセンターの執務場所
を福祉センターに移設し，専用の相談室，
授乳室や子ども用トイレなどを設置するな
ど，環境整備を行ない利用者の利便を図っ
た。

乳幼児の子育ての不安軽減のため，継続
して実施

Ａ

15
保育所での育児相談
＜再掲＞

こども課
（保育所担当）

電話による子育て全般に関する相談を実施す
る。

実施
（公立６保

育所）

継続
（公立６保

育所）
継続

事業No212
で

一括計上

事業No212
で

一括計上
従来より継続して実施（30件） 広報等で周知活動を行う。 広報等で周知活動を行う。 Ｂ

17
育児相談
＜再掲＞

健康課
乳児を対象に身体計測及び保健師と栄養士，
助産師による子どもの発達や育児についての
個別相談を行う。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 630 197
育児相談月1回実施（栄養士・助産師・保健師が対応）
延人数９８１人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

20
カウンセリングセンターの
電話，面接相談
＜再掲＞

学校教育課
保護者を対象に，不登校，無気力，非行，性
の問題等の子どもや親子関係等の悩みについ
て，電話，面接による相談を実施する。

実施
（電話：週

３日
10：00～
16：00

・面接：週
２日

12：30～
16：30）

継続 継続 3,250 3,236

芦屋市カウンセリングセンターに業務委託し，打出教
育文化センター内で実施
（電話相談）月・水・金の１０時～１６時
（面接相談）月・水の１２時３０分～１６時３０分
相談件数　H21→167件，H22→391件

市民・保護者等へのカウンセリングセン
ターの一層の周知を行うとともに，相談活
動の充実を図ることで，今年度は相談利用
件数が増加した。

カウンセリングセンターの周知を図ると
ともに，相談機能を充実させ，学校との
連携についても研究を進める。

Ｂ

21
特別支援教育センターの相
談
＜再掲＞

学校教育課
特別支援教育の対象となる幼児・児童・生徒
の保護者及び教員を対象とした教育相談や指
導助言等を実施する。

実施 充実
充実

（環境整
備）

6,213 5,726

平成22年7月から福祉センターへ移転し，相談に係る環
境整備を行った。
保護者・教員への相談・研修，子育て支援，教育的支
援，学校園への授業支援，実態把握のための発達検査
の実施，カンファレンス，アセスメントの実施等を
行った。

個別のニーズに応じた特別支援教育の充実
を図るため，子どもの実態と保護者の要望
を十分に把握して，指導体制の充実を図る
よう努力した。

特別支援教育の対象となる幼児・児童・
生徒の保護者および教員を対象とした教
育相談や指導助言等を実施する。

Ａ

22
教育相談
＜再掲＞

打出教育文化セン
ター

幼児・児童とその保護者を対象に，心のケ
ア，不登校，子どもの情緒不安，学習不安等
の相談を行う。必要に応じて専門相談員によ
る遊びを通した子どもの実態分析を実施して
いる。

実施
（月～金
9：00～
17：00

・専門：週
３日

13：30～
17：15）

継続 継続 2,139 2,138
子どもを対象に，心のケア，不登校，子どもの情緒不
安，学習不安等ののべ５８９回の相談を行う。必要に
応じて専門相談員による遊戯療法を実施する。

学校園への周知を図り，相談に対する照会
が増加した。

学校でより役立つ情報を発信し，学校園
との連携を密にする。

Ｂ

23
青少年愛護センターの相談
＜再掲＞

青少年愛護セン
ター

青少年の問題全般について，電話，来所及び
訪問による相談活動を実施する。

実施
（月～金
9：00～
17：30）

継続 継続 － －
幼児関係の相談について愛護センター職員１名増員し
対応した。

継続して実施した。 継続して実施する。 Ａ

②家庭の教育問題に対する相談

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 15
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121
保・幼の連携強化と積極的
交流

こども課
（保育所担当）
学校教育課

一貫した就学前保育，教育が行えるように，
保育所，幼稚園との連携や積極的な交流を図
る。

実施 継続 継続
事業No212
で一括計上

事業No212
で一括計上

近隣の幼稚園，保育所が交流（ゴルフ場遠足，行事の
参加等）(こども課（保育所担当）)
「保育所・幼稚園あり方検討委員会」（２回開催）(学
校教育課)

継続して実施(こども課（保育所担
当）)(学校教育課)

あり方検討委員会からの報告書に基づき
職員間交流を実施する。(こども課（保育
所担当）)
地域での幼稚園と保育所の交流の機会を
増やし，子ども同士，保育者同士のかか
わりを深める。また，研究会の交流もす
る。(学校教育課)

Ｂ

122 小学校との連携
こども課
（保育所担当）
学校教育課

保育所，幼稚園から小学校へのつながりが円
滑に行えるように，小学校との連携や積極的
な交流を図る。

実施 継続 充実 － －

保育所，幼稚園から小学校へのつながりが円滑に行え
るように，小学校との連携や積極的な交流を図った。
(こども課（保育所担当）)
入学前，入学後に連絡会開催・授業参観，体験給食な
どの行事等で実施(学校教育課)

入学前，入学後に連絡会開催・授業参観な
どの行事等で実施(こども課（保育所担
当）)
継続して実施(学校教育課)

継続して実施(こども課（保育所担当）)
幼稚園生活から小学校生活にスムーズに
移行できるように，教員や幼小間の子ど
も達の交流の機会を増やし，細やかな連
携をとる。(学校教育課)

Ｂ

123

幼稚園施設の有効活用（な
かよしひろば，子育てグ
ループへの活動の場の提
供）

教育委員会管理課
地域の子育て支援の拠点の一つとして，幼稚
園機能の有効活用を図り，地域における子育
て支援活動の充実を図る。

実施 継続 継続 － －
子育ての広場活動（なかよしひろば）のため，幼稚園
６園の園庭・遊戯室・プール等をお弁当のない日に提
供

継続して実施した 継続する。 Ｂ

124
幼稚園における食に関する
情報提供，指導

学校教育課
乳幼児期から正しい食習慣が身に付けられる
ように，幼稚園に通う幼児の保護者に対し，
食に関する情報提供や指導を行う。

実施 継続 継続 － －
野菜の栽培を通し収穫して食べる経験を通し食育につ
なげると共に，小学校栄養士による保護者への栄養指
導を実施した。（学校教育課）

継続して実施
野菜の栽培や料理体験等，体験を通した
食育を進め，家庭につなげることを考え
ていく。

Ｂ

125
幼稚園の食に関する指導者
の充実

学校教育課
保護者や幼児に対する食育教育を充実するた
め，栄養士会等の関係機関と連携を図る。

実施 継続 継続 － －

栄養教諭，学校栄養職員を中心に食育だよりの交流を
はじめ，積極的に情報交換し，食育の充実に取り組ん
だ。食育の一環として絵本や人形劇等により，他園の
教諭と情報交換を行った。（学校教育課）

継続して実施
食育担当者を含めた研修会を開催する。
（学校教育課）

Ｂ

126
幼稚園における配慮を要す
る幼児の受け入れ指導

学校教育課
配慮を要する幼児が地域社会の中で充実した
生活を送れるように，幼稚園での受け入れ，
指導を行う。

実施 継続 継続 － －

幼稚園特別支援教育専任指導主事を配置
特別支援教育センターによる相談指導を実施
保育を公開しての研究会を年間１０回実施し，特別支
援教育の指導力の向上を図る。専門家による幼児観察
と保護者面接を入園前に実施した。

継続して実施
特別支援教育センターと幼稚園との連携
を深め，幼児にそった支援ができるよう
細やかに考えていく。

Ｂ

127
幼稚園職員等の人材育成と
資質の向上

学校教育課
指導者の資質や指導力の向上を図るため，教
職員の研修の充実を図る。

実施 継続 継続 － －
園長研修，主任研修，年次別教員研修，実技研修等そ
れぞれの研修テーマを受け実施

継続して実施
幼稚園職員が主体的に課題をもち，研修
できる会のもち方を考える。

Ｂ

128
なかよしフェスティバルの
開催

学校教育課
幼稚園行事として開催する。体操やゲーム等
の活動を通して，親子やより多くの人とのふ
れあいを深める。

実施＊
（年１回）

継続 継続 78 78
幼稚園ウィークの 終日に芦屋市立体育館にて全幼稚
園年長児親子が集まり，交流及び親子でのふれあい遊
びを楽しんだ。

継続して実施
親子のかかわりや他園の幼児とのかかわ
りが深まるプログラム内容を検討する。

Ｂ

129
子ども読書の街づくり推進
事業（ブックワーム芦屋っ
子）

学校教育課

読書の好きな子どもにするために「子ども読
書街づくり推進委員会」を設置し，学校図書
館の整備，親子読書週間，家読運動，読書
フォーラム，図書リスト４００選・読書ノー
ト作成などに取り組む。

実施 充実
充実

（２２年
度）

8,626 5,947

引き続き読書が大好きな子どもを育てるために「子ど
も読書の街づくり推進委員会」を設置し，読書活動推
進の具体的内容や方策を検討した。４歳児対象に「図
書ﾘｽﾄ４００選」を，幼稚園年長児に「おはなしノー
ト」を，小学生・中学１年生には読書記録・スタンプ
ラリーを配付し，読書推進に取り組んだ。推進事業の
まとめとして平成22年度に読書フェスティバルを開催
した。

芦屋の街の多くの場所に「かばんの中に１
冊の本を」の横断幕や幟を設置し，学校園
だけでなく家庭や地域と連携しながら読書
活動を推進することができた。

学校図書館電算化作業を経て，図書館の
活性化を図る。
小学校に配付した読書ノート（低・高）
を利用した図書の時間を工夫

Ａ

130
安全教育（防災教育，防犯
教育）

防災安全課
学校教育課

学校における危機管理意識を高めるために，
ＣＡＰ講習会，避難訓練等の防災，防犯教育
を実施する。

実施 継続 継続 1,865 0

芦屋警察署・交通安全協会・防災安全課安全課・学校
教育課が連携する交通安全教室を実施した。
小学校での防災安全課訓練に防災安全課安全課等も参
加した。
小学校においてコミスクや自主防災安全課組織等の地
域住民と連携し，県補助事業に沿って水害想定や災害
時要援護者配慮を含めた内容の防災安全課訓練を実施
した。（防災安全課）
防災教育：地震や火災を想定した避難訓練等の実施
１．１７の体験を風化させない語り継ぐ会等の実施
安全教育：全小学校３年生にＣＡＰ講習会を実施
（学校教育課）
交通安全教室を実施（芦屋警察署・交通安全協会・防
災安全課・学校教育課）

平成２２年度から，災害の対象が地震から
水害に変わり，条件に馴染まない地域につ
いて懸念されたが，内容を工夫し，実施推
進に努めた。（防災安全課）
継続して実施(学校教育課)

学校と地域が連携した防災安全課訓練の
推進（防災安全課）
東日本大震災を受け，各学校において，
今まで以上に防災教育に対する意識を高
め，津波等にも対応できる避難訓練等の
防災，防犯教育を実施する。(学校教育
課)

Ｂ

（３）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

①幼児教育環境の充実

②学校教育環境の充実

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

131
ネット社会における情報の
正しい理解と判断の育成

児童センター
学校教育課
打出教育文化セン
ター
青少年愛護セン
ター
公民館

携帯電話やパソコン等，情報機器の適正な利
用や，発信される情報の適正な判断能力を養
うための情報教育を行う。

実施 継続 継続

事業
NO142・
NO174・

NO206で一
括計上

事業
NO142・
NO174・

NO207で一
括計上

ジュニアパソコンクラブで情報教育を行った。
２１年度　３０回　１４４人
２２年度　３０回　２５０人
（児童ｾﾝﾀｰ）
携帯電話やパソコン等，情報機器の適正な利用や発信
される情報の適正な判断能力を養うための，情報教育
を推進した。(学校教育課)
携帯電話やパソコン等，情報機器の適正な利用や発信
される情報の適正な判断能力を養うための，情報教育
担当者会を４回実施した。（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）
啓発チラシの配布
平成22年度に警察署職員が中学校で，保護者対象に
フィルタリング利用の啓発が実施できるよう協力し
た。（２月の新入生保護者会）（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）
対象事業なし（公民館）

継続して取り組む。（児童ｾﾝﾀｰ）
携帯電話への依存による心身への影響や有
害サイトの危険性に気付かせ，フィルタリ
ングソフトの利用等保護者への啓発に努め
た。(学校教育課)
情報機器の活用等にかかる内容に重点がお
かれたため，ネット社会における情報の理
解等の内容については不十分な面があっ
た。（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）
関係情報提供を引き続き実施した。（青少
年愛護ｾﾝﾀｰ）

継続して実施する。（児童ｾﾝﾀｰ）・（青
少年愛護ｾﾝﾀｰ）
携帯電話への依存による心身への影響や
有害サイトの危険性に気付かせ，フィル
タリングソフトの利用等保護者への啓発
に努める。(学校教育課)
情報教育担当者会だけでなく，講座にお
いても情報モラル等の講座を開設する。
（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）

Ｂ

132
（仮称）
芦屋市教育振興基本計画策
定・推進

教育委員会管理課
学校教育課
生涯学習課

これまでの市の教育の成果と課題を踏まえつ
つ，芦屋の教育を一層充実させるため，中期
的な取り組みの考え方や具体的施策を示す本
市教育の基本的な計画を策定し実施する。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

2,207 1,768

芦屋市教育振興基本計画を策定した（管理課）
平成23年度から平成27年度までの5年間の芦屋市教育進
行基本計画について，策定委員会の中で検討を重ね平
成22年12月に計画を策定した。(学校教育課)
平成23年度から平成27年度までの5年間の芦屋市教育進
行基本計画について，策定委員会の中で検討を重ね１
２月に計画を策定した。（生涯学習課）

策定した。（管理課）
基本計画が平成23年度からの５年間の計画
であるため，平成26年度に計画を見直す作
業を行なう。(学校教育課)
第一段階として，5年間の基本計画を策定
した。（生涯学習課）

基本計画に基づき推進する。（管理課）
計画の適切な実施(学校教育課)
策定した計画に基づき推進して行く。
（生涯学習課）

Ａ

133 学校における食育の実施 学校教育課
学校において食育に関する教育活動を実施す
る。

実施 継続 継続 － －
学校給食を生きた食育の教材ととらえ，積極的に取り
組んだ。

各校において，栄養教諭，学校栄養職員を
中心に担任と協力して食育に取り組むこと
ができた。

学校での食育の取り組みを広く家庭や地
域に発信する。
関係機関と連携を図りながら，食育を推
進する。

Ｂ

134 学校の給食の充実 学校教育課
栄養バランスのとれた良好な子どもの食生活
を確保するため，学校において給食を継続実
施する。

実施 継続 継続 41,078 37,107

８校全て自校方式で、手作りによる安心安全な学校給
食に努めた。兵庫県産の食材を使った郷土料理，行事
食，外国の料理などに取り組み，時には「自分で選
ぶ」という視点を取り入れたマイ給食やバイキング給
食なども実施した。

多様化するアレルギー対応を必要とする児
童について，学校としては，保護者との協
議の上できる限りのことを実施した。

アレルギー対応マニュアルを作成する。
食器の破損を改善するためにより強度を
あげた教化磁器食器を使って調査研究を
実施する。

Ｂ

135
学校の食に関する指導者の
充実

学校教育課
保護者や児童に対する食育教育を充実するた
め，栄養士会等の関係機関と連携を図る。

実施 継続
充実

（研究）
－ －

第２４回学校給食展やあしや秋まつり等の機会を利用
して，保護者や地域の方たちに学校での食育の取り組
みの様子等を広く普及啓発した。各学校では，栄養士
による給食だより・食育だより等で家庭に発信した。

講師を招いて食育研修会を実施した。
関係機関との連携の中で，効果的に児童へ
の指導を行った。

関係機関との連携の充実 Ｂ

136 学校における健康診断 学校教育課
学童期，思春期における子どもの健康の保持
増進と疾病の早期発見，早期治療のために，
学校において健康診断を継続実施する。

実施 継続 継続 44,710 42,714
眼科・歯科・内科・外科・耳鼻科健診(学校園医），
検尿・心臓健診・ぎょう虫検査等（業者）の実施

養護教諭と連携しながら，実施していっ
た。

健康診断の実施及び，健康課題への対応 Ｂ

137
スクールカウンセラー，保
健室の活用

学校教育課
子どもが身近なところで気軽に相談できるよ
うに，スクールカウンセラーの配置，保健室
の充実を図る。

実施
（５校）

継続 継続 － －
子どもが身近なところで気軽に相談できるように，ス
クールカウンセラーの配置，保健室の充実を図った。

スクールカウンセラーの配置によって，児
童生徒や保護者が，日ごろの悩みを気軽に
相談でき，心のケアを進めた。

スクールカウンセラーを必要とする学校
を精査して配置校を決め，有効に活用で
きる体制作りをする。

Ｂ

138 文化体育振興事業 学校教育課
自由研究，教育活動展・中学校総合文化祭・
造形教育展の開催，総合体育大会の運営等を
行う。

実施 継続 継続 2,479 2,044
自由研究・教育活動展，中学校総合文化祭，造形教育
展

中学校総合体育大会開会式については，雨
のため中止となった。

作品のレイアウトの工夫により，より多
くの児童生徒の作品を展示していき，広
く学校園の取り組みを紹介する。

Ｂ

139 学校体育振興事業 学校教育課
各種スポーツ大会への積極的参加と交流，ス
ポーツテストの実施と体力向上に向けた取り
組みを実施する。

実施 継続 充実 11,206 11,307
小学5年，6年，中学生を対象とした体力調査の実施，
学校園遊具の整備

体力調査の結果を保護者へ周知し，体力促
進を啓発した。学校園遊具について，危険
な箇所の補修を行った。

体力向上に向けた研究を進めていく。学
校園遊具の新規設置について計画を立て
ていく。

Ｂ

140 環境教育推進事業 学校教育課
小学３年生全員を対象に里山・田や畑・川や
海岸において環境体験活動を実施する。

実施 継続 継続
事業No141
で一括計上

事業No141
で一括計上

田植え，事後学習で稲刈りなどを行い，学習活動の充
実を図った。

芦屋の自然を生かした環境体験や自然学校
で子どもたちが自主的に取り組めるような
活動を行った。

６年間の系統を考えた環境学習の充実。
地域の自然を生かした体験を取り入れて
いく。子どもたちが自主的に取り組める
プログラムを取り入れていく。

Ｂ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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141 自然学校事業 学校教育課
小学５年生全員が家庭を離れ，４泊５日の野
外活動宿泊を実施する。

実施 継続 継続 16,046 14,284

４泊５日の宿泊期間中，活動にゆとりを持たせて，児
童が自主的に活動できるようにプログラムを組んだ。
事前学習で田植え，事後学習で稲刈りなどを行い，学
習活動の充実を図った。小学校第３学年の環境体験事
業と一体化された事業となった。

芦屋の自然を生かした環境体験や自然学校
で子どもたちが自主的に取り組めるような
活動を行った。

６年間の系統を考えた環境学習の充実。
地域の自然を生かした体験を取り入れて
いく。子どもたちが自主的に取り組める
プログラムを取り入れていく。

Ｂ

142 情報教育の推進
打出教育文化セン
ター
（学校教育課）

学校のコンピュータやネットワークを整備
し，児童・生徒・教員の情報機器活用能力の
育成を図る。

実施 継続 充実 378 225
夏季休業中に情報教育研修講座を実施
２１年度：３５回　延人数２６２人
２２年度：３６回　延人数２３４人

講座の回数を増やし，児童・生徒・教員の
情報機器活用能力の育成を図った。

より回数を増やし，操作のための研修か
ら活用を図るための研修へと内容を充実
させていく。

Ｂ

143 国際理解教育推進事業 学校教育課

外国語教育・外国人児童生徒への支援の充実
を図るために，小学校英語活動の推進，中学
校ＡＬＴの配置，日本語指導ボランティアの
配置を行う。

実施 充実 充実 774 833

帰国・外国人児童生徒の学習理解と学校生活への適応
を支援するために日本語指導支援ボランティア配置し
た。（1人）児童生徒12人に合計206回の支援を実施
小学校の外国語活動の充実のために，指導者となる地
域人材の配置，1クラスあたりの時間数を増加させた。

個別状況により日本語の習得状況が異なる
ことから，学校からのニーズを聞き取り，
よりきめ細かい支援を実施した。

日本語理解が不十分な児童生徒が充実し
た学校生活が送れるよう，日本語指導支
援ボランティアなどの活用を図り，日本
の環境や分化に適応するよう配慮や支援
を行う。

Ａ

144 適応教室「のびのび学級」 学校教育課

不登校傾向の子どもたちのために設置された
スペース。子どもたちが自分で考え，学習
し，相談を受けたりしながら，体験を通して
自分自身や対人関係に自信を持ち，自立する
力を培うことで学校へ復帰できるよう援助す
る。

実施 継続 継続 4,654 4,447
月～金曜の９：３０～１３：３０に開室
指導主事１名と再任用教諭１人及び指導員６人の体制
で実施

効果的なカリキュラム（教育課程）の工
夫・開発，人間関係を築いていくための活
動プログラムの開発，効果的な訪問指導の
取組を行った。

通級生の中に中学３年生が多いことか
ら，一人一人の進路指導を丁寧に行う。
また，市内全体の不登校児童生徒の減少
に向けた取組を学校と連携して進める。

Ｂ

145 なかよし交流キャンプ 学校教育課
障がい児と健常児がともに共同生活を通して
相互の理解と援助を体験的に学習するととも
に，障がい児の自立心を養う。

実施 継続 実施 － －

８月２日（月）～３日（火）たつの市御津町新舞子に
市内全小中学校から，児童生徒１１１名教員７１名が
参加し，障がい児と障がいのない児童が宿泊を通して
交流した。

市内小中学校の児童生徒１１２名が参加
し，中学校区ごとの活動などで交流を深
め，また自立心育てることができた。

障害児と障害のない児童が共に共同生活
を通して相互の理解と援助を体験的に学
習すると共に，障害児の自立心を養う。

Ｂ

146
小中学校における特別支援
教育

学校教育課
教育，福祉，医療等の機関の相互の連携を図
り，適正な就学指導を推進する。

実施 充実 継続 10,908 10,946

学校や家庭における効果的な支援のあり方が明確にな
り，子どもの様子に変化が見られた。
子どもの実態を早期に的確に把握できるようになった
ことで，適正な就学指導により円滑に行えるように
なった。

特別支援センターが福祉センター内に移転
したことにより，連絡会の参加や福祉セン
ターに集約された様々な機関との連携が密
になり，適正な就学指導が円滑に進められ
た。

教育，福祉，医療等の機関と連絡を取り
合ったり会を持ったりすることによっ
て，さらに支援を深める。

Ａ

147 トライやる・ウィーク 学校教育課

地域社会や豊かな自然の中で，保護者や地域
のボランティアの協力を得て，公立中学校２
年生全員が職場体験活動，文化活動，ボラン
ティア活動等の様々な体験活動を行う。

実施 充実 継続 4,215 4,201

市内の中学２年生４７３名が５月～６月中の５日間，
保育所，幼稚園，福祉施設，個人商店等９３の事業所
で指導を受けながら地域と交流する活動を実施した。
事業所数：H21→80ヶ所　H22→93ヶ所

事業所に対して単なる職場体験に終わらぬ
よう，心の教育という趣旨を周知した。ま
た生徒に対して事前事後指導を充実させ，
活動の意義を確認した。
体験できる事業所を大幅に増加させた。

生徒数の増加に応じて受入事業所を確保
し，生徒が目的意識に応じて活動を選択
できるようにする。

Ａ

148
学校職員等の人材育成と資
質の向上

学校教育課
指導者の資質や指導力の向上を図るため，教
職員の研修の充実を図る。

実施 継続 継続 － －
打出教育文化センター等において研修を実施
各学校においても，教師の力量をあげるための研修を
行った。

継続して，実施。学校支援相談員が週４回
学校を訪問し，若手教員等への指導・支援
を行った。

指導者の資質や指導力の向上を図るた
め，教職員の研修のより一層の充実に努
める。

Ｂ

149 進路指導の推進事業 学校教育課
進路担当者会，進路協議会を開催し，進路に
係る情報提供・交換を行うなど学校における
進路指導を支援する。

実施 継続 継続 － －

公立高校の複数志願選抜を含む多様な進路選択に対応
できるよう，中学校では毎学期の面談をはじめ，オー
プンハイスクール参加を奨励するなどの指導を行っ
た。

児童生徒が自分の興味・適正，関心に応じ
て主体的に進路を選択できるよう，情報提
供や個別面談を充実させた。

中学校卒業後の進路選択がより多様に
なってくる状況に合わせ，生徒が自らの
興味・関心，適正を認識し，主体的に進
路選択ができるよう指導を進める。

Ｂ

150
地域の指導者の活用等によ
る指導体制の充実

学校教育課
地域における様々な指導者による教育活動を
実施し，地域ぐるみで教育活動を推進する。

実施 継続 継続 1,783 1,524 教育ボランティアを活用し，各学校園で実施 継続して実施
各学校園の教育ボランティアの情報交流
をする。

Ｂ

151 学校間交流 学校教育課 小・中学校間の連携強化を図る。 実施 充実 充実 － －

平成22年度に小中連携推進委員会を設置するととも
に，潮見中学校区の３校を小中連携研究推進校に指定
し，小学生が中学校の行事参観や授業を訪問し，小中
学校の児童会生徒会が共同で地域清掃を行うなどの交
流を行った。

小学生や保護者に中学校の情報を提供し不
安なく期待を持って中学校に進学できるよ
うに支援した。

小中学校の教員が義務教育９年間を視野
に入れた児童生徒の指導ができるよう，
合同研修会や授業見学を実施し，子ども
の課題共有や共通目標を策定する。

Ａ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

129

子ども読書の街づくり推進
事業（ブックワーム芦屋っ
子）
＜再掲＞

学校教育課

読書の好きな子どもにするために「子ども読
書街づくり推進委員会」を設置し，学校図書
館の整備，親子読書週間，家読運動，読書
フォーラム，図書リスト４００選・読書ノー
ト作成などに取り組む。

実施 充実
充実

（２２年
度）

8,626 5,947

引き続き読書が大好きな子どもを育てるために「子ど
も読書の街づくり推進委員会」を設置し，読書活動推
進の具体的内容や方策を検討した。４歳児対象に「図
書ﾘｽﾄ４００選」を，幼稚園年長児に「おはなしノー
ト」を，小学生・中学１年生には読書記録・スタンプ
ラリーを配付し，読書推進に取り組んだ。推進事業の
まとめとして平成22年度に読書フェスティバルを開催
した。

芦屋の街の多くの場所に「かばんの中に１
冊の本を」の横断幕や幟を設置し，学校園
だけでなく家庭や地域と連携しながら読書
活動を推進することができた。

学校図書館電算化作業を経て，図書館の
活性化を図る。
小学校に配付した読書ノート（低・高）
を利用した図書の時間を工夫

Ａ

152 人権教育の啓発 生涯学習課
人権教育啓発としてグッズ等を配布し，啓発
する。

実施 継続 継続 194 98 成人式で啓発用シャープペンシル７５０本配布 21年度実績を維持し，継続した。 22年度実績を維持し，継続する。 Ｂ

153
学校評議員制度及び学校評
価

学校教育課

保護者や地域住民の意見，意向を積極的に取
り入れるとともに，学校関係者評価を行い，
家庭・学校・地域の連携による特色ある教育
活動を推進する。

実施 継続 充実 － －
ＰＴＡ・コミスク・自治会等の代表による評議委員会
で学期に１回外部評価を実施（全幼・小・中学校）

委員会を定期的に持つことにより，さまざ
まな意見を聞くことができた。

保護者や地域住民の意見，意向を聞き，
教育活動のさらなる推進をする。

Ｂ

154 地域への情報提供 学校教育課

各学校園が，幼児・児童・生徒や地域の特性
に応じた教育目標・教育計画を明確にして学
校評価を行ったり，学校園のＨＰを作成した
りしなが保護者や地域住民の理解を促進する
ための情報提供を行う。

実施 継続 継続 － － 全幼・小・中学校のホームページで情報提供を実施 各学校園で，ＨＰを更新
学校園の様子を広く知ってもらうため，
ＨＰの更新をしていく。

Ｂ

★

155 地区集会所の有効活用 市民参画課
地区集会所を地域のコミュニティ活動の場と
して提供する。

実施 充実 充実 29,616 442,577
県民交流広場事業に採択された朝日ヶ丘地区集会所
が，和室の洋室化や一部のバリアフリー化の改修工事
により，子育て世代も使いやすい場に整備した。

乳幼児，子どもから大人までの幅広い世代
のコミュニティ活動の場や講座などへの参
加と交流の機会を提供した。

乳幼児，子どもから大人までの幅広い世
代が集い，交流する，地域のコミュニ
ティと生涯学習活動の場にする。

Ａ

54
芦屋三大まつりでの交流
＜再掲＞

市民参画課
経済課

「芦屋さくらまつり（４月）」・「芦屋サ
マーカーニバル（８月）」（市民参画課），
「あしや秋まつり（１０月）」（経済課）の
三大まつりを通じて，世代間交流を図る。

実施 継続 継続

4,028（市
民参画課）
2,610（経
済課）

3,994（市
民参画課）
2,599(経済

課）

「さくらまつり」では，こどものダンスグループや中
学校・高等学校の吹奏楽部，大人のグループが市民ス
テージに出演
サマーカーニバルでも，児童の参加があった。（市民
参画課）
「秋まつり」では，子ども会連絡協議会の子どもみこ
し，中学校吹奏楽部のパレード・ドリル行進等で世代
間交流を図った。（市民参画課）（経済課）

市民ステージイベントへの市民（小学生・
中学生・高校生・大人など）の参加を呼び
かけ，楽しみながら世代間交流を図り，安
全なイベントの開催を行った。（市民参画
課）（経済課）

子どもが安心して参加できる安全なイベ
ントを開催し，大人から子どもまで幅広
い，世代の交流を図るようにする。（市
民参画課）（経済課）

Ｂ

57
空き店舗を活用した子育て
支援への助成
＜再掲＞

経済課
市内の商店街の活性化を図るため，商業施設
等の空店舗を活用した子育て支援サービス希
望者へ助成を行う。（県事業）

実施 継続 継続 3,500 1,642
継続して実施している事業であるが，２２年度におい
ては，新たな申請はなかった。

商店街の活性化を目的とした制度であり，
空き店舗利用の事業で保育事業など子育て
育成にかかる事業者からの申請がなかっ
た。

１事業について２年間の助成事業のため
新たな申請があれば実施する。

Ｂ

156
その他公的施設の空きス
ペースの開放

地域福祉課
健康課
児童センター
教育委員会管理課
スポーツ・青少年
課

子どもの居場所づくりを推進するため，公的
施設の空きスペースの有効活用を図る。

実施 充実 継続 － －

福祉センター開設に伴い，エントランスロビーを市民
の憩いの場として提供，子供たちも譲り合いながら空
きスペースを活用（福祉ｾﾝﾀｰ）
保健センターが福祉センターに移転後は実施なし（健
康課）
遊戯室を月１回・水曜に子育てグループに無料貸出し
（児童ｾﾝﾀｰ）
校庭開放やコミスク活動などに提供した。（管理課）
アリーナの半面を毎月第２・４土曜の12～17時まで青
少年に開放し，卓球・バドミントンを実施，川西運動
場を月～水曜の午後市民に開放(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）

各々小学生，中学生，高校生のみで利用で
きる時間を設定し，安全に配慮した。（福
祉ｾﾝﾀｰ）
福祉センター内に貸室もありニーズもない
ため現在のところ実施なし（健康課）
継続して実施した。(児童ｾﾝﾀｰ）・（管理
課）・(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）

継続して実施（福祉ｾﾝﾀｰ）・（児童ｾﾝ
ﾀｰ）・（管理課）
ニーズがあれば対応検討（健康課）
公共施設に空きスペースがあれば，積極
的に開放を図る。(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）

Ａ

157 世代を超えて集える遊び場
こども課
（こども担当）

いつでも気軽に世代間，異年齢交流が図れる
よう，世代を超えて自由に集える場づくりを
推進する。

未実施 実施 実施 － －

福祉センター運動室での世代を超えて自由に参加でき
る運動室の開放事業の実施
月曜～日曜　9時～21時（小学生19時，中学生20時）の
うち，曜日によって午前・午後・夜間のいづれかを指
定して開放（ 大1日3回，但し休日・祝日は17時ま
で）
22年度8月5日～3月31日　411回　5,334人

22年7月にオープンした福祉センターの運
動室事業において，子ども中心の居場所と
しての開放事業を求め，協議して家族とと
もに，また地域の方々とともに自由に集え
る開放事業をが可能となった。（他の事業
があるときは除く）

事業の周知に努め，継続して実施 Ａ

③保護者・地域から信頼される学校園作り

（４）地域における子どもの居場所作りの推進

①居場所作り（重点）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

28
プレイパーク事業（ふれあ
い冒険ひろば）
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

普段体験できないような野外での活動を通し
て親子で自由にのびのびと遊び，ふれあう中
で子育てへの意識の向上を図る。

実施
（年１回）

継続
（年１回）

継続
事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

親子で参加する「わくわく冒険広場」を６月に総合公
園で実施
（約100名参加）

特に男性の育児参加を意識して参加を呼び
かけた。
消防車に加えて，今回は，救急車も出動
し，体験乗車や親子で協力して消火活動を
行い，参加した親子は大喜びだった。
（救急車体験は22年度新規実施）

人気事業であり，23年度も継続して実施 Ａ

77
子育て支援センター
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

（仮称）福祉センターに子育て支援センター
を開設し，子育てセンター，家庭児童相談
室，ファミリー・サポート・センター等を１
か所にまとめ，更に学齢期の居場所事業を行
い，子育て支援の拠点とする。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

3,757 3,258

福祉センターに子育て支援センターを開設し，子育て
センター，家庭児童相談室，ファミリー・サポート・
センター等を１か所にまとめて相談機能を充実させ，
更に学齢期の居場所事業を行い，子育て支援の拠点と
した。

これまで無かった，学齢期への居場所づく
り事業として場の提供を開始した。
(22年度新規事業)

継続して実施
学齢期事業は，ソフト面の実施も図って
いく。

Ａ

158
都市公園，児童遊園等の整
備

公園緑地課
子どもの安全な遊び場を確保するため，都市
公園・児童遊園等の整備を図る。

実施 継続 継続 853,530 811,662
南緑地，海洋緑道の用地取得
親王塚公園の整備工事の実施

南芦屋浜については，周囲の開発状況に合
わせて公園整備が実施できるよう，用地を
取得した。
新設整備の際には，近隣の利用者の意見を
聞き，計画に反映させた。

南芦屋浜の宅地分譲が遅れているが，今
後も宅地分譲に合わせて公園整備を行
う。
新設公園の整備基本計画を，近隣と協議
しながら策定する。

Ｂ

159
児童館（児童センター）の
充実

児童センター
放課後，児童が活動できる場を確保するため
に，児童館事業の充実を図る。

実施 充実 継続 － －
（児童センター）月～土曜の９～２０時まで開放
２１年度　１３，９８４人
２２年度　１６，０９４人

学校教育課の子ども読書の街づくり推進事
業（ブックワーム芦屋っ子）の影響を受
け，通常より来館者が増加したと思われ
る。

継続して取り組む。 Ａ

160
児童館（児童センター）の
周知，情報提供

児童センター
児童館の存在，児童館活動の周知を図るため
に，情報提供を行う。

実施 継続 継続 － －

広報紙・ホームページ・NPO機関紙への掲載,市関係機
関窓口へのチラシの設置に加え19年11月より「児童セ
ンターだより」発行。（21年度４回発行）児童セン
ターだよりに３ヶ月ごとの行事を掲載し，各関係機関
の窓口に設置

継続して実施
児童センターだより（年４回発行）及び
ホームページを活用する。

Ｂ

161 育児サポートルーム 児童センター 市内子育てグループに遊戯室を開放する。
実施

（月１回）
継続

（月１回）
継続 － － 遊戯室を市内の子育てグループに開放 継続して実施 継続して取り組む。 Ｂ

162 公共施設等利用料金の軽減

児童センター
教育委員会管理課
打出教育文化セン
ター
スポーツ・青少年
課
公民館
美術博物館

子どもたちが公共施設を利用して様々な活動
ができるよう，施設の利用料金の軽減を図
る。

実施 継続 継続 － －

減免制度なし（児童ｾﾝﾀｰ）
各施設使用条例等に基づき軽減を行った。（管理課）
社会教育関係団体は３割減免（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）・
(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）・（公民館）
利用者のうち８割以上が，市内在住の子どものときは
無料(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）
軽減制度なし（美術博物館）

継続して実施（児童ｾﾝﾀｰ）・（管理課）・
（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）・(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年
課）（公民館）

継続して実施（児童ｾﾝﾀｰ）・（管理
課）・(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）・（公民館）
子どもたちにとって公共施設を利用して
様々な活動ができるように，引き続き，
施設の利用料金の軽減を図る。（打出教
育文化ｾﾝﾀｰ）

Ｂ

163 文化施設の開放

打出教育文化セン
ター
公民館
美術博物館

子どもの居場所づくりを推進するため，文化
施設の有効活用を図る。

実施 継続 継続 － －

市内小中学生の作品を募集し，書道展を館内ロビーに
て実施した。
公民館図書室に絵本のコーナーを設け，開放してい
る。
（火曜，日曜及び祝日を除く午前9時30分から午後5
時）（公民館）
伊勢幼稚園との連携事業
１年間を通して行う美術博物館との交流ワークショッ
プ
　「ようこそびじゅつはくぶつかん＋いろいろなおに
わ」
　「展覧会の観覧」
　「布と葉っぱでコラージュ」
　「布と葉っぱでコラージュを展示」（美術博物館）

継続して実施（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）・（公
民館）
伊勢幼稚園以外の幼稚園や小学校等との連
携が課題（美術博物館）

子どもと地域の結びつきを深めるため，
文化施設の有効活用を図る。（打出教育
文化ｾﾝﾀｰ）
継続して実施（公民館）
美術博物館の管理運営が民間に事業者
（指定管理）に移行したので，従来と同
様な取り組みができるかは不透明（美術
博物館）

Ｂ

164
子どもの居場所としての青
少年センターの充実

スポーツ・青少年
課

児童の活動の場の一つとなるように，青少年
センター機能の充実を図る。

実施
（プレイ

ルームの開
放）

中断 継続 － －
青少年が気軽に集える自由空間として再開したが，利
用申し出がない状況。

施設の老朽化・防犯上の問題等があり利用
がない状況

青少年交流施設としての機能を備える建
物としてリニューアル計画をたてるた
め，予算化を調整する。

Ｃ

165
自然学習が身近にできる環
境づくり（里山づくり）

スポーツ・青少年
課

小学生高学年や中学生が思う存分体力を使う
ことができるような身近な環境がこれから求
められている中で，自然学習や体験ができる
環境づくりを推進する。

実施 廃止 継続 － －

現在のところ，市として里山としての整備，提供でき
る施設はないが，青少年野外活動センター跡地は，
「市民が足を運べる憩いの場所」としてボランティア
グループが里山整備を進める中で，環境教育の場とし
ても活かされている。

所管としては行っていない。

市民ハイキングコースとして整備される
事が望ましいため，関係課へ要請する。
里山として他の用地の確保が難しいため
事業としては難しい。今後はキャンプ等
野外活動事業に力を入れていく。

Ｃ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

166 小学校の校庭開放 生涯学習課
幅広い年齢の児童が安全に活動，交流できる
場としていつでも気軽に利用できるように，
年間を通して公立小学校の校庭を開放する。

実施 充実 充実 2,646 2,056
全８小学校で実施（三季休業期間・１２～２月除く）
平日：１６時～１８時（１０・１１月は１７時）
土曜：９時～１２時

三条地区で開催箇所を２箇所増やした。
（うち１箇所は教室型）

さらに，教室型の開催箇所を増やし，充
実を図る。

Ａ

167
放課後子どもプラン（教室
型）

生涯学習課

放課後や週末等の子どもたちの安全な居場所
を確保するため，各小学校の校庭等を開放
し，児童が安全・安心・健康で明るく楽しい
仲間づくりができる場を提供する。

実施 継続 継続
事業NO166

で
一括計上

事業NO166
で

一括計上

全８小学校で実施（三季休業期間・１２～２月除く）
平日：１６時～１８時（１０・１１月は１７時）
土曜：９時～１２時

三条地区で開催箇所を２箇所増やした。
（うち１箇所は教室型）

さらに，教室型の開催箇所を増やし，充
実を図る。

Ａ

168
美術博物館を利用したこど
もの創造力の育成

美術博物館
美術博物館において幼・小・中学校と連携し
て美術レクチャー，造形教室，ワークショッ
プ等を行い子どもの創造力を育成する

実施 継続 継続 － －

親子で楽しむ鉄道ジオラマ作成教室
「光が動く，形が動く」
画用紙や木材，ガラクタなど，身の回りの材料を使っ
て，不思議な影の作品をつくる。
「ゆれる光，おどる色彩」
きらきら光るブリキの板に色を塗り，太陽やライトの
光をあつめて，カラフルな光の動きで遊ぶ。
「こんにちは吉原治良さん」
絵の中で気になる点や線などを探し，その技法を自分
なりにまねて作品をつくる。作者の筆使いをたどるこ
とで，いろいろな発見をするワークショップ。

夏休みが中心になってしまうため，夏休み
以外の事業の実施が課題と考えている。

美術博物館の管理運営が民間に事業者
（指定管理）に移行したので，従来と同
様な取り組みができるかは不透明

Ｂ

169 こどもひろば 児童センター ２～３歳児と児童厚生員との自由遊び
実施

（月１回）
継続

充実
（回数）

65 60
月１～２回午前１回，午後１回実施
２１年度　１５回　３８５人
２２年度　１６回　４５０人

継続して実施
希望者が多いため午前２回，午後１回の
３回にして，参加者を増加させる。

Ｂ

170 親子ミニトランポリン教室 児童センター
ミニトランポリンを通し，基礎体力と平衡感
覚を養う。

実施＊
（年２０

回）
継続 継続 142 81

1クラス20回15組定員自己負担4,000円で実施
２１年度　２０回　４０８人
２２年度　１８回　３０４人

祝日と重なり回数が減
又，児童の引越し等，途中退会者により人
数減

継続して取り組む。 Ｂ

171 小学生トランポリン教室 児童センター
トランポリンを通し，基礎体力と平衡感覚を
養う。

実施＊
（年３０

回）

継続
（年３０

回）
継続 270 360

小学1～4年生を対象に30回自己負担5,500円で実施。学
校，学年の枠を超えたグループ練習での交流を実施
２１年度　３０６人
２２年度　６４６人

継続して実施
夏休みに「トランポリン体験教室」とし
て実施

Ｂ

172 手づくりひろば 児童センター
折り紙を制作することにより，子どもの手先
の器用さや集中力，創造力を養う。

実施
（夏休み及
び春休み）

継続
（夏休み及
び春休み）

継続 18 18
小学校低学年から高学年も参加して実施
２１年度　２回　４１人
２２年度　３回　６４人

継続して実施
講演形式の内容に変更して，参加者を増
やす。

Ｂ

173 ジュニアクラブ 児童センター
基本的生活習慣を身につけ，様々な活動，体
験，遊びを通じて，仲間づくり及び生活体験
を豊かにする。

実施
（週２回／
夏休み中
週４回）

継続
（週２回／
夏休み中
週４回）

継続 147 165

週2回15時半～17時で実施。3月の作品展で各活動写真
と造形作品を展示
２１年度　　９６回　１，４０２人
２２年度　１０２回　１，５０５人

継続して実施 定員を２１名に増やして実施 Ｂ

174 ジュニアパソコンクラブ 児童センター
小学１・２年生を対象にパソコンの基本操作
を学び，パソコンに親しむ。

実施
（週２回）

継続
（週２回）

継続 215 169
対象を１・２年生とし，週１回１クラスで実施
２１年度　３０回　１４４人
２２年度　３０回　２５０人

継続して実施
対象を１・２年生にして，週１回１クラ
スで実施 Ｂ

175 映画会 児童センター
図書館視聴覚ライブラリーや，一般貸出し
フィルムを鑑賞し，子どもの創造力を養う。

実施
（年２回）

継続
（年２回）

継続 100 100

年2回（夏休みと春休みに各1回）実施
各学校の留守家庭児童会へチラシを送付
２１年度　３５１人
２２年度　３３３人

継続して実施 留守家庭児童会等に参加を呼びかける。 Ｂ

176 人形劇 児童センター 人形劇を通して豊かな心を育てる。
実施＊

（年１回）
継続

（年１回）
継続 30 30

年１回春休みに実施
２１年度　１３２人
２２年度　１２０人

継続して実施 継続して取り組む。 Ｂ

177 自習室の設置 児童センター
子どもが自由に来て学習ができるよう，自習
室を開放する。

実施 継続 継続 0 60

月～土曜の9時半～20時まで開放（定員約１０人），高
校･大学生・一般の利用者も増加，パイプイスを荷物置
棚付イスに交換
２１年度　  　９０４人
２２年度　１，４９６人

イスの機能をを充実させ環境整備を行っ
た。

ホームページ等で利用を呼びかける。 Ａ

②児童館における活動

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

178 図書活動 児童センター
子どもが自由に来て，図書を閲覧，貸し出し
ができるよう，図書室を設置・開放する｡

実施 継続 継続 270 157

毎月新刊絵本１５冊，育児支援本を随時追加
（閲覧:9～20時,貸出:9時～17時15分）
２１年度　４，４３１人
２２年度　５，３５８人

教育委員会からの４歳児対象に「図書ﾘｽﾄ
４００選」や，小学生・中学生にスタンプ
ラリーの配布を受け，又，「かばんの中に
１冊の本を」の横断幕の設置により，読書
活動を推進することができた。

継続して取り組む。 Ａ

179 親子自然教室 児童センター
野外で自然に触れながら，植物や昆虫の採
集，観察を行い，親子及び参加者同士の交流
を図る。

実施＊
（年６回）

継続
継続 263 87

参加人数が減少，天候不順もあり実施回数が３回と
なった
２１年度　４回　６０人
２２年度　３回　６９人

毎回申し込み制を年間登録制にし，実施内
容を詳細に記述して実施

今年度は休止し，新たに自然と接する事
業を検討する。

Ｃ

52
ひよこひろば
＜再掲＞

児童センター
２歳児の親子を対象に，いろいろな遊びを通
して児童の健全育成を図り，親子，または子
ども同士のふれあいを深め交流を図る。

実施
（月２回）

継続
（月２回）

継続 10 0
定員を18組で，午前２クラスで実施
２１年度　１９回　１，０８６人
２２年度　２０回　１，２７０人

継続して実施 継続して取り組む。 Ｂ

53
親子クラブ
＜再掲＞

児童センター
３歳児の親子を対象に，いろいろな遊びを親
子で行い，幼児の感性と体力を育て，親子の
むすびつきと保護者間の交流を深める。

実施
（週１回）

充実
（週１回・
クラス数拡

大）

継続 184 0

参加希望者が多いため，親子（定員）を1６組から１８
組へ・週４クラスに拡大
２１年度　１２８回　３，５１９人
２２年度　１２８回　４，０７２人

クラス数を増やして継続して実施
厚生員の目が行き届くように定員を親子
１７組・週４クラスへ１組縮小

Ａ

120
環境・食育講座
＜再掲＞

児童センター
就学前の親子を対象に身近な題材をテーマに
楽しく学習する。

実施＊
（年１回）

継続 継続 12 12
環境・食育講座を開催
２１年度　５５人
２２年度　８８人

チラシ等で開催日時のＰＲに努めた 継続して取り組む。 Ｂ

43
あい・あいる～む
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

市内の公共施設の空きスペースを活用し，親
子で気軽に立ち寄れる場所を提供する。民生
委員・児童委員がスタッフとなり，相談・助
言・情報提供を行う。

実施
（４か所）

継続
（４か所）

継続 208 157

市内の公共施設4か所で実施
日時：毎月第１～第４水曜日，１０時～１１時半
場所：打出教育文化センター・図書館・福祉セン
ター・朝日ケ丘集会所
（参加者　延792人）

参加人数が減った第３週目の上宮川文化セ
ンターから，福祉センターへ移して開催

継続して実施し，事業の周知と要望に上
がったＪＲ以北の市民対応の会場を確保
し，利用者の利便を図る。

Ｂ

45
なかよしひろば
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

地域の乳幼児の親子の交流の場，遊び場とし
て，公立６幼稚園の施設の一部を開放する。

実施
（６か所）

継続
（６か所）

継続
事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

公立６幼稚園のお弁当の無い日の午後，毎週火・木・
土曜日の１３～１５時に開催（294回）
参加者数：12,841人

子育てセンターのスタッフが，利用者の利
便を考え，地域へ出向いて実施

地域へ出向いて行なう子育て支援とし
て，継続して実施

Ｂ

46
こどもフェスティバルの開
催
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

いろいろな遊びコーナー等，子どもが１日楽
しく過ごす機会としてイベントを開催する。

実施＊
（年１回）

継続
（年１回）

継続 247 65
10月30日，体育館・青少年センターで開催。
子育て親子，多世代の交流事業（約1,000人参加）

関わるスタッフ，出場者も次世代の親とな
る中・高・大学生を，また，シルバー人材
センターなど，老若男女の多世代交流を意
識してボランティアを依頼

人気事業であり，23年度も継続して実施 Ｂ

48
園庭開放
＜再掲＞

こども課
（保育所担当）

地域の乳幼児の親子の交流の場，遊び場，子
育ての相談の場として，保育所の園庭を開放
する。

実施
（６か所）

継続
（６か所）

継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上

公立６保育所で継続実施
開催日:毎週1回,時間:午前10：00～11：30
参加者：
H21→1313人
H22→873人

地域子育て創生事業を活用し，内容を充実
させて実施したが，結果的には利用者が減
少してしまった。

今年度は事業の周知につとめ，地域子育
て創生事業を活用し，さらに内容を充実
させる。

Ｃ

49
体験保育
＜再掲＞

こども課
（保育所担当）

親子で保育所の生活を体験する。
実施

（６か所）

充実
（６か所・
回数増加）

継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上

公立６保育所で継続実施
開催日：1回3日間・年11回，時間：9：30～11：40，対
象：1～3歳児の親子
費用：1,000円
参加者：
H21→12組・52人（9回）
H22→18組・108人（11回）

「子育て広場」変更分を併せて回数を増や
して実施

「子育て広場」変更分と併せて実施 Ａ

50
出前保育
＜再掲＞

こども課
（保育所担当）

保育士と保育所児が公園等で地域の子どもと
交流する。

実施
（２か所）

実施
（１か所）

継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上

継続実施（実施保育園：精道保育所）
開催状況：
H21→4回・60人
H22→3回・1人

広報等で周知活動を行うが，参加が少なく
地域のニーズにあっていない為，事業を縮
小し内容を見直していく。

広報等での啓発や掲載を継続していく必
要があるが,内容等を見直すなどの方法を
検討

Ｃ

③保育所，幼稚園，図書館，公民館，その他公共施設における活動

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 22



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

117

保育所，幼稚園，乳幼児健
診の場における中高生と乳
幼児のふれあい体験学習
＜再掲＞

こども課
（保育所担当）
健康課
学校教育課

中高生に子育ての喜びや楽しさを伝えるため
に，保育所，幼稚園，乳幼児健診の場におけ
る乳幼児とのふれあい体験学習を実施する。

実施 継続 継続 － －

公立・私立の保育所（園）でトライやるウィーク中学
生計８１名の生徒を受け入れた。トライやるウィーク
の中学生に加え，高校生の受け入れも実施している。
(こども課（保育所担当）)
２２年度は，保健センターの移転等でトライヤル
ウィークの受け入れは未実施（健康課）
幼稚園からトライやる・ウィークの中学生の受け入
れ，幼稚園から中学生のブラスバンド演奏の依頼，中
学校の体育大会を幼稚園児が見学（学校教育課）

継続して実施

継続して実施(こども課（保育所担
当）)・（健康課）
中学生と幼稚園児との交流からお互いに
学びがあり，内面の育ちにつながる取組
となるよう今後も継続する。(学校教育
課)

Ｂ

180 パソコンで遊ぼう 隣保館
パソコンに触れ，パソコンの楽しさを習得す
る｡

実施＊
（年４回）

継続
（４回）

継続 772 772

小学生対象，パソコン６台で実施
低学年の参加者が定着してきた。
参加者
平成21年度　延人数21人
平成22年度　延人数20人

情報発信のためのチラシ・ポスターの内容
や配布場所等に努力した。

引き続き積極的に広報活動を行い，親し
みやすく興味のある内容を目指す。

Ｂ

181 ビデオブースの利用 隣保館
ビデオブースを３台ロビーに設置し，ビデオ
鑑賞できる場を提供する。

実施
（随時）

継続
（随時）

継続 130 127

利用者数も定着し，特に春・夏休み等に親子での利用
者が増加した。
参加者
平成21年度 延人数 77人
平成22年度 延人数116人

継続して実施
引き続き子どものニーズに応える内容を
目指す。

Ｂ

182 打出こどもおはなしの会 図書館
３歳以上を対象とした市民ボランティアによ
る図書，絵本の読み聞かせを行う。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 － －

月１回打出教育文化センターの和室で開催
（３歳以上を対象に実施）
平成21年度：延人数87人
平成22年度：延人数117人

小槌幼稚園等の保護者に向けてＰＲを行っ
た。

広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。

Ａ

183 絵本の会 図書館
３歳以上を対象とした職員と市民ボランティ
アによる絵本の読み聞かせを行う。

実施
（週１回）

継続
（週１回）

継続 － －

３歳以上が対象
毎週土曜の14時～と14時30分～開催
平成21年度：延人数923人
平成22年度：延人数876人

開催日時のＰＲを検討した。
広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。

Ｂ

184 親子で楽しむ絵本の会 図書館
「絵本の会」について保護者等とのペアで参
加を募る。

実施
（年４回）

継続
（年４回）

継続 － －
年４回開催
平成21年度：延人数144人
平成22年度：延人数210人

開催日時のＰＲを検討した。
広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。

Ａ

185 こどもおはなしの会 図書館
小学１年生以上を対象とした職員と市民ボラ
ンティアによる図書の読み聞かせを行う。

実施
（週１回）

継続
（週１回）

継続 － －

小学１年生以上が対象
毎週土曜の14時～（低学年対象）と14時30分～（中・
高学年対象）を開催
平成21年度：延人数745人
平成22年度：延人数803人

開催日時のＰＲを検討した。
広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。

Ｂ

186 親子で楽しむお話しの会 図書館
「こどもおはなしの会」について保護者等と
のペアで参加を募る。

実施
（年４回）

継続
（年４回）

継続 － －

年４回開催。ストーリーテリング（本使わずお話を語
る）を行う。
平成21年度：延人数136人
平成22年度：延人数124人

開催日時のＰＲに努めた。
広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。

Ｂ

187 おはなしの研究会 図書館
大人を対象とした職員と市民ボランティアに
よるストーリーテリング等の実技，研究会を
行う。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 － －
毎月１回研究会を開催
平成21年度：延人数173人
平成22年度：延人数215人

開催日時のＰＲに努めた。
ストーリーテリング等の実技，研究会の
内容を充実させていく

Ｂ

188 こどものほんの研究会 図書館
大人を対象とした職員と市民ボランティアに
よる絵本の評価等の学習研究会を行う。

実施
（月１回）

継続
（月１回）

継続 － －
毎月１回研究会を開催
平成21年度：延人数102人
平成22年度：延人数121人

開催日時のＰＲに努めた。
広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。

Ｂ

189 折り紙教室 図書館
幼児～小学生を対象とした外部講師による折
り紙を教授する。

実施
（年１回）

継続
（年１回）

継続 25 22

年１回夏休み期間に開催
(きめ細かく指導するために事前予約制とした)
平成21年度：延人数73人
平成22年度：延人数66人

創作意欲の向上を目指し題材の工夫をし
た。

広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。

Ｂ

190 人形劇の会 図書館
３歳～小学校低学年を対象とした外部公演者
による人形劇公演を行う。

実施
（年１回）

継続
（年１回）

継続 25 15

年１回夏休み期間に開催
(落ち着いて観賞できるように事前予約制とした)
平成21年度：延人数130人
平成22年度：延人数122人

演目内容の見直しを図った。 引き続き，演目内容の見直しを図る。 Ｂ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 23



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

191 小学生の本の部屋 図書館
小学生を主な対象に，図書館資料を紹介する
催し。（開催ごとに内容を変えている。）

実施
（年１回）

継続
（年１回）

継続 － －
年1回読書週間行事として開催（小学生対象）
平成21年度：延人数8人
平成22年度：延人数15人

開催日時のＰＲに努めた。
広報，ＨＰ，チラシを掲示等の内容を充
実させ情報提供を行う。

Ｂ

192 青少年センターでの事業
スポーツ・青少年
課

青少年の交流を目的とした事業を夏休みや四
季を通じて実施する。

実施 継続 継続 － －

子どもの居場所づくり事業について（特）芦屋市体育
協会が独自事業として継続して実施した。(卓球，ﾊﾞﾄﾞ
ﾐﾝﾄﾝ，ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ，ｷｯｽﾞﾃﾆｽ，ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ，女子ｻｯｶｰ，陸
上，ｿﾌﾄﾃﾆｽ)
会員数：前期２３４人，後期２０１人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

193
公民館の夏休み子ども対象
事業

公民館
公民館において，夏休みに親子で参加できる
事業を実施する。

実施 継続 継続 90 123
子どもを対象に，おもちゃ作りやてん刻教室，クッキ
ングなどの教室を開催した。
延参加人数537人。

子ども教室の種類に趣向を凝らし，ニーズ
にかなり答えら得る形で開催できた。

継続して実施 Ｂ

168
美術博物館を利用したこど
もの創造力の育成
＜再掲＞

美術博物館
美術博物館において幼・小・中学校と連携し
て美術レクチャー，造形教室，ワークショッ
プ等を行い子どもの創造力を育成する

実施 継続 継続 － －

親子で楽しむ鉄道ジオラマ作成教室
「光が動く，形が動く」
画用紙や木材，ガラクタなど，身の回りの材料を使っ
て，不思議な影の作品をつくる。
「ゆれる光，おどる色彩」
きらきら光るブリキの板に色を塗り，太陽やライトの
光をあつめて，カラフルな光の動きで遊ぶ。
「こんにちは吉原治良さん」
絵の中で気になる点や線などを探し，その技法を自分
なりにまねて作品をつくる。作者の筆使いをたどるこ
とで，いろいろな発見をするワークショップ。

夏休みが中心になってしまうため，夏休み
以外の事業の実施が課題と考えている。

美術博物館の管理運営が民間に事業者
（指定管理）に移行したので，従来と同
様な取り組みができるかは不透明

Ｂ

56
自治会活動への支援
＜再掲＞

市民参画課
自治組織の活動を支援し，地域住民の連帯意
識を深め，コミュニティの活性化を促進す
る。

実施＊
（８０団

体）

継続
（８０団

体）
継続 3,620 2,851

自治会のブロック単位での交流を呼びかけ，地域住民
の連帯意識を深め，コミュニティの活性化を促進する
ように支援をした。

ブロック単位での交流について，交流が出
来てないブロックがあったため，交流会等
の呼びかけをし，コミニティの活性化の促
進に努めた。

自治会連合会が，研修会などを開催し，
それぞれの自治体の活動が活発になるよ
うにする。

Ｂ

161
育児サポートルーム
＜再掲＞

児童センター 市内子育てグループに遊戯室を開放する。
実施

（月１回）
継続

（月１回）
継続 － － 遊戯室を市内の子育てグループに開放 継続して実施 継続して取り組む。 Ｂ

194
子ども会連絡協議会への支
援

スポーツ・青少年
課

育成指導者の研修，指導助言と助成を行う。
育成者，指導者，ジュニアリーダー研修，安
全教育研修，子ども代表者会議の開催を行
う。

実施 継続 継続 250 250

育成指導者の研修と指導助言と助成
(育成者,指導者,Ｊリーダー会議,安全教育研修）
行事関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
5･5フェスタ2010/元気しんぶん（夏号）発行
夏の交歓キャンプ/神戸市立自然の家 参加者38名
将棋教室/オセロ大会/将棋大会/ジュニアリーダーとス
ポーツ大会
秋まつり子どもみこし/阪神ブロックオセロ大会
芦屋市子ども会連絡協議会５０周年記念行事
阪神南県民交流会:尼崎中小企業センター　　ジュニア
リーダー受賞（２名）
尼崎との交流雪遊び:尼崎市立美方高原自然の家 参加
者７０名

継続して実施 継続して実施 Ｂ

195
中高生をリーダーとするボ
ランティア等の活動

スポーツ・青少年
課

中高生の自主性を尊重し，かつ，地域で次代
の社会を担う大人になるための資質を養うこ
とができるよう，リーダーの育成・支援を行
う。

実施 継続 継続 － －

ジュニアリーダー（資格は小学５年生～大学生）は子
ども会活動を企画・運営・支援月１～２回のジュニア
リーダー会議に職員が参加し指導・助言　　　・リー
ダー発掘等について他の青少年育成事業と連携し協力
体制を整えた。

継続して実施
今後も子ども会活動を通じてジュニア
リーダーの募集に努め，リーダーの育
成・支援を図る。

Ｂ

196
中高生向けの文化，スポー
ツ活動

生涯学習課
コミスクと連携して，子どもがスポーツ・文
化活動に参加する機会を増やす。

実施 継続 継続
事業NO166

で
一括計上

事業NO166
で

一括計上

コミスク交流スポーツ大会（あしや駅伝大会）及びコ
ミスク合同文化展の開催

他団体と共催することで，より効率良く目
的を達成できた。

22年度実績を維持し，継続する。 Ｂ

66
コミュニティ・スクールへ
の支援
＜再掲＞

生涯学習課
学校等において地域住民がスポーツ，文化，
レクリエーション等を通じてコミュニティを
深める活動に対して，支援する。

実施
（９コミス

ク）

継続
（９コミス

ク）
継続 2,950 2,843

補助金：
年額270千円／１コミスク
年額118千円／協議会
その他経費（保険料，施設補修費等）

21年度実績を維持し，継続した。 22年度実績を維持し，継続する。 Ｂ

④地域関係団体等の育成・支援

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

197
子どもの権利に対する認識
の啓発・普及

人権推進担当
子どもの権利に対する認識を広く浸透させる
ため，啓発活動を実施する。

実施 継続 継続

1,814
内，

国受託事業
(769)

1,309
内

国受託事業
(593)

講演会（１回），映画（２回），広報人権特集２回，
人権擁護委員による人権教室と人権の花運動，人権相
談（２３回），街頭啓発２回実施

人権教室(打出浜小)人権の花運動(浜風幼)
を実施するなど，啓発活動の充実を図っ
た。引き続き子どもの権利についての啓発
活動に取り組んだ。

引続き，子どもの権利について啓発活動
に取り組み充実を図る。

Ｂ

198
新たな芦屋市人権教育・人
権啓発に関する総合推進指
針の策定・推進

人権推進担当
平成２３年度以降の新たな総合推進指針を策
定し，人権教育・啓発を推進する。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

500 378

人権啓発推進本部会議２回，人権啓発推進懇話会を３
回開催し，パブリックコメントを実施して第２次芦屋
市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針を策定し
た。

啓発事業の評価について人権の視点から検
討した。

人権の視点から指標・目標を設定し啓発
事業の評価を行う。

Ａ

199
命の尊さに関する教育，啓
発

こども課
学校教育課

虐待，いじめ，犯罪等の子どもの問題にかか
わりのある機関全てが，あらゆる機会を通じ
命の大切さを訴える啓発活動を行う。

実施 充実 継続 － －

児童虐待防止月刊に講演会を実施
児童虐待防止キャンペーンを3回実施（うち1回を民生
児童委員と共催）
NPO法人「さんぴぃす」と共催して児童虐待フォーラム
を実施(こども課（こども担当）)
身近な動植物と触れ合いや世話をする中で命の大切さ
やいたわりの気持ちが育つように努めた。(こども課
（保育所担当）)
各所管課で，講演会・研修会を実施（こども課・教育
委員会・地域福祉課等）(学校教育課)

地域子育て創生事業を活用して，横断幕
（2箇所），のぼり（10箇所），キャン
ペーングッズを製作し，児童虐待防止の
キャンペーン・児童虐待フォーラムを実施
(22年度新規事業)(こども課（こども担
当）)
参観日や懇談会などあらゆる機会を通して
保護者に命の大切さについて啓発活動を行
う。(こども課（保育所担当）)
各所管課で，あらゆる機会を通じて啓発活
動を行った。(学校教育課)

講演会等・児童虐待防止キャンペーン
は，今後も機会を捉えて継続して実施(こ
ども課（こども担当）)
身のまわりの人や小動物・植物への関心
を広げ，関わらせて命の大切さを知らせ
ていきたい。(こども課（保育所担当）)
虐待，いじめ，犯罪等の児童の問題にか
かわりのある機関全てが，あらゆる機会
を通じ命の大切さを訴える啓発活動をさ
らに進める。(学校教育課)

Ａ

200
子どもの虐待防止のための
啓発

こども課
（こども担当）

子どもの虐待をテーマとする広報や講演会等
を積極的に取り入れ，啓発活動を推進する。

実施 充実 充実
事業No77で
一括計上

事業No78で
一括計上

児童虐待防止月刊に講演会を実施
児童虐待防止キャンペーンを3回実施（うち1回を民生
児童委員と共催）
NPO法人「さんぴぃす」と共催して児童虐待フォーラム
を実施

地域子育て創生事業を活用して，横断幕
（2箇所），のぼり（10箇所），キャン
ペーングッズを製作し，児童虐待防止の
キャンペーン・児童虐待フォーラムを実施
(22年度新規事業)

講演会等・児童虐待防止キャンペーンは
今後も機会を捉えて継続して実施

Ａ

201
「児童の権利に関する条
約」啓発リーフレットの作
成

こども課
（こども担当）

「児童の権利に関する条約」の普及啓発のた
め，だれもが理解できるように，子ども版及
び大人版リーフレットを作成する。

未実施 未実施
実施

（２２年
度）

－ －
未実施・23年度作成に向けて，資料収集及び予算化を
働きかけた。

実施に向けて事務を推進

市内の中学校へ授業で「条約」をテーマ
に生徒が作成したリーフレットを参考資
料として貸与依頼した。
それらを参考にしてリーフレットを23年
度中に作成

Ｃ

202 子どもの主体的活動の支援
こども課
（こども担当）

子どもの自主を尊重した，主体的な取り組み
の支援を行う。

未実施 実施
実施

（２３年
度）

事業No77で
一括計上

事業No77で
一括計上

平成22年７月に福祉センターの子育て支援センター
で，小・中・高生を対象として学齢期支援を実施。ス
タディイルーム・運動室の開放事業により，多様な
ニーズの活動の場を提供できた。（ミュージックスタ
ジオの本格的無料貸出は，23年度から開始）

学習・スポーツ活動・音楽活動と，こども
たちの多様な活動の支援が可能となるよう
整備を行なった。

福祉センターにおいて，ハード面では
ミュージックスタジオの貸出を開始。
ソフト面では，芦屋栄養士会に協力を得
て，キッズクッキングなどを実施し，子
どもたちの料理を通しての主体的な活動
を育む。

Ａ

★

8
民生委員・児童委員による
相談，指導
＜再掲＞

地域福祉課
各地区において地域住民の生活に関する相
談，支援や，ひとり親家庭，障がい者等の福
祉行政への協力を行う。

実施
（１１１

人）

充実
（１１３

人）
継続 9,790 9,532 民生委員・児童委員定数２名増 定数確保の向けて２名増員した。

さらに定数（１１６名）まで増員し，充
実させる。

Ａ

59
子育て専門員の確保，配置
＜再掲＞

地域福祉課
こども課
（こども担当）
児童センター

身近なところに子育ての専門的な知識を持っ
た指導者を配置し，安心して子育てができる
まちづくりをめざす。

実施 充実

充実
（子育て指
導者の増

員）

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

民生委員・児童委員定数２名増（地域福祉課）
子育てセンターを福祉センターへ移転させ事業拡大を
行ったため，アドバイザー１名の増員を行なった。(こ
ども課こども担当）
子育てフリー相談(火・金午前中)の実施
保育士１名で対応（児童ｾﾝﾀｰ）

子育てセンター事業を拡大し，支援の充実
を図った。(こども課こども担当）
定数確保の向けて２名増員した。　（地域
福祉課）
継続して実施（児童ｾﾝﾀｰ）

事業拡大にともない，アシスタントの出
務時間の拡大を行なう。(こども課こども
担当）
さらに定数（１１６名）まで増員し，充
実させる。（地域福祉課）
継続して取り組む。（児童ｾﾝﾀｰ）

Ａ

4
育児支援家庭訪問事業
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

児童の養育について支援が必要であるにもか
かわらず，積極的に自ら支援を求めていくこ
とが困難な家庭で，支援が必要と認めた家庭
に対し，保健師，助産師，ホームヘルパー等
を派遣して育児指導，育児相談や簡単な育
児・家事の援助を行う。

実施 継続 継続 413 64

対象家庭３件，延べ１５回（育児指導，栄養指導等）
ヘルパー，及び保健師を派遣
保健師　　２人
ヘルパー　１人

保健センターの「こんにちは赤ちゃん事
業」と連携し，支援を必要とする対象の家
庭を把握し，適切な対応に努めた。

保健センターや関係機関・団体等と情報
を共有して，対象者の早期発見・対応に
努める。

Ｂ

（５）子どもの人権が尊重される取組の推進

①意識啓発

②相談・支援（重点）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 25



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

11
夜間・休日における電話家
庭児童相談事業
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

子育てに対して不安等を抱える養育者に対
し，家庭児童相談室を利用できない時間帯
（夜間・休日）にも電話で相談できる体制を
整えることにより，子育ての負担等を軽減す
る。

実施 継続 継続 500 489

児童福祉施設「三光塾」に委託して実施。
初回相談件数225件，相談回数のべ268件。
相談内容・虐待相談31件，育児相談27件，教育相談16
件，養育その他141件，計215件

継続して実施
夜間・休日を問わず，必要なときに，い
つでも相談できる場として，継続して実
施

Ｂ

12
家庭児童相談
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

家庭児童相談員が家庭の養育についての悩み
や心配ごとの相談に応じる。また子どもの虐
待に関する相談・指導等適切な対応を行う。

実施 充実

継続
（（仮称）
福祉セン
ターに移

設）

10,276
事業No77で
一括計上

8,995
事業No77で
一括計上

平成22年7月，家庭児童相談室及び子育てセンター，
ファミリー・サポート・センターの執務場所を福祉セ
ンターに移設して，子育て支援センターとして包括
し，併設する保健センター他関係機関との連携強化・
相談機能の充実を図った。
こども課主催で子育て支援者研修会を年間６回実施
し，資質の向上に努めた。

専用の相談室を設置し，環境整備を図っ
た。
研修は，地域子育て創生事業（県補助）を
活用（22年度新規）

23年度も継続して研修を実施し，今後も
子どもや子育て家庭にかかわる様々な問
題に適切に対応できるように，相談員の
育成に努める。

Ａ

14

子育てセンターでの電話相
談（子育てホットライ
ン），来所相談
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

専門相談員が来所，電話による子育て相談を
実施する(夜間はＦＡＸ対応）。

実施 充実
充実

（環境整
備）

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

福祉センター内に移転後，つどいのひろばの時間延長
を行なったこと，専用の相談室の設置などの環境整備
を図ったことなどの理由により，利用者の増加に繋
がった。
H21→1,306件,H22→1,608件

平成22年7月，子育てセンターの執務場所
を福祉センターに移設し，専用の相談室，
授乳室や子ども用トイレなどを設置するな
ど，環境整備を行ない利用者の利便を図っ
た。

乳幼児の子育ての不安軽減のため，継続
して実施

Ａ

15
保育所での育児相談
＜再掲＞

こども課
（保育所担当）

電話による子育て全般に関する相談を実施す
る。

実施
（公立６保

育所）

継続
（公立６保

育所）
継続

事業No212
で

一括計上

事業No212
で

一括計上
従来より継続して実施（30件） 広報等で周知活動を行う。 広報等で周知活動を行う。 Ｂ

21
特別支援教育センターの相
談
＜再掲＞

学校教育課
特別支援教育の対象となる幼児・児童・生徒
の保護者及び教員を対象とした教育相談や指
導助言等を実施する。

実施 充実
充実

（環境整
備）

6,213 5,726

平成22年7月から福祉センターへ移転し，相談に係る環
境整備を行った。
保護者・教員への相談・研修，子育て支援，教育的支
援，学校園への授業支援，実態把握のための発達検査
の実施，カンファレンス，アセスメントの実施等を
行った。

個別のニーズに応じた特別支援教育の充実
を図るため，子どもの実態と保護者の要望
を十分に把握して，指導体制の充実を図る
よう努力した。

特別支援教育の対象となる幼児・児童・
生徒の保護者および教員を対象とした教
育相談や指導助言等を実施する。

Ａ

137
スクールカウンセラー，保
健室の活用
＜再掲＞

学校教育課
子どもが身近なところで気軽に相談できるよ
うに，スクールカウンセラーの配置，保健室
の充実を図る。

実施
（５校）

継続 継続 － －
子どもが身近なところで気軽に相談できるように，ス
クールカウンセラーの配置，保健室の充実を図った。

スクールカウンセラーの配置によって，児
童生徒や保護者が，日ごろの悩みを気軽に
相談でき，心のケアを進めた。

スクールカウンセラーを必要とする学校
を精査して配置校を決め，有効に活用で
きる体制作りをする。

Ｂ

203
被害にあった子どもの一時
保護

こども課
（こども担当）

関係機関と連携を図り，虐待等の被害にあっ
た子どもの一時的な保護を西宮こども家庭セ
ンターに依頼する。

実施 実施 継続 － －
関係機関と連携を図り，虐待等の被害にあった子ども
を始め，保護を要する子どもを一時的に保護した。(平
成22年度　4人）

通報があった場合は，厚労省では安全確認
について48時間以内が望ましいとなってい
るが，本市では，可能な限り24時間以内に
行なうなど迅速に対応を行なった。

保護を必要等とする児童の早期発見に努
め，継続して実施

Ｂ

11
夜間・休日における電話家
庭児童相談事業
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

子育てに対して不安等を抱える養育者に対
し，家庭児童相談室を利用できない時間帯
（夜間・休日）にも電話で相談できる体制を
整えることにより，子育ての負担等を軽減す
る。

実施 継続 継続 500 489

児童福祉施設「三光塾」に委託して実施。
初回相談件数225件，相談回数のべ268件。
相談内容・虐待相談31件，育児相談27件，教育相談16
件，養育その他141件，計215件

継続して実施
夜間・休日を問わず，必要なときに，い
つでも相談できる場として，継続して実
施

Ｂ

12
家庭児童相談
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

家庭児童相談員が家庭の養育についての悩み
や心配ごとの相談に応じる。また子どもの虐
待に関する相談・指導等適切な対応を行う。

実施 充実

継続
（（仮称）
福祉セン
ターに移

設）

10,276
事業No77で
一括計上

8,995
事業No77で
一括計上

平成22年7月，家庭児童相談室及び子育てセンター，
ファミリー・サポート・センターの執務場所を福祉セ
ンターに移設して，子育て支援センターとして包括
し，併設する保健センター他関係機関との連携強化・
相談機能の充実を図った。
こども課主催で子育て支援者研修会を年間６回実施
し，資質の向上に努めた。

専用の相談室を設置し，環境整備を図っ
た。
研修は，地域子育て創生事業（県補助）を
活用（22年度新規）

23年度も継続して研修を実施し，今後も
子どもや子育て家庭にかかわる様々な問
題に適切に対応できるように，相談員の
育成に努める。

Ａ

73
要保護児童対策地域協議会
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

児童虐待や非行など保護を要する児童や出産
前から児童の養育に支援が必要と思われる妊
婦などに関する諸問題について，関係機関が
連携して組織的に対応し，当該児童及び妊婦
の早期発見及び適切な保護を図る。

実施
（年５回）

充実
（５回，個
別ケース検
討会議４２

回）

継続
10

事業No77で
一括計上

4
事業No77で
一括計上

代表者会議１回・実務者会議３回・主催講演会１回開
催・個別ケース検討会議４２回

地域子育て創生事業（県補助）を活用し
て，横断幕，のぼり，グッズを製作し，児
童虐待防止のキャンペーンを３回実施

児童虐待防止月間に男女共同参画担当が
実施するＤＶ防止キャンペーンと児童虐
待防止キャンペーンを協働して行い，イ
ンパクトのあるより効果的な啓発につな
げる。

Ａ

③被害にあった子どもの保護

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 26



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

20
カウンセリングセンターの
電話，面接相談
＜再掲＞

学校教育課
保護者を対象に，不登校，無気力，非行，性
の問題等の子どもや親子関係等の悩みについ
て，電話，面接による相談を実施する。

実施
（電話：週

３日
10：00～
16：00

・面接：週
２日

12：30～
16：30）

継続 継続 3,250 3,236

芦屋市カウンセリングセンターに業務委託し，打出教
育文化センター内で実施
（電話相談）月・水・金の１０時～１６時
（面接相談）月・水の１２時３０分～１６時３０分
相談件数　H21→167件，H22→391件

市民・保護者等へのカウンセリングセン
ターの一層の周知を行うとともに，相談活
動の充実を図ることで，今年度は相談利用
件数が増加した。

カウンセリングセンターの周知を図ると
ともに，相談機能を充実させ，学校との
連携についても研究を進める。

Ｂ

23
青少年愛護センターの相談
＜再掲＞

青少年愛護セン
ター

青少年の問題全般について，電話，来所及び
訪問による相談活動を実施する。

実施
（月～金
9：00～
17：30）

継続 継続 － －
幼児関係の相談について愛護センター職員１名増員し
対応した。

継続して実施した。 継続して実施する。 Ａ

204
子どもの健康を守る環境づ
くり

地域福祉課
健康課
児童センター
打出教育文化セン
ター
スポーツ・青少年
課
青少年愛護セン
ター
公民館
図書館
美術博物館

健康増進法に基づき，多数の人が利用する施
設において受動喫煙を防止する対策が行うこ
とが義務付けられていることから，子どもの
健康を守るために，全市的な取り組みとして
推進する。

実施 充実 継続 － －

福祉センターという性格上高齢者，子ども，障害者・
児等が大勢利用することから館内を全面禁煙にした。
（福祉ｾﾝﾀｰ）
全館禁煙を実施中
事業として個別健康教育を実施し，その中で喫煙者に
対する禁煙指導を行っている。２２年度は１人に４回
実施した。（健康課）
禁煙エリアを建物内から南側空地を含む敷地内に拡大
（児童ｾﾝﾀｰ）
敷地内禁煙を実施した。（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）
実施なし(ｽﾎﾟｰﾂ・青少年課）
啓発チラシの配布，愛護委員の研修会を実施
（研修会「声かけの実際」）（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）
館内は全面禁煙（公民館）
「芦屋市清潔で安全・快適な生活環境に関する条例」
で喫煙禁止区域の制定に伴い，全館禁煙を実施（図書
館）
美術博物館の敷地内にある喫茶室についても平成２３
年１月１日から全面禁煙とした。（美術博物館）

敷地内禁煙が実施できていないが，受動喫
煙を防ぐような対策を講じた。（福祉ｾﾝ
ﾀｰ）
継続して実施（健康課）・（児童ｾﾝﾀｰ）・
（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）・（公民館）・（図書
館）
駐輪場等でタバコの吸殻を見つけることが
あったため，敷地内禁煙の周知徹底を行
う。（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）
社会教育部の他施設と連携して取り組みを
行った。（図書館）
社会教育部所管の他の同様の施設との整合
性に配慮した。（美術博物館）

継続して実施（福祉ｾﾝﾀｰ）・（健康
課）・（児童ｾﾝﾀｰ）・（青少年愛護ｾﾝ
ﾀｰ）・（公民館）・（図書館）
屋外であっても，禁煙であることの周知
を徹底し，より環境を整える。（打出教
育文化ｾﾝﾀｰ）
子どもの健康を守るため継続していく。
（美術博物館）

Ａ

131
ネット社会における情報の
正しい理解と判断の育成
＜再掲＞

児童センター
学校教育課
打出教育文化セン
ター
青少年愛護セン
ター
公民館

携帯電話やパソコン等，情報機器の適正な利
用や，発信される情報の適正な判断能力を養
うための情報教育を行う。

実施 継続 継続

事業
NO142・
NO174・

NO206で一
括計上

事業
NO142・
NO174・

NO207で一
括計上

ジュニアパソコンクラブで情報教育を行った。
２１年度　３０回　１４４人
２２年度　３０回　２５０人
（児童ｾﾝﾀｰ）
携帯電話やパソコン等，情報機器の適正な利用や発信
される情報の適正な判断能力を養うための，情報教育
を推進した。(学校教育課)
携帯電話やパソコン等，情報機器の適正な利用や発信
される情報の適正な判断能力を養うための，情報教育
担当者会を４回実施した。（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）
啓発チラシの配布
平成22年度に警察署職員が中学校で，保護者対象に
フィルタリング利用の啓発が実施できるよう協力し
た。（２月の新入生保護者会）（青少年愛護ｾﾝﾀｰ）
対象事業なし（公民館）

継続して取り組む。（児童ｾﾝﾀｰ）
携帯電話への依存による心身への影響や有
害サイトの危険性に気付かせ，フィルタリ
ングソフトの利用等保護者への啓発に努め
た。(学校教育課)
情報機器の活用等にかかる内容に重点がお
かれたため，ネット社会における情報の理
解等の内容については不十分な面があっ
た。（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）
関係情報提供を引き続き実施した。（青少
年愛護ｾﾝﾀｰ）

継続して実施する。（児童ｾﾝﾀｰ）・（青
少年愛護ｾﾝﾀｰ）
携帯電話への依存による心身への影響や
有害サイトの危険性に気付かせ，フィル
タリングソフトの利用等保護者への啓発
に努める。(学校教育課)
情報教育担当者会だけでなく，講座にお
いても情報モラル等の講座を開設する。
（打出教育文化ｾﾝﾀｰ）

Ｂ

205 環境浄化活動
青少年愛護セン
ター

有害図書（白ポスト）の回収。書店・レンタ
ルビデオ店・量販店等を随時訪問し，指導を
行う。

実施
（６か所）

継続
（６か所）

継続 － －
毎月１回6か所のポスト（阪急芦屋川駅北側・ＪＲ芦屋
駅北側・ＪＲ芦屋駅南側・阪神打出駅・市役所・ダイ
エー）の有害図書を回収

継続して実施した。
有害図書を家庭に持ち込まないよう，啓
発していく。

Ｂ

206
犯罪等，子どもを取り巻く
様々な危険性についての教
育，啓発

青少年愛護セン
ター

家庭，学校，地域及び関係機関が連携を図
り，子どもや保護者に対して，様々な犯罪の
危険性についての教育，啓発，情報提供等を
行う。

実施 継続 継続 173 124

「声かけの実際」として研修会を開催するとともに，
市内巡視活動の中で実際に経験することができた。
市の広報ホームページを利用し，関連情報の発信を外
部リンクを含めて行なった。また，紙面での関係機関
からの情報を関係団体等へ提供した。

継続して実施した。 継続して実施していく。 Ｂ

207
関係機関の連携による環境
浄化活動

青少年愛護セン
ター

青少年の健全育成のために，行政，警察，家
庭，学校，地域及び関係機関が連携を図り，
地域ぐるみで環境浄化活動を推進する。

実施 継続 継続 － － 街頭巡視活動を通じて随時実施 継続して実施した。 継続して実施していく。 Ｂ

（７）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

①有害環境対策

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 27



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

★

2
ファミリー・サポート・セ
ンター事業
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が
会員となって一時的，臨時的に有償で子ども
を自宅で預かる相互援助活動組織で，依頼会
員はおおむね小学校６年生までの子どもを持
つ保護者とする。

実施
（１か所／
病後児預か
りの試行実

施）

継続
（１か所）

充実
（１か所／
病後児預か
りの本格実

施）

7,282 7,495

登録制による，臨時的に有償で子どもを自宅で預かる
相互援助活動組織
23.3.31現在（依頼会員871人，協力会員217人，両方会
員88人，計1,176人　）
活動回数：H21→4,698回･H22→4,475回
利用料：月～金曜の7～19時→1時間800円
土･日･祝･上記以外の時間→1時間900円

福祉センターに移転し環境の整備を図っ
た。
アドバイザーの勤務時間を
週26時間→29時間へ拡大し
コーディネート等事務の体制の充実に努め
た。

周知を図り引続き協力会員の増加に努め
る。
今後，目標達成に向けて取り組む。

Ｂ

208
保育所における食に関する
情報提供，指導

こども課
（保育所担当）

乳幼児期から正しい食習慣が身に付けられる
ように，保育所に通う児童の保護者に対し，
食に関する情報提供や指導を行う。

実施 継続 継続 － －

毎月発行する「給食だより」の継続実施。アレルギー
児童の保護者への個別アレルギー食指導の継続実施。
給食の展示。保育所給食の保護者への試食会の継続実
施

「給食だより」により重点的に食の大切さ
の啓発をする。栄養士が保育所へ出向いて
の食育活動の継続実施

継続して実施する。 Ｂ

209 保育所の給食の充実
こども課
（保育所担当）

栄養バランスのとれた良好な子どもの食生活
を確保するため，保育所において給食を継続
実施する。

実施 継続 継続
事業No212
で一括計上
(33,840）

事業No212
で一括計上
(34,768）

栄養バランスの良い献立を作成し,食品表示についての
講習・衛生講習，調理実習などの調理師研修を実施し,
個々の技術向上を図りより安全でおいしい給食に努め
た。

2010年度版日本人の摂取基準の変更に伴い
摂取目標量の策定を行い,芦屋市保育所給
食の給与栄養目標量の改定をおこなった。

改定した栄養目標量に沿った献立作成を
行い，より栄養バランスのとれた，安全
で美味しい給食の提供

Ａ

210
保育所の食に関する指導者
の充実

こども課
（保育所担当）

保護者や児童に対する食育教育を充実するた
め，栄養士会等の関係機関と連携を図る。

実施 継続 継続 － －
食育推進地域づくり会議に参加し，食育を推進する関
係団体との交流を深め，情報交換を行い食育の推進を
図るとともに，指導者の充実も図った。（こども課）

食育推進地域づくりの会議や研修・事業に
積極的に参加した。

「食に関する」講師の研修の実施 Ｂ

211 保育所の適正配置
こども課
（保育所担当）

地域の特性や児童数の動向，保育需要を踏ま
え，保育所の適正配置に努め，必要に応じて
定員の変更や施設の整備について検討する。

実施 継続 継続 － － 平成22年４月１日から夢咲保育園開園
あり方検討委員会からの報告書をもとに検
討

あり方検討委員会からの報告書をもとに
検討

Ａ

212 通常保育事業
こども課
（保育所担当）

保護者の就労や疾病等により，昼間，保育に
欠ける乳幼児を保育所で預かる。

実施
（定員７５
６人／日・
１１か所）

継続
（定員８１
６人／日・
１２か所）

充実
（定員９３
６人／日・
１３か所）

867,899 796,552
平成22年４月１日から夢咲保育園開園
H22年度→月平均入所児童数913人

私立保育園を１園増設した。
あり方検討委員会からの報告書を基に，
目標達成に向けて，さらに私立保育園を
増設していく。

Ａ

213 乳児保育
こども課
（保育所担当）

産休明けの生後３か月から０歳児保育を実施
する。

実施 継続 継続
事業No212

で
一括計上

事業No212
で

一括計上
平成22年４月１日から夢咲保育園開園 継続して実施 継続して実施 Ａ

214 延長保育事業
こども課
（保育所担当）

通常保育の利用者に対し，通常の保育時間を
超えて延長して保育を行う。

実施
（定員１２
５人／日・
１１か所）

継続
（定員１３
５人／日・
１２か所）

充実
（定員１５
５人／日・
１３か所）

事業No212
で一括計上
(14,435)

事業No212
で一括計上
(14,496)

Ｈ２２年度新たに私立保育園１園増（計１２園で実
施）
時間：18時～19時，利用料：月額2,000円+1回200円
利用者：H22→2999人

私立保育園を１園増設した。
あり方検討委員会からの報告書を基に，
目標達成に向けて，さらに私立保育園を
増設していく。

Ａ

215 統合（障がい児）保育
こども課
（保育所担当）

個別的配慮が必要な児童を保育所に入所さ
せ，他の児童と集団保育を行うことにより，
当該児童及び他の児童の健全な発達を促進す
る。

実施
（１１か

所）

継続
（１２か

所）

充実
（１３か

所）

事業No212
で

一括計上

事業No212
で

一括計上

１２保育所（園）全てで統合保育事業を実施
必要に応じて加配を配置

私立保育園を１園増設した。
あり方検討委員会からの報告書を基に，
目標達成に向けて，さらに私立保育園を
増設していく。

Ａ

216 病児・病後児保育事業
こども課
（保育所担当）

病気や病気回復期の児童で，保護者の就労等
の理由で，保護者が保育できない際に，保育
施設で児童を預かる。

未実施 実施

実施
（病後児：
定員３人／
日・１か

所）

事業No212
で一括計上
(7,900)

事業No212
で一括計上
(4,715)

Ｈ２２年度市立芦屋病院施設内で実施
日時：月～金（７時30分～１８時）
利用料：月額2,000円+給食費500円
利用者：H22→延べ12人

継続して実施 事業の周知を図る Ａ

217
近隣市との協力（広域入所
等）

こども課
（保育所担当）

保護者のニーズに柔軟に対応できるように，
近隣市と連携を図り，広域入所の受け入れや
他市への委託を行う。

実施 継続 継続
事業No212
で一括計上
(28,450)

事業No212
で一括計上
(21,240)

他市委託→延303人
他市受託→延 70人

継続して実施 継続して実施 Ｂ

218
保育施設の人材育成と資質
の向上

こども課
（保育所担当）

保育士の資質の向上を図るため，保育士の研
修の充実を図る。

実施 継続 継続
事業No212
で一括計上

(310)

事業No212
で一括計上

(207)

講師を招き保育の専門的な指導を受ける。保育所内で
保育の実践を見合いお互いを高める努力に努めた。

副所長会で研修について見直し検討した。 継続して実施 Ｂ

基本目標４：仕事と子育ての両立の推進

（1）保育サービス等の推進

①保育サービス等の充実（重点）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

219 民間保育所への運営支援
こども課
（保育所担当）

民間活力の登用による保育サービスの充実を
図るため，民間保育所に対する助成を行う。

実施
（５か所）

継続
充実

（７か所）

事業No212
で一括計上
(577,204)

事業No212
で一括計上
(521,300)

Ｈ２２年度新たに私立保育園１園増（計６園で実施） 私立保育園を１園増設した。
あり方検討委員会からの報告書を基に，
目標達成に向けて，さらに私立保育園を
増設していく。

Ａ

220
幼稚園や小学校との連携，
協力

こども課
（保育所担当）
教育委員会管理課
学校教育課

学校園と協力し，保育サービスの提供を図
る。

実施 継続 継続 － －

近隣で幼保が交流（ゴルフ場遠足等）
研修等の参加
(こども課（保育所担当）)
「保育所・幼稚園あり方検討委員会」において学校施
設等の有効活用が答申された事に基づき協議を行っ
た。（管理課）
就学前，入学後，幼少連絡会を実施。行事の参観交流
等実施(学校教育課)

継続して実施(こども課（保育所担当）)・
（管理課）・(学校教育課)

幼・保・小との間において積極的な交流
を図っていきたい。(こども課（保育所担
当）)
答申に基づき検討する。（管理課）
幼稚園生活から小学校生活への移行がス
ムーズにできたり，幼少の教育内容の理
解を深めることでより具体的な連携を図
る。(学校教育課)

Ｂ

5
一時預かり（一時保育）事
業
＜再掲＞

こども課
（保育所担当）

保護者の仕事，疾病，出産，冠婚葬祭等の緊
急かつ一時的な理由で家庭での保育が困難と
なる場合に保育所で子どもを預かる。

実施
（４か所）

継続
（５か所）

充実
（６か所）

事業No212
で一括計上
(30,955)

事業No212
で一括計上
(27,950)

私立保育園で継続実施（Ｈ２２年度新たに１園増，計
５園実施）
利用料：日額1,500円，飲食物費：日額500円
利用者：H22→7,661人

私立保育園を１園増設した。
あり方検討委員会からの報告書を基に，
目標達成に向けて，さらに私立保育園を
増設していく。

Ａ

6
一時預かり事業
＜再掲＞

こども課
（保育所担当）

一時保育の要件を拡大し，柔軟な対応によ
り，子育て支援を行う。（特定保育も充足）

未実施 未実施 検討 － －
特定保育事業としては実施していないが，概ね一時預
かり（一時保育）事業の中で対応した。

一時預かり（一時保育）事業の中で対応し
た。

特定保育単独事業として実施可能かどう
か検討

Ｃ

221 幼稚園延長保育事業
教育委員会管理課
学校教育課

幼稚園の保育時間を延長する。 未実施 実施 検討 － －

平成23年4月事業実施に向けて準備を行った。（管理
課）
平成２３年度３園での預かり保育実施にむけ，保護者
アンケート，検討会等を重ねた。(学校教育課)

目標達成（管理課）
平成23年4月実施に向けて準備を行った。
(学校教育課)

平成23年度３園において実施（管理課）
小槌幼稚園，朝日ケ丘幼稚園，潮見幼稚
園での預かり保育を実施し，子育て支援
を進める。(学校教育課)

Ａ

222
放課後児童健全育成事業
（放課後子どもプラン（ク
ラブ型））

スポーツ・青少年
課

保護者等の就労のため，放課後，家庭での保
護が受けることのできない小学生児童の健全
育成を図るため，留守家庭児童会での受け入
れを実施する。

実施
（８か所・
１０教室）

充実
（８か所・
１０教室）

充実
（８か所・
１０教室／
利用時間
の延長）

118,056 113,291

※11月1日から留守家庭児童会５学級で延長開級実施
(午後5時～午後7時)
利用料：通常8,000円，延長3,000円，土曜1,600円
利用数(4月1日現在)
平成21年度360人
平成22年度345人

開級時間延長の要望を受け入れ実施した。
引き続き待機児童を作らない方針を堅持
し，保育室を確保する。

Ａ

★

223
男性の働き方の見直しに向
けた啓発

男女共同参画推進
担当

男性を含めたすべての人が，仕事時間と生活
時間のバランスが取れる多様な働き方が選択
できるように，働き方の見直しに向けての啓
発を行う。

実施 充実 充実 － －

男女共同参画週間記念事業映画上映会「ココ・シャネ
ル」でのアンケートで平成２１年３月に制定された芦
屋市男女共同参画条例についての認知度を調査
芦屋市男女共同参画推進条例の概要版を市内中学１年
生に配布
センター通信６２号「イクメン，キクメンのすすめ」
を特集，６３号では「イクメンを増やそう－改正育
児・介護休業法」を女性ニュースで紹介，また年４回
の発行すべてにおいて，ワーク・ライフ・バランスの
啓発イラストを掲載

男女共同参画週間記念事業やセンター講座
で，条例の認知度をアンケート項目にいれ
たり，条例概要版を中学生に配布すること
により，条例の周知を図った。また，セン
ター通信のほか，広報あしやで「女と男の
参画メール」を年３回掲載，男性の育児休
業についての記事等を掲載した。

今後も子どもたちをはじめ市民への条例
の周知を図るとともに，ワーク・ライ
フ・バランスについて啓発していく。

Ａ

224 育児休業制度等の普及促進 経済課
育児休業制度の普及，促進を図るための啓発
を行う。

実施 継続 継続 － －
地域労組の要望に対する窓口として活動し，労働条件
整備の啓発を図った。

継続して啓発に努めた。 制度等の普及促進を図る。 Ｂ

225
労働時間短縮やフレックス
制度の周知

経済課
仕事と子育てが両立しやすいように，労働時
間短縮やフレックス制度導入の促進を図るた
めの啓発を行う。

実施 継続 継続 － －
地域労組の要望に対する窓口として活動し，労働条件
整備の啓発を図った。

継続して啓発に努めた。 制度等の普及促進を図る。 Ｂ

226
子育て支援に必要な休暇取
得の普及促進

経済課
子どもの病気や学校行事の時等に休暇が取得
できるように，有給休暇や特別休暇等の取得
の普及，促進を図るための啓発を行う。

実施 継続 継続 － －
地域労組の要望に対する窓口として活動し，労働条件
整備の啓発を図った。

継続して啓発に努めた 制度等の普及促進を図る。 Ｂ

227
事業所（企業）内保育所の
設置促進

経済課
企業に対して，事業所内の保育施設設置の促
進を図るため関係機関からの情報を提供す
る。

実施 継続 継続 － － 関係機関からの情報提供を行った。 継続して情報提供を行った。 関係機関からの情報提供を行う。 Ｂ

①労働者や市民，企業への意識啓発（重点）

（２）仕事と子育ての両立を図るための意識啓発

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 29



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

228
ワークシェアリング導入促
進

経済課

多様な働き方を認め，仕事と家庭の両立を図
るとともに，雇用の機会を増やすために，
ワークシェアリング導入の促進を図るための
啓発を行う。

実施 継続 継続 － －
商工会を通じて仕事と家庭の両立を図るため啓発を
行った。

継続して啓発に努めた。 継続して啓発に努める。 Ｂ

229 再雇用制度の普及促進 経済課
結婚，出産等で一時的に退社した者が復職で
きるように，再雇用制度の普及と促進を図る
ための啓発を行う。

実施 継続 継続 10 4
再就職支援セミナーを実施
21年度　1回
22年度　1回

復職への意識や意欲を高めるための条件整
備を行った。

継続して条件整備を行う。 Ｂ

230 労働相談窓口の紹介 経済課
労働問題全般に関する相談窓口を紹介し，情
報提供や支援を行う。

実施 継続 継続 3 3
社会保険労務士による相談（解雇・賃金不払い・年
金・社会保険等）窓口を設置（月１回）し，個別事象
にあった相談に応じた。

相談窓口の設置を広報し，利用の促進に努
めた。

相談窓口の設置を広報し，利用の促進に
努める。

Ｂ

231
関係機関と連携し，
就労支援のための情報提供

経済課
ハローワーク等と連携を図り，就労に関する
情報提供や幅広い就労支援を行う。

実施 継続 継続 50 50 求人情報を窓口に設置し情報提供に努めた。
こども課や文化センターなど求人情報を必
要としている窓口に設置するなど情報提供
の門戸を広げ情報提供に努めた。

一層の情報提供に努める。 Ｂ

232
一般事業主や特定事業主に
おける次世代育成支援対策
推進行動計画の策定，周知

こども課
（こども担当）
経済課

企業等における次世代育成支援が推進される
よう，行動計画の策定や労働者に対する計画
の周知についての広報，啓発を進める。

実施 継続 継続 － －
一般事業主に対して商工会と連携して啓発を行った。
（こども課（こども担当））・（経済課）

一般事業主に対してより一層の広報啓発を
商工会と連携して実施した。（こども課
（こども担当））
継続して啓発に努めた。（経済課）

一般事業主に対してより一層の広報啓発
を商工会と連携して実施する。（経済
課）・（こども課（こども担当））

Ｂ

233
次世代育成支援対策推進行
動計画の啓発，普及

こども課
（こども担当）

地域社会が一体となって次世代育成支援対策
に取り組んでいけるように，計画の広報，啓
発を進める。

実施 継続 継続 － －

評価委員会において『次世代育成支援対策推進行動計
画（前期）総括』を行い，結果を冊子にして公表・配
布（１回）
いずれも広報紙，ホームページに掲載（各１回）

評価委員会において，前期計画5年間の総
括が行われた。

後期計画初年度の評価を受ける。 Ｂ

234
若い世帯，子育て世帯等の
公的住宅への優先入居

住宅課
若い世帯や子育て世帯が良好な住環境を確保
できるよう, 公的住宅への入居に対し, 困窮
度判定で配慮している。

実施 充実 継続 － －

困窮者判定で加点を実施
平成22年度に中堅所得者層向けの住宅について，入居
促進を図るため，新規の新婚世帯・子育て世帯に対し
て更なる家賃軽減を行った。

困窮者登録については，継続して実施
平成22年度に中堅所得者層向けの住宅につ
いて，更なる家賃軽減の対象となる新婚世
帯・子育て世帯に対して広報，ＨＰで募集
し入居促進を図った。

継続して実施 Ａ

235 住宅に関する情報提供 住宅課
子育て世帯の住宅に関するニーズに対応する
ため，住宅に関する情報提供を行う。

実施 継続 継続 － －
市営住宅のほか，その他の市の管理する住宅に関する
情報についても広報・ホームページ等で情報提供を実
施

継続して実施 継続して実施 Ｂ

★

236
（仮称）
福祉センターの開設 地域福祉課

地域福祉の拠点として，誰もが気軽に立ち寄
れて人々のふれあいや交流の中で，障がいや
認知症などについて理解を深めることができ
る場を提供し心のバリアフリーを進める。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

232,453 231,558

７月２０日にオープンしてから様々な機能のセンター
が稼動し，たくさんの老若男女が来館している。（３
月末１０万人超え）総合相談の場，地域の交流の場，
生きがい作りの場，機能訓練の場となっている。

センターの存在を周知するためにエントラ
ンスを含めた各事業の充実を図った。

各実施事業を検証し，２３年度に反映･充
実させていく。

Ａ

237
（仮称）
福祉フェアの開催

地域福祉課
福祉の拠点となる（仮称）福祉センターにお
いて，関係課や地域団体・ボランティアとと
もに，福祉のまちづくりの意識啓発を図る。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

800（上記
に含まれ

る）

714（上記
に含まれ

る）

70周年の冠事業ということで，ＮＰＯｾﾝﾀｰと共同で実
施。2日間開催し，３，６５０人が来館。芦屋の福祉を
考えるテーマで様々な事業を催した。

初めての場所で初めての企画で市内の事業
所等たくさんの団体との調整に工夫があっ
た。

保健福祉センターの各事業や機能を市民
に周知，啓発を行うため，センターに所
属する事業所，団体の参加に努め，充実
した内容のフェアを開催する。

Ａ

238 福祉のまちづくりの推進
地域福祉課
建築指導課

すべての人が住みやすいまちづくりに向け
て，子どもから高齢者まで安全，安心に行動
できるように，不特定多数の人が利用する道
路や施設等の福祉的な整備を進める。

実施 継続 継続
Ｎｏ．239
と一括計上

Ｎｏ．239
と一括計上

ノンステップバス等補助実施（地域福祉課）
福祉のまちづくり条例に基づき施設整備の推進
届出等件数２７件（建築指導課）

ノンステップバス等を引き続き補助を行っ
た。（地域福祉課）
適正に審査指導した。（建築指導課）

継続して実施（地域福祉課）
福祉のまちづくり条例の届出及びそれに
伴う協議を通して施設整備の推進を図
る。平成23年7月1日から福祉のまちづく
り条例の一部が建築基準法関係規定とな
ることから，民間確認検査機関への指導
を行う。（建築指導課）

Ｂ

基本目標５：親子が安心して快適に暮らせる環境の整備

（1）良好な居住環境の確保

①子育て世代等への住宅施策

（２）子どもにやさしい環境の整備

①福祉のまちづくりの推進（重点）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 30



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

239

公共施設，公共交通機関等
におけるユニバーサルデザ
イン化，子育て支援施設の
整備

地域福祉課
建築指導課

公共施設，公共交通機関等における段差解
消，スロープ，エレベーターの設置，親子ト
イレや授乳コーナー等，ユニバーサルデザイ
ンを目指した施設の整備を促進する。

実施 充実 充実

2075（福祉
センターの
経費は№２
３６に含ま

れる）

1315（福祉
センターの
経費は№２
３６に含ま

れる）

ノンステップバス等補助実施（地域福祉課）
７月２０日に段差解消，スロープ，エレベーターの設
置，親子トイレや授乳コーナー等，ユニバーサルデザ
インを目指した福祉センターをオープンした。（福祉
センター）
市立芦屋病院にオストメイトの利用に配慮した多目的
トイレを設置
シルバー人材センターの便所にベビーシートやベビー
キープを設置（建築課）

ノンステップバス等を引き続き補助を行っ
た。（地域福祉課）
高齢者，障がい者，子ども等あらゆる人を
対象にユニバーサルデザイン化を図った。
特に点字マットや各所のサイン等子育て世
代にも優しい環境を提供した。（福祉セン
ター）
新築時にはユニバーサルデザイン化に留意
し，充実するように配慮した。（建築課）

継続して実施（地域福祉課）（福祉セン
ター）
さらに充実させる（建築課）

Ａ

27
ユニバーサルデザインの子
育てマップの作成，配布
＜再掲＞

こども課
（こども担当）

多くの人が集まる主要駅，公共施設や商業施
設等では，ユニバーサルデザイン化を推進
し，皆が利用しやすいように情報提供を行
う。

実施 充実 継続
事業No77で
一括計上

事業No77で
一括計上

子育てガイドブック「あいあい」第４版を発行
ＮＰＯ法人「さんぴぃす」に委託して親子でお散歩
マップを発行

地域子育て創生事業（県補助）を活用して
発行
「親子でお散歩マップ」は，市内の子育て
中のママが実際に市内に出向いて調査した
り，意見交換を行ったものを「さんぴぃ
す」がコーディネートし編集を行なった。
（マップは22年度新規実施）

情報を更新して作成する。 Ａ

240
通学，通園路等の道路維持
補修

道路課
通学，通園する子どもが安全に安心して利用
できるよう，道路の整備，補修を行う。

実施 継続 継続 177,200 156,109

日常の道路パトロールや市民の要望による道路構造物
及び舗装等の補修を実施
道路現況調査（舗装及び道路構造物）による面的舗装
補修計画に基づき工事を実施

舗装補修５ヵ年計画（H22～H26）の実施に
より市内一円の早急及び近々に補修が必要
な箇所の改修が完了予定

継続して道路パトロール等を実施
舗装補修計画に基づき工事を実施する。

Ｂ

241
自転車が安全に通行できる
道路，歩道の整備

道路課
新しく整備する幹線道路については，子ども
たちが市内を安全に自転車で通行できるよう
整備する。

実施 継続 継続 371 370 既設自転車歩行者道において，啓発標識を設置
啓発標識を設置することにより，安全に対
する意識の向上に努めた。

市内鉄道各駅までの通行区分帯設置必要
箇所を調査し，整備計画を策定する。

Ｂ

242 夜間の交通安全の確保 道路課
夜間の交通安全を守るため，街路灯を設置
し，併せて防犯機能を持たせる。

実施 継続 継続 79,336 74,362

公益灯新設　　　　　 　　　８８箇所
老朽灯具取替　　　　　　 ２２６箇所
照度アップ等容量変更　　 １９６箇所
公益灯玉取替　　　　　１,０３５箇所

夜間の交通安全を守るため，公益灯の新設
及び照度アップ等を実施し，防犯機能を持
たせた。

公益灯の新設及び照度アップ等を継続し
て実施

Ｂ

243 交通安全施設の整備 道路課 道路反射鏡，ガードレール等の整備を行う。 実施 継続 継続 83,004 70,637
バリアフリー基本構想に基づく工事を実施
防護柵改修計画に基づく改修工事の実施

バリアフリー基本構想に基づく重点整備地
区内の整備工事の完了
防護柵改修計画に基づく改修工事を実施

市内の歩道部におけるバリアフリー計画
を策定する。
防護柵改修計画に基づく改修工事の実施

Ｂ

244
不法駐輪や不法駐車をなく
す運動の推進

道路課
地域，関係機関と連携を図り，安全に通行で
きるように，不法駐輪，不法駐車をなくすた
めの運動を展開する。

実施 継続 継続 28,930 28,619
平日（月～土)の不法駐輪撤去作業実施した結果，前年
度より移送台数が約11%減少した。

平日(月～土)の不法駐輪撤去作業を継続実
施

継続して不法駐輪撤去作業を実施 Ｂ

245
通学，通園路等の横断小旗
の管理，点検，補充

防災安全課
子どもの通学の安全を守るため，定期的に点
検及び補充を行う。

実施 継続 継続 163 163 シルバー人材センターに委託して実施し定期的に補充

委託業務として継続実施する中で，所管と
して，地域からの声に耳を傾け，小旗入れ
の手作業による補修等，細やかな対応にも
努めた。

継続して実施 Ｂ

246
チャイルドシート着用の普
及，徹底

防災安全課
子どもの事故時の安全を守るために，チャイ
ルドシート着用についての広報及び啓発を行
う。

実施 継続 継続 － －
交通安全協会と月１回街頭啓発活動を実施したほか，
年４回の交通安全週間における総合的な啓発活動の中
で，周知を図った。

継続して実施する中，定着に至った感もあ
り，違法駐車撲滅や自転車マナー啓発等も
含めた総合的な交通安全対策の中での啓発
に努めた。

継続して実施 Ｂ

247 交通安全教室の開催 防災安全課
子どもの交通安全意識を高めるために，保育
所，幼稚園及び小学校において交通安全教室
を開催する。

実施 継続 継続 6,783 6,782

登下校時刻の通学路立ち番と併せて交通安全協会に委
託の上，所管課も協働し，市内の全ての保育所・幼稚
園・小学校で交通安全教室を実施した。
小学校４年生と保護者を対象に自転車運転免許証講習
会を１回実施した。
新たに，特別支援学校においても交通安全教室を実施
した。

継続して実施する中，対象児童がより興味
を持てるよう工夫し，また，歩行・横断実
践中の安全にも配慮するよう努めた。

継続して実施 Ｂ

248 交通安全に関する出前講座 防災安全課
生涯学習出前講座において交通安全，生活安
全についての講座を実施する。

実施 継続 継続 － －
交通安全協会や防犯協会の協力も得ながら，地域や学
校からの依頼に基づき交通安全や生活安全に関する出
前講座を実施した。

依頼に応じて実施した。 継続して実施 Ｂ

②交通安全対策

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 31



事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

★

249 危機管理体制の強化
こども課
（保育所担当）
学校教育課

警察との連携により，学校園，保育所での危
機管理に対する情報交換を行うとともに，緊
急時に子どもの安全を守ることができるよう
に体制の整備を強化する。

実施 継続 継続 － －

防犯訓練を各保育所で実施
防犯カメラを各保育所に設置
自然災害及び火災に対する避難訓練を実施
(こども課（保育所担当）)
スクールガードリーダー（警察OB)が地域の防犯グルー
プ等と連携して子どもの防犯，安全の取り組みを行っ
た。
芦屋警察署の協力を得て，不審者侵入を想定した防犯
訓練を各学校園で実施した。(学校教育課)

継続して実施

危機管理マニュアルの見直し，津波の訓
練及び避難先の学校との連携(こども課
（保育所担当）)
警察との連携により，学校園，保育所で
の危機管理に対する情報交換を行うと共
に，緊急時に子どもの安全を守ることが
できるように体制の整備を強化に努め
る。(学校教育課)

Ｂ

250
安全な公園づくり（安全な
遊具，防犯設備の設置，ト
イレの整備，点検等）

公園緑地課
公園内の植栽等が死角にならないように配置
や剪定を行い，遊具については安心して遊べ
るよう点検の強化，修繕を行う。

実施 充実 充実 483,491 459,968

樹木の適正な維持管理，遊具点検を実施
老朽化した複合遊具３基の更新工事を実施
防災拠点に位置づけられている公園の便所1棟をバリア
フリーに対応した形に建替工事を実施
平成22年度：業平公園
平成21年度着手し平成27年まで順次建替

公園施設の長寿命化計画を策定するため，
安心安全に利用する維持管理計画をまとめ
た。

防災拠点に位置づけられている公園の便
所バリアフリー化を推進する。
公園施設長寿命化計画に基づき，公園施
設が安全・安心に利用できるよう，適正
な維持管理を行う。

Ａ

251 防災行政無線の運用 防災安全課
防災行政無線の拡声機能による市民への各種
情報の周知を図る。

未実施 実施
実施

（２２年
度）

862 613

防災行政無線の運用開始に伴い，試験放送によりアン
ケートを実施し，可能な限り，音量やスピーカーの向
き等の調整を施した。
毎日，定時のメロディーチャイム放送により，機器の
動作確認と周知を図った。

運用開始に至り，目標達成したものの，認
知度が低いことや聞こえにくい場所があっ
たため，改善に向け対応を行った。

試験放送や防災訓練時の案内放送等の機
会により周知を図る。

Ａ

252 あしや防災ネットの運用 防災安全課
携帯電話やパソコンのメール機能を利用して
登録者に気象警報、防犯等に関する情報を発
信する。

実施 継続 継続 1,260 1,260 新規登録への啓発と定期的な情報発信を行った。
地域イベントや会議開催時の機会に，継続
して啓発活動を行った。

広報等で周知活動を行うとともに定期的
に情報発信する。

Ｂ

253
関係機関の連携によるパト
ロールの強化

防災安全課

防犯グループに対して補助金を交付し自主防
犯の向上をめざし，地域（自治会），関係機
関（防犯協会）が連携を図ることにより，地
域における自主防犯活動に取り組む。

実施 継続 継続 1,000 650

児童の登下校時にパトロールを実施(山手中学校区は教
育委員会職員，精道中学校区はシルバー人材センター
委託，潮見中学校区は市長部局職員）
防犯ネットワークづくり交流会の実施，県事業(まちづ
くり推進員委嘱，防犯用品配布事業)等の活用，パト
ロールの継続実施等により，地域の自主防犯活動の活
性化を図った。
21年度に市単独補助事業として創設したグループ育成
事業補助金を交付し，パトロール等の地域自主防犯活
動の支援を行った。

グループ育成事業補助金の活用率を向上さ
せるため，あらゆる機会を捉え，制度の周
知に努めた。

継続して実施 Ｂ

254
青色回転灯付パトロール車
による安全パトロール

防災安全課

青色回転灯付パトロール車による，下校時の
安全パトロールを実施する（山手中学校区の
月・水・金曜日は愛護センター，火・木曜日
は教育委員会事務局が実施。精道中学校区は
シルバー人材センターに委託，潮見中学校区
は市職員により実施）。

実施 継続 継続 1,832 1,847

児童の登下校時にパトロールを実施(山手中学校区は教
育委員会職員，精道中学校区はシルバー人材センター
委託，潮見中学校区は市長部局職員）
子ども見守り巡回パトロール講習会を実施し，受講修
了者へパトロール実施者証を交付した。

２１年度から継続し，精道中学校区パト
ロールへも月１回白黒ツートン車両を使用
（同乗）し，犯罪抑止の推進に努めた。

継続して実施 Ｂ

130
安全教育（防災教育，防犯
教育）
＜再掲＞

防災安全課
学校教育課

学校における危機管理意識を高めるために，
ＣＡＰ講習会，避難訓練等の防災，防犯教育
を実施する。

実施 継続 継続 1,865 0

芦屋警察署・交通安全協会・防災安全課安全課・学校
教育課が連携する交通安全教室を実施した。
小学校での防災安全課訓練に防災安全課安全課等も参
加した。
小学校においてコミスクや自主防災安全課組織等の地
域住民と連携し，県補助事業に沿って水害想定や災害
時要援護者配慮を含めた内容の防災安全課訓練を実施
した。（防災安全課）
防災教育：地震や火災を想定した避難訓練等の実施
１．１７の体験を風化させない語り継ぐ会等の実施
安全教育：全小学校３年生にＣＡＰ講習会を実施
（学校教育課）
交通安全教室を実施（芦屋警察署・交通安全協会・防
災安全課・学校教育課）

平成２２年度から，災害の対象が地震から
水害に変わり，条件に馴染まない地域につ
いて懸念されたが，内容を工夫し，実施推
進に努めた。（防災安全課）
継続して実施(学校教育課)

学校と地域が連携した防災安全課訓練の
推進（防災安全課）
東日本大震災を受け，各学校において，
今まで以上に防災教育に対する意識を高
め，津波等にも対応できる避難訓練等の
防災，防犯教育を実施する。(学校教育
課)

Ｂ

（３）犯罪や事故から子どもを守るための環境の整備

①防犯対策（重点）

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容

平成21年度
（計画策定

時）
実績

平成22年度
実績

平成26年度
目標

平成22年
度

歳出予算

平成22年
度

歳出決算
平成22年度実施状況

22年度実施状況において，26年度目標
（達成）に対して努力した点・未達成
の理由等

平成23年度における事業推進の目標
H22
評価
結果

255 救急法の学習 消防本部

子どもの急病や事故等の際に，素早く適切な
対応ができるように，保護者を対象とした応
急手当や救急法の啓発や学習機会の提供を行
う。

実施 継続 継続 － －

各種講習会の受講者募集に際して，広報媒体の活用を
行い，ＡＥＤの取り扱い講習を取り入れた，より細や
かな講習会を実施した。
普通救命講習会
平成21年→15回，平成22年→22回
応急手当法講習会
平成21年度→19回，平成22年→20回

受講者に解りやすく説明し，受講者全員が
理解できるように努めた。

広報媒体を活用し，各種講習会の受講者
人数を増やすことに務める。

Ｂ

256 街頭巡視活動
青少年愛護セン
ター

愛護委員による日常的なパトロール活動を推
進する。

実施 継続 継続 3,177 3,116
継続して実施した。
委員数173人，巡視回数578回，延べ3,215人

継続して実施した。 継続して実施していく。 Ｂ

平成２１年度（計画策定時)実績欄の「＊」は平成２０年度実績
★印は重点的に取り組む施策 33


